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有線一般放送参入等マニュアル 目次 

 

 

Ⅰ 有線一般放送に適用される規定の内容 ･･････････････････････････  ６ 

 １ 登録申請に係る手続及び規定の概要 ････････････････････････････  ６ 

 （１）登録【法第１２６条】 ･･････････････････････････････････････  ６ 

 （２）登録の通知【法第１２７条】 ････････････････････････････････  ７ 

 （３）業務の開始の期日の届出【法第１２９条】 ････････････････････  ７ 

 （４）登録免許税の納付 

    【登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）第２条、第９条、 

    第２４条、第２５条及び別表第一中の５５（二）】 ････････････  ７ 

 ２ 変更登録等の手続及び規定の概要 ･･････････････････････････････  ８ 

 （１）変更登録【法第１３０条】 ･･････････････････････････････････  ８ 

 （２）変更届出【法第１３０条第４項】 ････････････････････････････ １０ 

 ３ 業務の届出（法第１２６条の登録を受けるべき者を除く。）等に係る 

   手続及び規定の概要 ･･････････････････････････････････････････ １０ 

 （１）届出【法第１３３条第１項】 ････････････････････････････････ １０ 

 （２）変更届出【法第１３３条第２項】 ････････････････････････････ １１ 

 ４ 業務を行う事業の承継、業務の休廃止、登録の取消し等の手続及び 

  規定の概要 ････････････････････････････････････････････････････ １２ 

 （１）地位の承継【法第１３４条】 ････････････････････････････････ １２ 

 （２）業務の休止の届出【法第１２９条】 ･･････････････････････････ １２ 

 （３）業務の廃止等の届出【法第１３５条】 ････････････････････････ １２ 

 （４）登録の取消し【法第１３１条】 ･･････････････････････････････ １３ 

 ５ 業務の実施に係る手続及び規定の概要 ･･････････････････････････ １３ 

 （１）再放送【法第１１条】 ･･････････････････････････････････････ １３ 

 （２）設備の維持【法第１３６条】 ････････････････････････････････ １３ 

 （３）有料放送に関する事項 ･･････････････････････････････････････ １３ 

 （４）放送番組の編集等に関する事項 ･･････････････････････････････ １４ 

 ６ その他 ･･････････････････････････････････････････････････････ ２１ 

 （１）改善命令等 

    【法第１３８条、第１５条第２項・第３項、第１７４条】 ･･････ ２１ 
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 （２）報告及び検査 

    【法第１３７条、第１３９条第１項、第１４５条第４項、第１７５条、 

    施行令第７条、規則第１５６条、第１５７条、第１５９条、 

    第１６９条、第１７０条第２項】 ････････････････････････････ ２２ 

 （３）適用除外等【法第１７６条、規則第２１４条】 ････････････････ ２４ 

 （４）罰則 

    【法第１８４条、第１８６条、第１８７条、第１８８条、第１８９条、 

第１９２条、第１９３条】 ･･････････････････････････････････ ２５ 

 （参考）一般放送の業務開始に係る手続 ････････････････････････････ ２８ 

 （参考）有線一般放送の業務の登録、届出の要否等 ･･････････････････ ２９ 

 

Ⅱ 有線一般放送の業務を行おうとする者に係る登録 ･･････････････････ ３０ 

 １ 登録申請の手続 ･･････････････････････････････････････････････ ３０ 

 （１）登録申請書【規則別表第３１号参照】 ････････････････････････ ３０ 

 （２）添付書類 ･･････････････････････････････････････････････････ ３０ 

 ２ 登録の審査基準 ･･････････････････････････････････････････････ ３１ 

 （１）登録 ･･････････････････････････････････････････････････････ ３１ 

 （２）登録の拒否 ････････････････････････････････････････････････ ３１ 

 （３）登録申請に係る標準処理期間 ････････････････････････････････ ３９ 

 ３ 登録後から開始までの手続 ････････････････････････････････････ ３９ 

 （１）登録一般放送業務開始届出書【規則別表第３５号参照】 ････････ ３９ 

 （２）放送番組審議機関の会議の開催等 ････････････････････････････ ３９ 

 （３）登録免許税の納付 ･･････････････････････････････････････････ ３９ 

 （参考）一般放送に係る登録免許税の課税の範囲について ････････････ ４０ 

 

Ⅲ 様式等 ････････････････････････････････････････････････････････ ４１ 

 １ 申請書等の様式 ･･････････････････････････････････････････････ ４１ 

 （１）登録申請書【規則別表第三十一号（第１３４条関係）】 ････････ ４１ 

 （２）誓約書【規則別表第三十二号（第１３６条第１項関係）】 ･･････ ６６ 

 （３）事業計画書 

    【規則別表第三十三号（第136条第２項第１号関係）】 ･･････ ６７ 

 （４）一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 

    【規則別表第三十四号（第１３６条第２項第２号関係）】 ･･････ ７１ 
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 （５）登録一般放送業務開始届出書 

    【規則別表第三十五号（第１３８条第１項関係）】 ････････････ ７２ 

 （６）登録一般放送業務休止（変更）届出書 

    【規則別表第三十六号（第１３８条第２項関係）】 ････････････ ７３ 

 （７）変更登録申請書 

    【規則別表第三十八号（第１４０条第１項関係）】 ････････････ ７４ 

 （８）変更届出書 

    【規則別表第三十九号（第１４０条第３項関係）】 ････････････ ７５ 

 （９）有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務開始届出書 

   【規則別表第四十の一号（第１４１条関係） ････････････････････ ７６ 

（１０）一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除

く。）業務開始届出書記載事項変更届 

   【規則別表第四十一の一号（第１４４条関係）】 ････････････････ ７９ 

（１１）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務承継届出書 

   【規則別表第四十二の一号（第１４５条関係）】 ････････････････ ８０ 

（１２）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務の廃止届出書 

   【規則別表第四十三の一号（第１４６条第１項関係）】 ･･････････ ８２ 

（１３）一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法

人の解散届出書 

   【規則別表第四十四の一号（第１４６条第２項関係）】 ･･････････ ８３ 

（１４）重大な事故報告書（詳細） 

   【規則別表第四十六号（第１５６条関係）】 ････････････････････ ８４ 

（１５）有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書 

   【規則別表第四十九号（第１５９条関係）】 ････････････････････ ８６ 

（１６）再放送の役務の提供条件に関する契約約款（変更）届出書 

   【規則別表第五十号（第１６４条関係）】 ･･････････････････････ ８８ 

（１７）裁定申請書【規則別表第五十一号（第１６６条関係）】 ･･････ ８９ 

 ２ 申請書等の様式の記載例 ･･････････････････････････････････････ ９１ 

 （１）登録申請書【規則別表第三十一号（第１３４条関係）】 ････････ ９１ 

    業務区域・幹線経路図 ･･････････････････････････････････････１０２ 

    系統図（設備、ヘッドエンド、レベル） ････････････････････１０３ 

 （２）誓約書【規則別表第三十二号（第１３６条第１項関係）】 ･･････１０９ 

 （３）事業計画書 

    【規則別表第三十三号（第１３６条第２項第１号関係）】 ･･････１１０ 
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 （４）一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 

    【規則別表第三十四号（第１３６条第２項第２号関係）】 ･･････１１５ 

 （５）登録一般放送業務開始届出書 

    【規則別表第三十五号（第１３８条第１項関係）】 ････････････１１７ 

 （６）登録一般放送業務休止（変更）届出書 

    【規則別表第三十六号（第１３８条第２項関係）】 ････････････１１８ 

 （７）変更登録申請書 

    【規則別表第三十八号（第１４０条第１項関係）】 ････････････１１９ 

 （８）変更届出書 

    【規則別表第三十九号（第１４０条第３項関係）】 ････････････１２０ 

 （９）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務開始届出書 

   【規則別表第四十の一号（第１４１条関係） ････････････････････１２１ 

（１０）一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除

く。）業務開始届出書記載事項変更届 

   【規則別表第四十一の一号（第１４４条関係）】 ････････････････１２３ 

（１１）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務承継届出書 

   【規則別表第四十二の一号（第１４５条関係）】 ････････････････１２４ 

（１２）一般放送の業務（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の廃止届出書 

   【規則別表第四十三の一号（第１４６条第１項関係）】 ･････････１２５ 

（１３）一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法

人の解散届出書 

   【規則別表第四十四の一号（第１４６条第２項関係）】 ･･････････１２６ 

（１４）重大な事故報告書（詳細） 

   【規則別表第四十六号（第１５６条関係）】 ････････････････････１２７ 

（１５）有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書 

   【規則別表第四十九号（第１５９条関係）】 ････････････････････１２９ 

（１６）再放送の役務の提供条件に関する契約約款（変更）届出書 

   【規則別表第五十号（第１６４条関係）】 ･･････････････････････１３１ 

（１７）裁定申請書【規則別表第五十一号（第１６６条関係）】 ･･････１３２ 

（１８）委任状  ･････････････････････････････････････････････････１３３ 

 ３ その他届出書 ････････････････････････････････････････････････１３４ 

   登録免許税納付届出書（様式例･記載例） ･･･････････････････････１３４ 

４ 申請等提出書類一覧 ･･････････････････････････････････････････１３６ 
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Ⅳ 問い合わせ先 ･･････････････････････････････････････････････････１４１ 

 

参考資料 有線一般放送設備の安全・信頼性に関する技術基準に適合していること

を示す説明資料 記載マニュアル ･･････････････････････････１４４ 

 
注 本書における法令の略称は以下のとおり。 

「法」：放送法（昭和２５年法律第１３２号） 

「施行令」：放送法施行令（昭和２５年政令第１６３号） 

「規則」：放送法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１０号） 
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Ⅰ 有線一般放送に適用される規定の内容 

  

１ 登録申請に係る手続及び規定の概要 

（１）登録【法第１２６条】＜登録一般放送事業者＞ 

一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない

【同条第１項】。当該登録を受けようとする者は、以下に掲げる事項を記載した申

請書（※１）を提出しなければならない【同条第２項】。 

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名【同項第１号】 

イ 総務省令で定める一般放送の種類（※２）【同項第２号】 

ウ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要【同項第３号】 

エ 業務区域【同項第４号】 

 当該申請書には、下記の（登録拒否事由）のアからオまでに該当しないことを誓

約する書面その他総務省令で定める書類（※３）を添付しなければならない【同条

第３項】。 

 ※１ 申請書の様式は、規則別表第３１号【規則第１３４条】。 

※２ 有線放送に係る一般放送の種類【規則第１３５条第２号】 

   ○ 有線一般放送 

    ・ テレビジョン放送 

・ その他 

 ※３ 誓約する書面は、規則別表第３２号【規則第１３６条第１項】。 

    総務省令で定める書類は以下のとおり【規則第１３６条第２項】。 

   (ｱ) 事業計画書（規則別表第３３号）【同項第１号】 

   (ｲ) 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説

明した書類（規則別表第３４号）【同項第２号】 

   (ｳ) 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原

に基づいて利用できることを証する書類【同項第３号】 

   (ｴ) 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、再

放送の同意【法第１１条】に関する事項【規則第１３６条第２項第４号】 

   (ｵ) 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とさ

れる道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項若しくは第３

項（同法第９１条第２項において準用する場合を含む。）の許可（道路

占用許可）その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する

書面の写し【規則第１３６条第２項第５号】 
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（登録の拒否事由）【法第１２８条】＜登録一般放送事業者＞ 

総務大臣は、登録又は変更登録の申請書を提出した者が、以下のいずれかに該当

するとき（変更登録にあっては下記ウを除く。）、又は当該申請書若しくはその添

付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載

が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

ア この法律（放送法）に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

【同条第１号】 

イ 認定基幹放送事業者に係る認定の取消し【法第１０３条第１項又は第１０４条

（第５号を除く。）】を受け、その取消しの日から２年を経過しない者【法第１

２８条第２号】 

ウ 登録の取消し【法第１３１条】を受け、その取消しの日から２年を経過しない

者【法第１２８条第３号】 

エ 基幹放送局の免許の取消し【電波法第７５条第１項又は第７６条第４項（第４

号を除く。）】を受け、その取消しの日から２年を経過しない者【法第１２８条

第４号】 

オ 法人又は団体であって、その役員が前の各事項のいずれかに該当する者である

もの【同条第５号】 

カ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者【同条第６

号】 

キ 総務省令で定める技術基準【法第１３６条第１項】に適合する一般放送の業務

に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者【法第１２８条第７

号】 

 

（２）登録の通知【法第１２７条】＜登録一般放送事業者＞ 

    総務大臣が登録をしたときは、遅滞なく申請者に通知される【同条第２項】。 

 

（３）業務の開始の期日の届出【法第１２９条】＜登録一般放送事業者＞ 

総務大臣の登録を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を届け出（※）

なければならない【同条第１項】。 

    ※ 届出の様式は、規則別表第３５号【規則第１３８条第１項】。 

 

（４）登録免許税の納付【登録免許税（昭和４２年法律第３５号）法第２条、第９条、

第２４条、第２５条及び別表第一第５５号（ニ）】＜登録一般放送事業者＞ 

一般放送事業者登録簿に登録【法第１２７条第１項】された一般放送事業者は、
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登録免許税法の規定に従って、登録年月日から１月を経過する日までに、登録免許

税９万円を納付し、当該納付に係る領収証書を登録免許税納付届出書と一体となっ

た様式(本書Ⅲ ４参照)に貼り付けて、総務大臣に提出し、納付の確認を受けなけ

ればならない。 

 

 

２ 変更登録等の手続及び規定の概要 

（１）変更登録 【法第１３０条】＜登録一般放送事業者＞ 

登録一般放送事業者は、以下の事項を変更するときは、総務大臣の変更登録を受

けなければならない。また、当該変更登録を受けようとする者は、変更に係る事項

を記載した申請書（※１）を総務大臣に提出しなければならない【同条第１項、第

２項】。ただし、総務省令で定める軽微な変更（※２）については、この限りでな

い【同条第１項】。 

ア 総務省令で定める一般放送の種類 

イ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 

ウ 業務区域 

    ※１ 変更登録申請書は、規則別表第３８号【規則第１４０条第１項】。 

       当該変更登録申請書に添付する書類は、以下のとおり【同項】。 

     (ｱ) 誓約する書面（法第１２８条第１号から第５号（第３号を除く。）に該

当しないことを誓約する書面）（規則別表第３２号）【規則第１３６条第

１項、第１４０条第１項及び第２項】 

     (ｲ) 事業計画書（規則別表第３３号）（変更に係るものに限る。）【規則第

１３６条第２項第１号、第１４０条第１項】 

     (ｳ) 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明

した書類（規則別表第３４号）（変更に係るものに限る。）【規則第１３

６条第２項第２号、第１４０条第１項】 

     (ｴ) 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に

基づいて利用できることを証する書類（変更に係るものに限る。）【規則

第１３６条第２項第３号、第１４０条第１項】 

     (ｵ) 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、再放

送の同意【法第１１条】に関する事項（変更に係るものに限る。）【規則

第１３６条第２項第４号、第１４０条第１項】 

     (ｶ) 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされ

る道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項若しくは第３項

（同法第９１条第２項において準用する場合を含む。）の許可（道路占用
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許可）その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の

写し（変更に係るものに限る。）【規則第１３６条第２項第５号、第１４

０条第１項】 

    ※２ 軽微な変更は、規則別表第３７号【規則第１３９条】。以下のとおり。 

別表第三十七号（第139条関係） 

登録一般放送に係る軽微な変更 

別表第31号別紙２及び別紙２の２にお

ける記載事項 

変更事項 

１⑵設備の規模 引込端子の数 

１
⑷
系
統
図 

ヘッドエンド １⑹の変更事項に係る部分 

設備 １⑻から１⑽まで、１⒁及び１⒂の変更事項に

係る部分 

１
⑸
受
信
空
中
線
系 

受信空中線 型式及び構成、周波数若しくは周波数範囲、海

抜高又は地上高 

給電線 線種又はこう長 

１
⑹
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド 

前置増幅器及び受信増幅器 増幅する周波数の範囲又はレベルの調整範囲 

周波数変換器 入力周波数又は出力周波数 

変調器 出力周波数 

連絡線 架空及び地下の別、線種又は設置場所 

その他の機器 種類 

１⑺自主放送装置 種類又は台数 

１⑻中継増幅器 増幅することができる周波数の範囲又は同時に

増幅することができる周波数の数 

「１⑼分岐器、分配器及びタップオフ」に記載された事項 

１⑽分波器 種類、分波損失、端子間結合損失又は台数 

「１⑾電源供給器」に記載された事項 

「１⑿保安装置」に記載された事項 

「１⒁その他の装置」に記載された事項 

１
⒂
線
路 

幹線 架空及び地下の別又は線種 

分配線 架空及び地下の別、線種、こう長又は損失 

引込線 線種又は損失 

「１⒃電柱」に記載された事項 

「１⒄線路等の電圧及び通信回線の電力」に記載された事項 

「３⑴電線等の隔離距離」に記載された事項 

「３⑵道路等との関係」に記載された事項 
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備考として記載された事項 

 

（２）変更届出 【法第１３０条第４項】＜登録一般放送事業者＞ 

「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」【法第１２

６条第２項第１号】について変更があったとき、又は総務省令で定める軽微な変更

（※１）に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出 

（※２）なければならない。 

※１ 前掲の規則別表第３７号【規則第１３９条】を参照。 

    ※２ 届出の様式は、規則別表第３９号【規則第１４０条第３項】。 

 

 

３ 業務の届出（法第１２６条の登録を受けるべき者を除く。）等に係る手続及び規

定の概要 

（１）届出【法第１３３条第１項】＜届出一般放送事業者（小規模特定有線一般放送

事業者を除く）＞ 

一般放送の業務を行おうとする者（法第１２６条第１項の登録を受けるべき者を

除く。）は、以下に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に届け出（※１）

なければならない。 

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名【法第１１３

条第１項第１号】 

イ 総務省令で定める一般放送の種類（※２）【同項第２号】 

ウ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要【同項第３号】 

エ 業務区域【同項第４号】 

オ その他総務省令で定める事項（※３）【同項第５号】 

※１ 届出の様式は、規則別表第４０の１号【規則第１４１条】。 

※２ 一般放送の種類は、以下のとおり【規則第１４２条】。 

有線一般放送 

      (ｱ) テレビジョン放送【同条イ】 

(ｲ) ラジオ放送【同条ロ】 

○ 共同聴取業務（一区域内において公衆によって直接受信されることを

目的として、ラジオ放送（その多重放送を含む。）を受信し、これを有

線電気通信設備によって再放送をすることをいう。）【同条ロ(1)】 

○ 告知放送業務（一区域内において公衆によって直接聴取されることを

目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によって放送をする

ことをいう。）【同条ロ(2)】 
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(ｳ) その他【同条ハ】 

 

    ※３ その他総務省令で定める事項は、以下のとおり【規則第１４３条】。 

      (ｱ) 業務の開始の予定の期日【同条第１号】 

(ｲ) 編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項（有線テレビ

ジョン放送にあっては、自主放送（同時再放送以外の有線テレビジョン

放送をいう。）を行う場合に限る。）【同条第２号】 

(ｳ) 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、再

放送の同意【法第１１条】に関する事項【規則第１４３条第３号】 

(ｴ) 受信契約者の見込数【同条第４号】 

(ｵ) 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とさ

れる道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実

を証する書面の写し【同条第５号】 

 

（２）変更届出【法第１３３条第２項】＜届出一般放送事業者（小規模施設特定有線

一般放送事業者を除く）＞ 

    届出【法第１３３条第１項】をした者は、上記３（１）ア～オ【同条第１項第１

号～第５号】に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出

（※）なければならない。 

    ※ 変更届出の様式は、規則別表第４１の１号【規則第１４４条】。 

      当該変更届出に添付する書類は、以下のとおり。 

      (ｱ) 業務の開始の予定の期日（変更に係るものに限る。）【規則第１４３

条第１号、第１４４条】 

(ｲ) 編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項（有線テレビ

ジョン放送にあっては、自主放送（同時再放送以外の有線テレビジョン放

送をいう。）を行う場合に限る。）（変更に係るものに限る。）【規則第

１４３条第２号、第１４４条】 

(ｳ) 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、再

放送の同意【法第１１条】に関する事項（変更に係るものに限る。）【規

則第１４３条第３号、第１４４条】 

(ｴ) 受信契約者の見込数（変更に係るものに限る。）【規則第１４３条第

４号、第１４４条】 

(ｵ) 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とさ

れる道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実

を証する書面の写し（変更に係るものに限る。）【規則第１４３条第５号、
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第１４４条】 

      (ｶ) 新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾

を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を

証する書面の写し【規則第１４４条】 

 

４ 業務を行う事業の承継、業務の休廃止、登録の取消し等の手続及び規定の概要 

（１）地位の承継【法第１３４条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者

（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

  一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、

合併若しくは分割（一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。）

があったときは、一般放送事業者の地位を承継した者（当該事業の全部を譲り受

けた者又は相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の協議により

一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。）、合

併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事

業の全部を承継した法人）は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出（※１）な

ければならない。 

  ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該

事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により

設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が法第１２８

条第１号から第５号（※２）までにいずれかに該当するときは、この限りでない。 

    ※１ 届出の様式は、規則別表第４２の１号【規則第１４５条】。 

    ※２ 前掲（登録の拒否事由）を参照。 

 

（２）業務の休止の届出【法第１２９条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

  一般放送の業務を１月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止

期間を総務大臣に届け出（※）なければならない。休止期間を変更するときも、

同様とする【同条第２項】。 

    ※ 届出の様式は、規則別表第３６号【規則第１３８条第２項】。 

 

（３）業務の廃止等の届出【法第１３５条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送

事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務

大臣に届け出（※１）なければならない【同条第１項】。 

一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その精算人

（解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人）は、遅滞なく、
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その旨を総務大臣に届け出（※２）なければならない【同条第２項】。 

    ※１ 廃止の届出の様式は、規則別表第４３の１号【規則第１４６条第１項】。 

    ※２ 解散の届出の様式は、規則別表第４４の１号【同条第２項】。 

 

（４）登録の取消し【法第１３１条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

    総務大臣は、登録一般放送事業者が以下の事項のいずれかに該当するときは、そ

の登録を取り消すことができる。 

   ア 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き１年以上休止したとき。 

イ 不正な手段により登録【法第１２６条第１項】又は変更登録【法第１３０条第

１項】を受けたとき。 

ウ 以下【法第１２８条第１号、第２号、第４号又は第５号】のいずれかに該当す

るに至ったとき。 

 (ｱ) この法律（放送法）に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない

者【法第１２８条第１号】 

(ｲ) 認定基幹放送事業者に係る認定の取消し【法第１０３条第１項又は第１０４

条（第５号を除く。）】を受け、その取消しの日から２年を経過しない者【法

第１２８条第２号】 

(ｳ) 基幹放送局の免許の取消し【電波法第７５条第１項又は第７６条第４項（第

４号を除く。）】を受け、その取消しの日から２年を経過しない者【法第１２

８条第４号】 

(ｴ) 法人又は団体であって、その役員が前の各事項のいずれかに該当する者であ

るもの【同条第５号】 

 

 

５ 業務の実施に係る手続及び規定の概要 

（１）再放送【法第１１条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者＞ 

  放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その

再放送をしてはならない。  

 

（２）設備の維持【法第１３６条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

  登録一般放送事業者は、登録に係る電気通信設備を技術基準に適合するように

維持しなければならない。  

 

（３）有料放送に関する事項＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模
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施設特定有線一般放送事業者を除く）［詳細については「有料放送分野の消費者保

護ルールに関するガイドライン」を参照］＞ 

ア 役務の提供義務【法第１４８条】 

   有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備により

その有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んで

はならない。 

 イ 有料放送業務の休廃止に関する周知【法第１４９条】 

  有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、

又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃

止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならな

い。 

   ウ 提供条件の説明【法第１５０条】 

     有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の

締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者

（その者から委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。）

は、国内受信者（有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、

第１５１条、第１５１条の２及び第１５６条第４項において同じ。）と有料放送

の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省

令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の

概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その

他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国

内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総

務省令で定める場合は、この限りでない。 

     

   エ 苦情等の処理【法第１５１条】 

     有料放送事業者及び第１５２条第２項に規定する有料放送管理事業者は、有料

放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内

受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければ

ならない。 

 

（４）放送番組の編集等に関する事項 

ア 放送番組編集の自由【法第３条】 

＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放

送事業者を除く）＞ 
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   放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉さ

れ、又は規律されることがない。 

イ 国内放送等の放送番組の編集等【法第４条】 

＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放

送事業者を除く）＞ 

     放送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送等」という。）の放送

番組の編集に当たっては、以下に定めるところによらなければならない【同条第

１項】。 

 (ｱ) 公安及び善良な風俗を害しないこと【同項第１号】。 

 (ｲ) 政治的に公平であること【同項第２号】。 

 (ｳ) 報道は事実をまげないですること【同項第３号】。 

 (ｴ) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明

らかにすること【同項第４号】。 

なお、放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に

当たっては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明

するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響

を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組

をできる限り多く設けるようにしなければならない【同条第２項】。 

   ウ 番組基準【法第５条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

  放送事業者は、放送番組の種別（教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等

の区分をいう。）及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準（以下

「番組基準」という。）を定め、これに従って放送番組の編集をしなければなら

ない【同条第１項】。 

  また、放送事業者は、国内放送等について番組基準を定めた場合には、総務省

令で定めるところ（※）により、これを公表しなければならない。これを変更し

た場合も、同様とする【同条第２項】。 

 ※ 番組基準の公表は、放送事業者が行う放送に係る業務区域（法第１２６条第

２項第４号の業務区域）において、以下に掲げる方法により行うものとする。

【規則第４条第１項】 

・ 当該放送事業者が行う放送【同項第１号】 

・ 当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き【同項第

２号】 

・ インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる

方法【同項第３号】 
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   エ 放送番組審議機関【法第６条、第７条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

 (ｱ) 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関（以下「審

議機関」という。）を置くものとする【法第６条第１項】。 

(ｲ) 審議機関は、一般放送事業者については、委員５人以上をもって組織する

【法第７条第１項、規則第６条】。放送事業者の審議機関の委員は、学識経

験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する【法第７条第２項】。 

 (ｳ) なお、二以上の放送事業者は、以下に掲げる要件のいずれをも満たす場合

には、共同して審議機関を置くことができる（この場合において、審議機関

の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。）【同条第３項】。 

(a) 当該放送事業者のうちに、子会社地上基幹放送事業者【法第１６３条】

がないこと【法第７条第３項第１号】。 

(b) 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合においていずれの基

幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外のすべての放送事業者と

の間において以下に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域（電波法第１

４条第３項第２号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の

免許状に記載された放送区域をいう。）又は業務区域（法第１２６条第２

項第４号の業務区域をいう。）の重複があること【法第７条第２項第２

号】。 

○ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業

者の放送区域又は業務区域の面積の３分の２以上に当たること【同号イ】。 

○ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該

いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の３分の２以上

に当たること【同号ロ】。 

     (c) 当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、

当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても

以下に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること【同項第３号】。 

○ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれ

かの一般放送事業者の業務区域の面積の３分の２以上に当たること【同号

イ】。 

○ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いず

れかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の３分の２以上に当たること

【同号ロ】。 

○ 当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること

【同号ハ】。 
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 (ｴ) 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又

はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問する必要がある【法第６条

第３項】。 

(ｵ) 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な

事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることがで

きる【同条第２項】。放送事業者は、審議機関による諮問に応じた答申又は意

見を述べた事項を尊重して必要な措置をする【同条第４項】。 

(ｶ) 放送事業者は、総務省令で定めるところ（※１）により、以下に掲げる事

項を審議機関に報告する義務を負う【同条第５項】。 

(a) 審議機関による諮問に応じた答申又は意見を述べた事項を尊重して放送

事業者が講じた措置の内容【同項第１号】 

(b) 訂正又は取消しの放送【法第９条第１項】の放送の実施状況【法第６条

第１項第２号】 

(c) 放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要【同項第３号】 

(ｷ) 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるよう

にするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところ

（※２）により、以下に掲げる事項を公表する義務を負う【法第６条第６項】。 

(a) 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して

述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要【同項第１号】 

(b) 審議機関による諮問に応じた答申又は意見を述べた事項を尊重して放送

事業者が講じた措置の内容【同項第２号】 

※１ 審議機関への報告は、上記(ｶ)(a)～(c)の事項を記載した書面をもって行

うものとする【規則第５条第１項】。 

   また、上記(ｶ)(b)及び(c)の事項については、審議機関の審議に資するよ

う当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方

法により報告するものとする【同条第２項】。 

なお、審議機関への報告は、以下に定めるところにより行うものとする

【同条第３項】。 

○ 上記(ｶ)(a)及び(b)の事項の報告については、審議機関による諮問に応

じた答申又は意見を述べた事項を尊重して放送事業者が講じた措置、訂正

又は取消しの放送の措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなけ

ればならないが、報告の準備に時間を要する場合その他のやむを得ない事

情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる【同項第

１号】。 

○ 上記(ｶ)(c)の事項の報告については、審議機関の開催の都度行わなけれ
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ばならないが、同一月内に審議機関を２回以上開催する場合にあってはそ

のいずれかの開催時に行うことができる【同項第２号】。 

※２ 上記(ｷ)(a)及び(b)の事項の公表は、放送事業者が行う放送に係る業務区

域（法第１２６条第２項第４号の業務区域）において、以下に掲げる方法に

より行うものとする。【規則第４条第１項】 

○ 当該放送事業者が行う放送【同項第１号】 

○ 当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き【同

項第２号】 

○ インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることがで

きる方法【同項第３号】 

       なお、審議機関の議事の概要の公表については、以下に掲げる事項を公表

するものとする【規則第４条第３項】。 

○ 出席者の氏名【同項第１号】 

○ 議題及び審議の経過の概要【同項第２号】 

○ 上記の「出席者の氏名」及び「議題及び審議の経過の概要」のほか、

審議機関の審議状況を示す主な事項【同項第３号】 

       審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述

べた意見の内容その他審議機関の議事の概要の公表は、当該審議機関の終了

後速やかに行うものとし、審議機関による諮問に応じた答申又は意見を述べ

た事項を尊重して放送事業者が講じた措置の内容の公表は、当該措置が講じ

られた後速やかに行うものとする【規則第４条第６項】。 

 

オ 番組基準、審議機関の規定の適用除外【法第８条】＜登録一般放送事業者の

み＞ 

 番組基準及び審議機関の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時

事に関する事項及びその他（※１）の事項のみを放送事項とする放送又は臨時か

つ一時の目的（※２）のための放送を専ら行う放送事業者には適用しない。 

※１ 「その他」とは、以下のとおり【規則第７条第１項】。 

(ｱ) 交通情報、道路情報又は駐車場情報【同項第１号】 

(ｲ) 自己又は他人の営業に関する広告【同項第２号】 

(ｳ) 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるとこ

ろによる教科に関してその教員に行わせる授業【同項第３号】 

(ｴ) 囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座【同項第４号】 

(ｵ) 放送番組の検索又は選択に関する情報【同項第５号】 

(ｶ) 受信機が正常に作動するために必要なプログラム（電子計算機に対する
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指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをい

う。）の変換に必要な情報【同項第６号】 

(ｷ) 基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一

の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組【同項第７

号】 

※２ 「臨時かつ一時の目的」とは、以下のとおり【同条第２項】。 

(ｱ) 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これ

に類する催し物の用に供すること【同項第１号】 

(ｲ) 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場

合に、その被害を軽減するために役立つこと【同項第２号】 

 

カ 訂正放送等【法第９条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小

規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

     放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送によ

り権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から３箇月

以内に請求があったときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実

でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日

から２日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法

で、訂正又は取消しの放送をしなければならない【同条第１項】。 

     放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、同様とする

【同条第２項】。 

キ 放送番組の保存【法第１０条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

   放送事業者は、当該放送番組の放送後３箇月間（訂正又は取消しの放送の請

求があった放送について、その請求に係る事案が３箇月を超えて継続する場合

は、６箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間）は、施行令で

定めるところ（※）により，放送番組の内容を放送後において審議機関又は同

条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により

確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 

※ 以下の放送番組について、録音又は録画をした物を保存する方法によってし

なければならない【施行令第１条】。 

(ｱ) 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務

省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組【同条第１号】 

      （上記の総務省令で定める事項）【規則第８条】 

      ○ 映画、漫画、ドラマ又は演劇【同条第１号】 
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      ○ 音楽【同条第２号】 

○ 交通情報、道路情報又は駐車場情報【同条第３号】 

○ 公営競技情報【同条第４号】 

○ 自己又は他人の営業に関する広告【同条第５号】 

○ 囲碁又は将棋に関する時事【同条第６号】 

○ 放送番組の検索又は選択に関する情報【同条第７号】 

○ 受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報

【同条第８号】 

○ 基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同

一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組【同

条第９号】 

(ｲ) 審議機関【法第６条第１項】が放送番組の内容を確認することができる

ように要求した放送番組【施行令第１条第２号】 

     (ｳ) 訂正又は取消しの放送【法第９条第１項】の放送番組【施行令第１条第

３号】 

ク 広告放送の識別のための措置【法第１２条】＜登録一般放送事業者のみ＞ 

 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者が

その放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなけれ

ばならない。 

ケ 候補者放送【法第１３条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者

（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

    放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放

送（以下「候補者放送」という。）をした場合において、その選挙における他の

候補者の請求があったときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の

条件で放送をしなければならない。 

    なお、候補者放送をした場合には、以下に掲げる事項を記録するものとし、公

選による公職の候補者又はその代理人の請求があったときは、放送事業者の事務

所においてその記録を閲覧させるものとする【規則第９条】。 

(ｱ) 候補者の氏名及び所属する政党【同条第１号】 

(ｲ) 放送をした年月日、時刻及び時間【同条第２号】 

(ｳ) 放送をした電気通信設備及び使用した周波数【同条第３号】 

コ 内外放送の放送番組の編集【法第１４条】＜登録一般放送事業者及び届出一

般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

     放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たっては、国際親善及び外国と
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の交流が損なわれることのないように、当該内外放送の業務区域である外国の地

域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。 

 

６ その他 

（１）改善命令等【法第１３８条、第１５６条第２項・第３項、第１７４条】 

ア 総務大臣は、登録に係る電気通信設備が技術基準に適合していないと認めると

きは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信

設備を改善すべきことを命ずることができる【法第１３８条】。＜登録一般放

送事業者のみ＞ 

イ 総務大臣は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対

し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の

提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる

【法第１５６条第２項】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小

規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

(ｱ) 有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき

【同項第１号】。 

(ｲ) 有料放送事業者が提供する有料放送の役務（有料基幹放送の役務を除く。）

に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当で

あるため、国内受信者の利益を阻害しているとき【同項第２号】。 

(ｳ) 有料放送事業者が提供する有料放送の役務（有料基幹放送の役務を除く。）

に関する提供条件（料金を除く。）において、有料放送事業者及び国内受信者

の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき【同項第３号】。 

ウ 総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、

当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

(ｱ) 有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第１５０条又は第１５１条の２の

規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は媒介等業務受託者【同項第１

号】。 

(ｲ) 有料放送事業者又は有料放送管理事業者が第１５１条の規定に違反したと

き 当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者【同項第２号】。 

(ｳ) 有料放送事業者が第１５０条の２第１項又は第１５１条の３の規定に違反

したとき 当該有料放送事業者【同項第３号】 

【法第１５６条第３項】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規

模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

エ 総務大臣は、放送事業者（特定地上基幹放送事業者を除く。）がこの法律（放
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送法）又はこの法律（放送法）に基づく命令若しくは処分に違反したときは、３

月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる【法第１７４

条】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一

般放送事業者を除く）＞ 

 

（２）報告及び検査【法第１３７条、第１３９条第１項、第１４５条第４項、第１７

５条、施行令第７条、規則第１５６条、第１５７条、第１５９条、第１６９条、

第１７０条第２項】 

ア 登録一般放送事業者は、登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他

の重大な事故であって総務省令で定めるもの（※）が生じたときは、その旨をそ

の理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない【法第

１３７条】。＜登録一般放送事業者のみ＞ 

なお、当該報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかに

その発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項に

ついて適当な方法により報告するとともに、その詳細について、規則別表第４６

号の様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から３０日以内に提出しな

ければならない【規則第１５６条第２号】。 

※ 総務省令で定める重大な事故は、一般放送の業務に用いられる電気通信設備

に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させ

た事故であって、以下のいずれにも該当するものとする【規則第１５７条第２

号】。 

(ｱ) 当該放送の停止を受けた利用者の数が３万以上のもの【同号イ】 

(ｲ) 当該放送の停止時間が２時間以上のもの【同号ロ】 

イ 総務大臣は、法第１３６条の規定（設備の維持）、法第１３７条の規定（重大

事故の報告）及び法第１３８条の規定（設備の改善命令）の施行に必要な限度に

おいて、登録一般放送事業者に対し、登録に係る電気通信設備の状況その他必要

な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち

入り、当該電気通信設備を検査させることができる【法第１３９条第１項】。＜

登録一般放送事業者のみ＞ 

ウ 登録一般放送事業者は、毎年６月末日までに、前年４月１日から当年３月３１

日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、規則別表第

４９号の様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない【規則第１５９条第

２号】。＜登録一般放送事業者のみ＞ 

エ 総務大臣は、法第１４５条第１項の規定（有線電気通信設備の使用）（※）の
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施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告

を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立

ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる【法第１４５

条第４項】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定

有線一般放送事業者を除く）＞ 

 ※ 一般放送事業者（有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限

る。）は、その設置に関し必要とされる道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第３２条第１項若しくは第３項（同法第９１条第２項において準用する場合を

含む。）の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気

通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作

物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない【法

第１４５条第１項】。 

オ 一般放送事業者は、毎年６月末日までに、前年４月１日から当年３月３１日ま

での期間中における受信契約者数を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に

提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場

合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる【規則第１６９条】。

＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送

事業者を除く）＞ 

カ 一般放送事業者（同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。）は、一

般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類（届

出一般放送事業者にあっては、事業収支の結果に限る。）を総務大臣に報告しな

ければならない【規則第１７０条第２項】。＜登録一般放送事業者及び届出一

般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞ 

キ 総務大臣は、法の施行に必要な限度において、政令の定めるところ（※）によ

り、放送事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者に対しその業務に関し

資料の提出を求めることができる【法第１７５条】。 

＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（一部除く）＞ 

※ 以下に掲げる事項（法第８条に規定する放送事業者（経済市況、自然事象及

びスポーツに関する時事に関する事項及びその他の事項のみを放送事項とする

放送又は臨時かつ一時の目的のための放送を専ら行う放送事業者）又は届出一

般放送事業者にあっては、(ｱ)に掲げる事項を除く。）【施行令第７条】 

(ｱ) 番組基準【法第５条第１項】及び放送番組の編集に関する基本計画【法

第６条第３項】に関する事項、審議機関【同条第１項】の組織及び運営に関
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する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関

する事項 【施行令第７条第４号イ】 

(ｲ) 訂正又は取消しの放送【法第９条第１項】に関する事項 【施行令第７

条第４号ロ】 

(ｳ) 放送の再放送についての他の放送事業者の同意【法第１１条】に関する

事項 【施行令第７条第４号ハ】 

(ｴ) 指定再放送事業者【法第１４０条第２項】にあっては、再放送の役務の

提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項 【施行令第７条第４

号ニ】 

(ｵ) 有料放送【法第１４７条第１項】を行う一般放送事業者にあっては、国

内受信者（以下「国内受信者」という。）に対する有料放送の役務の提供条

件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとす

る者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、有料放送

の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項【法第１５

０条】、書面の交付に関する事項【法第１５０条の２】、有料放送の役務の

提供に関する契約の解除に関する事項【法第１５０条の３】、国内受信者か

らの苦情及び問合せの処理に関する事項【法第１５１条】並びに委託に係る

業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項【法第

１５１条の３】 【施行令第７条第４号ホ】 

 

（３）適用除外等（法第１７６条、規則第２１４条） 

ア この法律（放送法）の規定は、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信

設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受

信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で

定める放送（※）については、適用しない【法第１７６条第１項】。 

 ※ 総務省令で定める放送は、以下に掲げるものとする【規則第２１４条第１

項】。 

(ｱ) 電波法第４条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われ

る放送【規則第２１４条第１号】 

(ｲ) 放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放

送【同項第２号】 

(ｳ) 臨時かつ一時の目的のために行われる一般放送【同項第３号】 

(ｴ) 一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、

同一の者の占有に属する区域をいう。）において行われる有線一般放送【同

項第４号】 
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(ｵ) 信号のみを送信するために行われる有線一般放送【同項第５号】 

(ｶ) 一の有線放送施設に係る引込端子の数が５０以下の規模の施設により行

われる有線一般放送（その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるものそ

の他これに類するものとして総務大臣が別に告示するもの（衆議院又は参議

院が、議院の会議及び委員会等の会議の状況を送信することを主たる放送事

項として、各省庁等国の機関及び政党助成法（平成６年法律第５号）第２条

第１項に規定する政党に対して行う有線テレビジョン放送）に限る。）【同

項第６号】 

(ｷ) 公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によって直接視聴又は聴

取されることを目的として行われる有線一般放送【同項第７号】 

(ｸ) 一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当

該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の

伝送速度が毎秒２メガビット（デジタル放送の標準方式第４条に規定する情

報源符号化方式を用いる場合にあっては、毎秒４メガビット）以下である有

線一般放送（有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令（平成２３

年総務省令第９５号）第２章第２節から第６節までに規定する放送方式によ

る有線一般放送及びラジオ放送を除く。）【同項第８号】 

   イ 法第１７６条第１項（適用除外等、上記ア）の規定にかかわらず、法第６４条

の規定（受信契約及び受信料）は、同項の規定の適用を受ける放送であって、日

本放送協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をす

るものについても適用する【法第１７６条第４項】。 

ウ 法第４条（国内放送等の放送番組の編集等）、法第５条（番組基準）、法第６

条・法第７条（放送番組審議機関）、法第８条（番組基準等の規定の適用除外）、

法第９条（訂正放送等）、法第１０条（放送番組の保存）、法第１２条（広告放

送の識別のための措置）、法第１３条（候補者放送）、法第１４条（内外放送の

放送番組の編集）の規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容

に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送（上記アの適用を受ける放

送を除く。）については、適用しない【法第１７６条第５項】。 

 

 

（４）罰則【法第１８４条、第１８６条、第１８７条、第１８８条、第１８９条、第

１９２条、第１９３条】 

ア 以下のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処

する【法第１８４条】。 
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(ｱ) 法第１２６条第１項（一般放送の業務の登録）の規定に違反して一般放送

の業務を行った者【法第１８４条第１号】 

(ｲ) 法第１７４条（業務の停止）の規定による命令に違反した者【法第１８４

条第２号】 

   イ 以下に該当する者は、５０万円以下の罰金に処する【法第１８６条】。 

○ 法第９条第１項（訂正放送等）の規定に違反した者【法第１８６条第１項】 

（私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない【同条

第２項】。） 

ウ 以下のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する【法第１８７

条】。 

    (ｱ) 法第１３０条第１項の規定（変更登録）に違反して法第１２６条第２項第

２号から第４号までに掲げる事項を変更した者【法第１８７条第７号】 

(ｲ) 法第１３８条の規定（設備の改善命令）又は法第１４１条の規定（義務再

放送の業務に係る改善命令）による命令に違反した者【法第１８７条第８号】 

(ｳ) 法第１４０条第２項の規定（受信障害区域における再放送）により届け出

た契約約款によらないで、同条第１項の規定による再放送の役務を提供した者

【法第１８７条第９号】 

(ｴ) 法第１４８条の規定（有料放送の役務の提供義務）に違反して有料放送の

役務の提供を拒んだ者【法第１８７条第１１号】 

(ｵ) 法第１５６条の規定（有料放送に係る改善命令等）による命令に違反した

者【法第１８７条第１３号】 

 

 

   エ 以下のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する【法第１８８

条】。 

    (ｱ) 法第１３７条の規定（重大事故の報告）による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者【法第１８８条第１号】 

(ｲ) 法第１３９条第１項の規定（設備に関する報告及び検査）又は法第１４５

条第４項の規定（有線電気通信設備の使用に係る業務の状況の報告及び検査）

による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避した者【法第１８８条第２号】 

(ｳ) 法第１３３条（一般放送の業務の届出）の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした者【法第１８８条第３号】 
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   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、上記アからエの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても上記アからエの罰金刑を科する【法第１８９条第１項】。

当該行為者に対してした上記イの告訴【法第１８６条第２項】は、その法人又は人

に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対して

も効力を生ずるものとする【法第１８９条第２項】。 

オ 以下に該当する者は、２０万円以下の過料に処する【法第１９２条】。 

○ 法第１２９条第１項の規定（業務の開始）若しくは第２項の規定（業務の休

止）、法第１３０条第４項の規定（登録に係る変更届出）、法第１３４条第２

項の規定（承継の届出）、法第１３５条第１項の規定（業務の廃止の届出）若

しくは第２項の規定（解散の届出）による届出をせず、又は虚偽の届出をした

者【法第１９２条第１号】 

カ 以下に該当する者は、２０万円以下の過料に処する【法第１９３条】。 

○ 法第１７５条の規定（資料の提出）による資料の提出を怠り、又は虚偽の資

料を提出した者 
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（参考）一般放送の業務開始に係る手続 
 

（登録一般放送） 

 申請者 総務省 本省・総合通信局等 

登 

録 

 

 

 

 

 

 

 

 

業
務
の
開
始 

の
期
日
届
出 

  

放
送
番
組 

審
議
機
関 

  

登
録
免
許
税 

  

 

（届出一般放送） 

 届出者 総合通信局等 

届 

出 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録免許税納付

届出書 
領収証書を 

貼り付けて提出 

納付を確認 

業務の開始の期日の届出

 

番組審議機関の設置 

番組審議機関の開催 

番組基準の策定 

登録申請書 適格性の確認 

提出 

一般放送事業者登録簿

への登録 
通知 

（申請後原則１箇月以内） 

公表 

提出 

（登録後、遅滞なく） 

（業務開始前） 

（登録年月日から１箇月を経過する日まで） 

業務届出書 

提出 

（業務開始前） 
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（参考）有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務の登

録、届出の要否等 

一の事業者が有線一般 

放送の業務に用いる 

設備の別 

左記の 

設備の数 

業務面 設備面 

放送法第 126条第 1項

に基づく業務の登録 

【放送法施行規則別表 

第 31号】 

（登録申請の数） 

放送法第 133条第 1項に

基づく業務開始の届出 

【放送法施行規則別表 

第 40の１号】 

（届出の数） 

有線電気通信法第３条に 

基づく設備の設置の届出 

【有電法施行規則別紙 

様式第１】 

（届出の数） 

引込端子数 

501以上 

の設備 

１ 
○ 

（１） 
－※２ －※２ 

複数 
○ 

（１） 

引

込

端

子

数 

51

以

上 

500

以

下 

の

設

備 

下記以外のもの 

１ 

×※１ 

○ 

（１） 

○ 

（１） 

◆上記に代えて特例様式※３での提出も可 

複数 

○ 

（設備ごと） 

○ 

（設備ごと） 

◆上記に代えて設備ごとに特例様式※３での提出も可 

同一構内 

に設置するもの 

１ 
○ 

（１） 

×※４ 

複数 
○ 

（設備ごと） 

引

込

端

子

数 

50

以

下 

の

設

備 

下

記

以

外

の

も

の 

自主放送を 

行うもの 

１ 

○ 

（１） 

○ 

（１） 

◆上記に代えて特例様式※３での提出も可 

複数 

○ 

（設備ごと） 

○ 

（設備ごと） 

◆上記に代えて設備ごとに特例様式※３での提出も可 

同時再放送、

その他これに

類する放送を

行うもの※６ 

１ 

×※５ 

○ 

（１） 

複数 
○ 

（設備ごと） 

同

一

構

内 

に

設

置 

す

る

も

の 

自主放送を 

行うもの 

１ 
○ 

（１） 

×※４ 

複数 
○ 

（設備ごと） 

同時再放送、

その他これに

類する放送を

行うもの※６ 

１ 

×※５ 

複数 

※１ 放送法第 126条第１項ただし書き及び放送法施行規則第 133条第１項第２号 

※２ 有線電気通信法第３条第４項第２号 

※３ 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 

※４ 有線電気通信法第３条第４項第３号 

※５ 放送法第 176条第１項及び放送法施行規則第 214 条第１項第６号 

※６ その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるもの、総務大臣が別に告示するもの（衆議院又は参議院が、

議院の会議及び委員会等の会議の状況を送信することを主たる放送事項として、各省庁等国の機関及び政党

助成法（平成６年法律第５号）第２条第１項に規定する政党に対して行う有線テレビジョン放送） 
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Ⅱ 有線一般放送の業務を行おうとする者に係る登録 
 

１ 登録申請の手続 

  登録の申請に当たっては、以下の書類を日本語で記載の上、提出する。 

 （１）登録申請書【規則別表第３１号参照】 

    〔記載事項〕 

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

   イ 一般放送の種類 

   ウ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 

   エ 業務区域 

 

 （２）添付書類 

   ア 法第１２８条第１号から第５号までに該当しないことを誓約する書面（誓約書）

【規則様式第３２号参照】 

イ 事業計画書【規則別表第３３号参照】 

     〔記載事項〕 

    (ｱ) 役員等に関する事項 

(ｲ) 放送番組の編集の基準 ※ 

(ｳ) 放送番組の編集に関する基本計画 ※ 

(ｴ) 週間放送番組の編集に関する事項 

(ｵ) 放送番組の審議機関に関する事項 ※ 

(ｶ) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

(ｷ) 一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 

※ 法第８条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する

事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う一般放

送の業務の場合は、提出を要しない。 

 ウ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類

【規則別表第３４号参照】 

(ｱ) 一般放送の業務に用いられる電気通信設備等の運用･保守等の業務に従事する者

の氏名及び略歴を記載した書面（一般放送を行うに必要な電気通信設備等の管理に

関する業務及びこれに類する業務等に従事した年数がわかるもの及び電気通信工学

その他の一般放送を行うに必要な技術的知識、能力の習得に関する学科等の履修

歴）又は他に委託する場合はその当該委託を受ける者がその業務を適確に遂行する

に足りる技術的能力を証明したものと当該委託に係る契約書等の写し 

(ｲ) 技術基準適合性を確認するための実施体制（責任者、連絡系統、要員の数、実施

要領等） 
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 エ 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利

用できることを証する書類 

    ・ 登録を受けた場合において、規則第５章第２節に規定する技術基準に適合する一

般放送の業務に用いられる電気通信設備を利用できると判断するに足りる契約書の

写し等   

オ 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあっては、法第１１条の

再放送の同意に関する事項 

  ・ 当該他の放送事業者から発行された再放送同意書等 

 

カ 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法

（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項若しくは第３項（同法第９１条第２項

において準用する場合を含む。）の許可（道路の占用の許可）その他法令に基づく処

分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し 

    ・ 道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書

面の写し 

 

キ 代理人による申請の場合に添付する書類 

・ 委任状（委任元が代理人に対して、申請手続きについて、代理人に代理権を授与

する旨が確認できるものをいう。） 

 

２ 登録の審査基準 

（１）登録 

登録の申請があった場合においては、(２)により登録を拒否する場合を除き、登録を

行うものとする。 

 

（２）登録の拒否  

    法第１２６条第２項の申請書を提出した者が次のいずれかに該当するとき、又は当該

申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは

重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものとする。  

 ア 法（放送法）に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又はその執 行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

イ 法第１０３条第１項又は第１０４条（第５号を除く。）の規定により認定の取消し

を受け、その取消しの日から２年を経過しない者 

ウ 法第１３１条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過し

ない者 
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エ 電波法第７５条第１項又は第７６条第４項（第４号を除く。）の規定により基幹放

送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過しない者 

オ 法人又は団体であって、その役員がア～エのいずれかに該当する者であるもの 

カ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者 

     次の各要件に該当する場合は、技術的能力を有するものと認める。 

(ｱ) 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を規則第５章第２節に定める技術基準

に適合するように維持するための運用・保守等の業務（以下「設備維持業務」とい

う。）を確実に実施することができる適正な要員の配置や緊急時の連絡体制が整備

されていること。 

(ｲ) 設備維持業務を確実に実施することができる体制が整備されていること。 

     ① 設備維持業務を自ら行う場合 

       設備維持業務に従事する者が、実務経験等からみて設備維持業務を行うに必要

な能力を有する者と認められるものであること。 

② 設備維持業務を電気通信事業を営む者その他の者に委託する場合 

設備維持業務を受託する者が、実務経験、事業実績等からみて設備維持業務を

行うに必要な能力を有する者と認められるものであること。 

  キ 法第１３６条第１項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用い

られる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者 

申請書の添付書類その他これに準ずるもの等により、利用しようとする一般放送の

業務に用いられる電気通信設備を、以下の基準に照らして確実に利用できると認めら

れる場合は、当該設備を権原に基づいて利用できる者と認める。 

(ｱ) 安全・信頼性基準 

   法第１３６条第２項第１号の規定による損壊又は故障により、一般放送の業務に

著しい影響を及ぼさないようにすることとは、規則第１５１条から第１５４条によ

ること。なお、当該条文に規定する技術基準については、放送法関係審査基準別添

１（次頁参照）に基づき確認すること。 

(ｲ) 品質基準 

   法第１３６条第２項第２号の規定による一般放送の品質は、有線一般放送の品質

に関する技術基準を定める省令（平成２３年総務省令第９５号）によること。なお、

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に規定する技術上の基準につい

ては、複数の波長の光を多重して伝送する場合の光の波長は、放送法関係審査基準

別添３（次頁参照）に掲げるものであること。ただし、別添３（次頁参照）に掲げ

る波長以外の光にあっては、当該光以外の光に対して、映像、音声、その他の音響

又はデータに障害を与えないものであることを確認すること。 
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○放送法関係審査基準（平成１３年１月６日総務省訓令第６８号）別添１（抜粋）、別添３                      

別添１ 対象設備と措置について（第１２条⑺イ(ｱ)関係） 

３ 有線一般放送に用いる電気通信設備の損壊又は故障に対する措置 

⑴ 予備機器等 

ア 予備機器の設置又は配備 
ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の

設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該

予備の機器に速やかに切り替えられるようになっていること。又は、他に放送の継続手段

があること（規則第１５１条第１項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) ヘッドエンドの機器（受信増幅器、周波数変換器、変調器等）及び受信空中線の機器

を現用予備構成とする措置 

(ｲ) 影響範囲及び故障の頻度を踏まえ、予備機器を保守拠点等に集中配備し、故障発生時

に当該機器に切り替える措置 

(ｳ) ヘッドエンドの機器を、機器保守の委託先に配備する措置 

イ 伝送路設備の予備の経路又は芯線の設置 
伝送路設備のうちヘッドエンド相互間を結ぶ伝送路設備及び幹線の設備（同軸ケーブル

によるものを除く。）には、予備の線路若しくは芯線の設置又はこれに準ずる措置が講じ

られていること（規則第１５１条第２項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 予備の線路又は芯線の設置の措置 

(ｲ) 幹線の二重化又はループ化の措置 

(ｳ)  ヘッドエンド相互間の二重化又はループ化の措置 

(ｴ) 速やかな復旧のための予備の光ケーブル線材及び光ファイバ融着機材等の配備の措置 

(ｵ) 他者から光ファイバ芯線等を借用している場合における、貸与者による速やかな復旧

の措置 

ウ 伝送路設備の機器の予備の設置又は配備 
伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することがで

きる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その

損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないように当該予

備の機器に切り替えられるようになっていること（規則第１５１条第３項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 予備系のある光ノードの設置の措置 

(ｲ) 伝送路設備に設置する機器（光ノード、中継増幅器、分岐器、タップオフ等）の予備

機器の配備の措置 

(ｳ) 伝送路設備に設置する機器を、機器保守の委託先に配備 

エ ヘッドエンド相互間に複数の経路を設置 
ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されてい

ること（規則第１５１条第４項関係）。 
⑵ 故障検出 
ア 故障等を直ちに検出、運用者へ通知 

有線放送設備は、電源供給停止、動作停止、動作不良（誤設定によるものを含む。）そ

の他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに
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検出し、当該有線放送設備を運用する者に通知する機能が備えられていること（規則第１

５４条において準用する第１０５条第１項関係）。例えば、次の措置又はこれと同等と認

められる措置が講じられていること。 
(ｱ) 有線放送設備の損壊等を自動検出し、運用者に通報するシステムを設ける措置 
(ｲ) 有線放送設備における伝送の正常性を確認（同一伝送路を使う通信サービスが、問

題なく行われているかどうか等）し、異常発生時に通報するシステムを設ける措置 
イ やむを得ずアの機能を備えることができない有線放送設備について、損壊等を速やかに

検出し、運用者へ通知する措置 
やむを得ずアの措置を講ずることができない有線放送設備は、損壊等の発生時にこれを

目視又は聴音等により速やかに検出し、当該有線放送設備を運用する者に通知することが

可能となる措置が講じられていること（規則第１５４条において準用する第１０５条第２

項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 加入者にモニタリングを依頼し、映像が停止した際には運用者へ連絡をしてもらうシ

ステムを設ける措置 

(ｲ) 損壊等の監視を外部に委託したり、利用者からの申告を受け付け、速やかに対応でき

る体制の整備を行う措置 

⑶ 試験機器及び応急復旧機材の配備 
 ア 試験機器の配備 

有線放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検及び調整に必

要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置が講じられていること（規則第１５４条におい

て準用する第１０６条第１項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

   試験機器を、運用を行う事業所又は機器保守の委託先に配備する措置 

イ 応急復旧機材の配備 

有線放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該有線放送設備の損壊等が発生

した場合における応急復旧工事、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機

材の配備又はこれに準ずる措置が講じられていること（規則第１５４条において準用する

第１０６条第２項関係）。 

例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 
   応急復旧機材を、運用を行う事業所又は機器保守の委託先に配備する措置 

⑷ 耐震対策 
ア 設備据付に関する耐震対策 

有線放送設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を

防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられていること（規則第１５４条にお

いて準用する第１０７条第１項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 機器転倒防止機具の設置の措置 

(ｲ) フリーアクセスフロアに設置する場合、脚支柱等によりフリーアクセスフロアから切

り離して固定する措置 

(ｳ) 機器を収納するラックをアンカーボルト、チャンネルベースにより床・壁・天井へ固

定する措置 
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イ 設備構成部品に関する耐震対策 
有線放送設備を構成する部品は、通常想定される規模の地震による接触不良及び脱落を

防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられていること（規則第１５４条

において準用する第１０７条第２項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 機器の部品をプラグジャックやネジにより固定する措置 

(ｲ) 線路を電柱に架線する際にはしっかりと固定する措置 

ウ ア、イに関する大規模地震対策 
ヘッドエンドに関しては、ア、イの措置について大規模地震を考慮した対策が講じられ

ていること（規則第１５４条において準用する第１０７条第３項関係）。 
なお、大規模の地震は、地域によっては特別な考慮が必要であるが、通常想定される規

模の地震を上回る、例えば平成７年兵庫県南部地震のような大規模な地震である。 
⑸ 停電対策 
ア 予備電源の確保 

有線放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に

著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置

（ヘッドエンドについては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置）が

講じられていること（規則第１５４条において準用する第１０９条第１項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 自家用発電機、蓄電池、無停電電源装置の設置の措置 
(ｲ) 移動式発電装置の保守拠点又は機器保守の委託先への配備の措置 

イ 発電機の燃料の確保 

自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される

燃料について、必要な量の備蓄又はその補給手段の確保に努めること（規則第１５４条に

おいて準用する第１０９条第２項関係）。 

例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 定期的な燃料備蓄状況の確認、補給を行う措置 

(ｲ) 近隣の給油所等と燃料補給の契約を行う措置 
⑹ 強電流電線に起因する誘導対策 

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を

及ぼす恐れのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置されていること（規則第

１５２条関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

ア 十分な離隔距離の確保の措置 

イ 線材が光ファイバの場合、テンションメンバ等にＦＲＰ等のノンメタリック材を使用す

る措置 

ウ 碍子による絶縁の措置 

エ 電磁誘導作用の影響を受ける設備については、帯域遮断フィルタ等の設置、接地線の敷

設の措置 

⑺ 防火対策 
有線放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な
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設置その他これに準ずる措置が講じられていること（規則第１５４条において準用する第１

１１条関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

ア 自動火災報知機、消火ガス（ハロンガス、ＣＯ２等）系自動消火装置、消火器等の設

置、配備の措置 
イ 保守拠点において集中監視を行い、火災発生を確認した際には駆けつけて消火を実施す

る措置 

ウ 加入者が入居している集合住宅等に設置している場合は、特定の者（集合住宅の管理人

等）に初期消火を行ってもらう契約の締結を行う措置 

エ 定期的な巡回点検を実施する体制を設ける措置 

⑻ 屋外設備 
ア 空中線等への環境影響の防止 

屋外に設置する電線（その中継器を含む。）、空中線及びこれらの附属設備並びにこれら

を支持し又は保蔵するための工作物（⑼の建築物を除く。以下「屋外設備」という。）

は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他設置場所における外部環境の影

響を容易に受けないものとなっていること（規則第１５４条において準用する第１１２条

第１項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 防錆性のある部材を使用することや、水の侵入を防ぐための防水加工の措置 
(ｲ) 風や雪による空中線の損壊を防ぐため、通常想定される風圧や積雪量に耐えられる

強度を具備する措置 
(ｳ) 腐食等に十分耐えられる耐候性部材を使用する措置 

イ 公衆による接触の防止 
屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されていること（規

則第１５４条において準用する第１１２条第２項関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 架空ケーブルを適切な高さに架線する措置 

(ｲ) 中継増幅器用の電源供給器に施錠する措置 

⑼ ヘッドエンドを収容する建築物 
ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は次のアからエに適合するものであるこ

と。ただし、次のアからエに適合しない建築物にやむを得ず設備されたものについては、

防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置その他の必要な措置が可能な範囲で講じられ

ていること。 
ア 風水害の影響を受けない 

地震、津波等の風水害その他の自然災害及び火災の影響を容易に受けない環境に設置さ

れていること（規則第１５３条第１号関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 防火壁の措置 

(ｲ) 高層にヘッドエンドを設置することができる措置 

(ｳ) 屋根、外壁の防水加工の措置 

イ 建築物の強度 
ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むこと（規則第１５３条
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第２号関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 天井面、壁面及び床面に補強材を加える等所要の強度や耐久性の確保の措置 

(ｲ) 建物の構造を堅固化（コンクリート造、鉄骨造、耐震設計）の措置 

ウ 屋内設備の動作環境の維持 
ヘッドエンドが安定に動作する温度及び湿度を維持することができていること（規則第

１５３条第３号関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 空調設備や換気設備を設置し、温度や湿度等を定格環境条件の範囲内に維持する措置 

(ｲ) 放熱器の設置の措置 

エ 立入りへの対策 
ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容

易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられているこ

と（規則第１５３条第４号関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 

(ｱ) 建築物等への施錠、警備員による入退室管理、防犯ブザーや監視カメラの設置の措置 

(ｲ) 常駐警備員による巡回警備の措置 

⑽ 耐雷対策 
有線放送設備は、雷害を防止するための耐雷トランスの設置その他の措置が講じられて

いること（規則第１５４条において準用する第１１４条関係）。 
例えば、次の措置又はこれと同等と認められる措置が講じられていること。 
なお、本措置は、落雷による機器の損壊等による放送の業務への影響を軽減するために

講じるものである。 
ア ヘッドエンドでの適切な接地線の配線の措置 

イ 電源設備での適切な接地線の配線及び避雷器の設置の措置 

ウ 伝送路設備に対する適切な接地等の措置 

エ 引込線に光ファイバを使用し、宅内までその光ケーブルを引き込む場合にはテンション

メンバ等にＦＲＰ等のノンメタリック材を使用する措置 

⑾ サイバーセキュリティの確保 

有線放送設備に係るサイバーセキュリティの確保に当たっては、次の措置が講じられて

いること（規則第 154条において準用する第 115条の２関係）。 

ア ヘッドエンドについて、外部ネットワークから隔離するための次の措置又はこれと同等

と認められる措置 

(ｱ) 原則として、第三者が接続可能な外部ネットワークとの接続を行わない措置 

(ｲ) やむを得ず接続を行う場合には、ファイアーウォールの設置又は不正接続対策等の措

置 

イ 有線放送設備に接続される監視・制御及び保守に使用される回線について、外部ネット

ワークからの不正接続対策を行うための次の措置又はこれと同等と認められる措置 

(ｱ) 専用回線又はＶＰＮ回線の使用、ポート番号若しくはアイ・ピー・アドレスによる接

続制限又はＩＤ及びパスワードにより権限を有する者だけが接続できるようにする措置 

(ｲ) 未使用時は回線を通じた接続を遮断する等の措置 

ウ 設備の導入時及び運用・保守時におけるソフトウェアの点検について、不正プログラム

による被害を防止するため、有線放送設備のネットワークからの分離・遮断の措置及び不

正プログラムの感染防止の措置 

エ 有線放送設備に対する物理的なアクセス管理について、機密性が適切に配慮されるため

の次の措置又はこれと同等と認められる措置 

(ｱ) ヘッドエンドに対しＩＤカード、テンキー錠又は有人による入退室の管理等を行う措
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置及び監視・制御回線、保守回線に係る機器の設置場所に対し公衆が容易に立ち入るこ

とができないよう施錠その他の必要な措置 

(ｲ) 外部記録メディア等を介した不正プログラムへの感染防止の措置 

オ 有線放送設備の運用・保守に際して、業務を確実に実施するための組織体制の構築及び

業務の実施に係る規程若しくは手順書の整備に関する次の措置又はこれと同等と認められ

る措置 

(ｱ)  サイバー事案の発生時の対応策及び再発防止策について、事故報告を含む事後対応

を迅速かつ確実に実施するための規程又は手順書を整備する措置 

(ｲ) サイバー事案が発生した場合の連絡先の整備及び報告実施等の手順書化、有線放送設

備のソフトウェアの更新等設備の運用・保守等について、実施方法を定める規程又は手

順書を整備する措置 

 

別添３ （第１２条⑺イ(ｲ)関係） 

波長 （ｎｍ） 

１５３０．３３ １５５３．３３ １５７７．０３ １６０１．４６ 

１５３１．１２ １５５４．１３ １５７７．８６ １６０２．３１ 

１５３１．９０ １５５４．９４ １５７８．６９ １６０３．１７ 

１５３２．６８ １５５５．７５ １５７９．５２ １６０４．１３ 

１５３３．４７ １５５６．５５ １５８０．３５ １６０４．８８ 

１５３４．２５ １５５７．３６ １５８１．１８ １６０５．７４ 

１５３５．０４ １５５８．１７ １５８２．０２ １６０６．６０ 

１５３５．８２ １５５８．９８ １５８２．８５ １６０７．４７ 

１５３６．６１ １５５９．７９ １５８３．６９ １６０８．３３ 

１５３７．４０ １５６０．６１ １５８４．５３ １６０９．１９ 

１５３８．１９ １５６１．４２ １５８５．３６ １６１０．０６ 

１５３８．９８ １５６２．２３ １５８６．２０ １６１０．９２ 

１５３９．７７ １５６３．０５ １５８７．０４ １６１１．７９ 

１５４０．５６ １５６３．８６ １５８７．８８ １６１２．６５ 

１５４１．３５ １５６４．６８ １５８８．７３ １６１３．５２ 

１５４２．１４ １５６５．５０ １５８９．５７ １６１４．３９ 

１５４２．９４ １５６６．３１ １５９０．４１ １６１５．２９ 

１５４３．７３ １５６７．１３ １５９１．２６ １６１６．１３ 

１５４４．５３ １５６７．９５ １５９２．１０ １６１７．００ 

１５４５．３２ １５６８．７７ １５９２．９５ １６１７．８８ 

１５４６．１２ １５６９．５９ １５９３．７９ １６１８．７５ 

１５４６．９２ １５７０．４２ １５９４．６４ １６１９．５２ 

１５４７．７２ １５７１．２４ １５９５．４９ １６２０．５０ 

１５４８．５１ １５７２．０６ １５９６．３４ １６２１．３８ 

１５４９．３２ １５７２．８９ １５９７．１９ １６２２．２５ 

１５５０．１２ １５７３．７１ １５９８．０４ １６２３．１３ 

１５５０．９２ １５７４．５４ １５９８．８９ １６２４．０１ 
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１５５１．７２ １５７５．３７ １５９９．７５ １６２４．８９ 

１５５２．５２ １５７６．２０ １６００．６０  
 

 

 

 （３）登録申請に係る標準処理期間 

      法第１２６条並びに規則第１３４条及び第１３６条の定めるところにより、所定の事

項を記載した申請書及び添付書類の提出があった場合は、以下により登録又は登録の拒

否を行うものとする。 

ア 申請者が法第１２８条各号のいずれにも該当しないときは、原則として申請の日か

ら１箇月以内に法第１２７条第１項の規定に基づき登録を行う。 

   イ 登録の申請の日から１箇月以内に登録を実施することができないおそれがある場合

には、申請の日から３週間以内にその旨を申請者に通知する。この場合においては、

申請の日から１.５箇月以内に登録又は登録の拒否を行う。 

   ウ 登録を行ったときは、法第１２７条２項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を文書

により申請者に通知する。 

 

 

３ 登録後から開始までの手続 

 (１) 登録一般放送業務開始届出書【規則別表第３５号参照】 

    登録一般放送事業者は、登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総

務大臣に届け出なければならない。 

 

（２）放送番組審議機関の会議の開催等 

    登録一般放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定めるため

放送番組審議機関に諮問し、規則第４条の規定により番組基準等を公表するものとす

る。 

 

 (３) 登録免許税の納付 

登録年月日から１箇月を経過する日までに、納付の領収証書を貼り付けて、登録免許

税納付届出書を総務大臣に提出する必要がある。 
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（参考）一般放送に係る登録免許税の課税の範囲について 
 

 

 

１．登録免許税の課税について  

放送法等の一部を改正する法律による改正後の登録免許税法（昭和４２年法律第３５

号）に基づき、平成２３年６月末現在、一般放送に係る登録免許税については、放送法第

１２６条第１項の一般放送事業者の登録又は同法第１３０条第１項の変更登録(同法第

１２６条第２項第２号の一般放送の種類の増加に係るもの又は同項第４号の業務区域の

増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区

域の増加に係るものを除く。)に限る。)にそれぞれ、９０，０００円の登録免許税がかか

ることとなっている。 

 

 

２．変更登録の課税の範囲  

① 一般放送の種類の増加 

② 業務区域の拡大（登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の

増加に係るものを除く。） 

 

①は、有線一般放送を行っている者が衛星一般放送を行うための変更登録を行う場合

等を想定している。②については、例えば、これまで有線一般放送の業務区域を東京都

内としていた者が、新たに神奈川県においても業務を行う場合にする変更登録を想定し

ており、業務区域の拡大をしたとしても東京都内に収まる変更登録であれば、登録免許

税はかからない。 

 

 

３．登録免許税・手数料一覧表  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

※ 課税の対象となるのは、①一般放送の種類の増加、②業務区域の拡大（登録を受けている業務区域の

属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。）に係る変更登録の場合。 

 

 【登録免許税】 【手数料】 

放送法 

登録 
１件につき 

９０，０００円 
なし 

変
更
登
録 

種類増加等 
（※） 

１件につき 
９０，０００円 

なし 

その他 非課税 なし 
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Ⅲ 参考資料 

１ 申請書等の様式 

（１）登録申請書【別表第三十一号（第 134条関係）】 

 

別表第三十一号（第 134条関係） 

 

登録申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏

名） 

電 話 番 号 

 

放送法第 126条第１項の規定により総務大臣の登録を受けたいので、同条第２項の規定に

より申請します。 

一般放送の種類  

一般放送の業務に用いられる電気通

信設備の概要 

 

業務区域  

放送法第 128条第１号から第５号ま

での該当の有無 
□ 有    □ 無 

注１ 一般放送の種類の欄には、第 135条に掲げる一般放送の種類を記載すること。 

（記載例） 

一般放送の種類 有線一般放送（テレビジョン放送） 

注２ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の欄は、衛星一般放送の業務を行

う場合は、次により記載した上で別紙１を添付し、有線一般放送の業務を行う場合

は、「別紙のとおり」と記載した上で別紙２を添付すること。ただし、有線一般放送の

品質に関する技術基準を定める省令（平成二十三年総務省令第九十五号）第二条第十

四号に規定するＩＰ放送方式により有線一般放送の業務を行う場合は、「別紙のとお

り」と記載した上で別紙２の２を添付すること。 

⑴ 一般放送が行われる過程における映像、音声、文字、データの流れが明確になる

よう、演奏所から一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備の送信空中線まで

の範囲における電気通信設備を明記した概要図を記載すること。 

⑵ ⑴の概要図には、衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備のうち、当該業



- 42 - 
 

務に用いられる電気通信設備に該当する設備の範囲を「番組送出設備」、「中継回線

設備」、「地球局設備」又は「放送局の送信設備」の別を明確にして付記すること。 

⑶ ⑴の概要図には、⑵の「番組送出設備」、「中継回線設備」、「地球局設備」及び

「放送局の送信設備」の法第 136条第１項の技術基準への適合性に係る説明につい

て、次の事項を付記すること。 

ア 法第 136条第２項第１号に規定する一般放送の業務に用いられる電気通信設備

の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにするこ

とを確保するための措置に関する事項 

イ 法第 136条第２項第２号に規定する一般放送の業務に用いられる電気通信設備

を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすることを確保するために

当該設備が準拠する送信の標準方式の種類に関する事項 

⑷ 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体の構成が把握できる

よう電気通信設備の階層その他適宜の区分に分けて、別途記載すること。 

注３ 業務区域の欄は、「日本全国」又は「別図に記載のとおり」と記載し、「別図に記載

のとおり」とした場合は、加入申込みがあつたときに一般放送の役務を遅滞なく提供

できる区域が明らかになるように（業務区域を区分して一般放送の業務に用いられる

電気通信設備を設置する場合には、それぞれの区分ごとの業務区域が明らかになるよ

うに）、業務区域を記載した図を添付すること。 

注４ 放送法第 128条第１項第１号から第５号までの該当の有無の欄は、法第 128条第１

項第１号から第５号までの規定への該当の有無について記載するものとし、同欄の□

には、該当する事項にレ印を付けること。 

注５ この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注６ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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別紙２（別表第三十一号関係） 

１ 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項 

⑴ 主たる設備の設置場所 

区別 設置場所 

受信空中

線系 

 

ヘッドエ

ンド 

 

主たる演

奏所 

 

幹線  

⑵ 設備

の規模 

業務区域 引込端子の数 業務開始（予定）

期日 

全域    

区 

 

分 

 

別 

第 期    

第 期    

第 期    

第 期    

第 期    

⑶ 使用

する周

波数 

周波数 周波数帯幅及

び変調型式 

用途 備考 再放送の同

意 

同意を得た放送

事業者 

      

      

      

⑷ 系統

図 

ヘッドエ

ンド 

 

設備  

レベル  

⑸ 受信

空中線

系 

区分 型式及び

構成 

周波数又は

周波数範囲 

相対利得 海抜高 地上高 

受信空中

線系 

  最高  dB

（  MHz） 

最低  dB

（  MHz） 

ｍ ｍ 

     

     

給電線 線種 こう長 損失 備考 

 ｍ 最高 dB/km

（  MHz） 

最低 dB/km
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（  MHz） 

    

    

⑹ ヘッ

ドエン

ド 

区別 増幅する周波数

の範囲 

利得 雑音指数 レベルの調整

範囲 

前置増幅

器 

MHz から 

MHzまで 

dB dB  

    

    

受信増幅

器 

増幅する周波数

の範囲 

利得 雑音指数 レベルの調整

範囲 

MHzから 

MHzまで 

dB dB  

    

    

周波数変

換器 

入力周波数 出力周波数 利得 雑音指数 

MHz MHz dB dB 

    

    

変調器 入力信号の種類 変調方式 出力周波数 出力の信号対

雑音比 

  MHz dB 

    

    

光送信機 種類 波長 変調方式 出力 台数 

 nm  dBm  

     

光増幅器 種類 出力 台数 

 dBm  

   

光分岐器 種類 分岐数 損失 台数 

  dB  

    

光波長多

重合波器 

種類 損失 台数 

 dB  

   

連絡線 連絡区間 架空及び地

下の別 

線種 こう長 損失 

   ｍ dB/km 
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その他の

機器 

種類 

 

 

⑺ 自主

放送装

置 

種類 台数 備考 

   

   

   

   

⑻ 中継

増幅器 

区別 種類 定格光入力レ

ベル 

定格光出力レベ

ル 

台数 

光増幅器  dBm dBm  

    

    

    

光電変換

増幅器 

種類 定格光入力レ

ベル 

定格出力レベル 台数 

 dBm dBμ  

    

    

    

その他の

増幅器 

種類 増幅する

ことがで

きる周波

数の範囲 

定格

入力

レベ

ル 

定格

出力

レベ

ル 

雑音指数 同時に増

幅するこ

とができ

る周波数

の数 

台数 

 MHz から 

MHz まで 

dBμ dBμ dB   

       

       

       

⑼ 分岐

器、分

配器及

びタッ

プオフ 

種類 分岐結合損失又は分配

損失 

挿入損失 端子間結合損失 台数 

 最大   dB 最大  dB 最小  dB  

     

     

     

     

     

     

⑽ 分波 種類 分波した周波数 分波損失 端子間結合損失 台数 
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器  MHz dB 最小  dB  

MHz dB  

     

   

⑾ 電源

供給器 

交流及

び直流

の別 

容量 出力電圧 台数 備考 

 VA V   

     

     

⑿ 保安

装置 

種類 備考 

  

⒀ 受信

用光伝

送装置 

種類 光入力 

 dBm 

  

  

  

光波長多重合波器の種類 損失 

 dB 

  

  

  

  

⒁ その

他の装

置 

種類 備考 

  

  

  

⒂ 線路 区分 架空及び地下の別 線種 こう長 損失 

幹線   ｍ  

分配線   ｍ  

引込線     

電気通信事業を営む

者が提供する電気通

信役務を利用する線

路のこう長の総延長 

□ ５㎞を超える 

⒃ 電柱 種類 自家柱 共架柱 備考 

電気通信

事業者 

電気事業

者 

その他 

木柱 本 本 本 本  

コンクリート柱      
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鉄柱      

その他      

計      

⒄ 線路等の電圧及び通信回線の

電力 

電圧  

電力 dBm 

備考  

⒅ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の第５章第２

節第１款第２目に定める技術基

準への適合 

□ 適合している 

⒆ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の有線一般放

送の品質に関する技術基準を定

める省令（平成 23 年総務省令第   

号）に定める技術基準への適合 

□ 適合している 

⒇ 電気通信役務の提供者及びそ

の利用の形態の概要（自己の電

気通信設備を用いる場合はその

旨及びその利用形態の概要） 

 

(21) 備考  

注１ ⑴のヘッドエンドの欄は、ヘッドエンドの主たる機器の設置場所を記載すること。 

注２ ⑴の幹線の欄は、「地図に記載のとおり」と記載し、地図（市町村の区域を明示した

ものとする。）にその設置場所を記載すること。 

注３ ⑻から⒁まで、⒂の幹線、分配線、引込線、⒃及び⒄の欄については、電気通信事

業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分については記

載を要しない。 

注４ ⑵の区分別の欄は、別図の業務区域の図に記載した期別に従い、引込端子の数(加入

申込みに応じて順次分配線から受信者端子までの設備を設置する場合は、設置を予定

している引込端子の数)を記載すること。 

注５ ⑵の業務区域の欄は、加入申込みがあつた場合に、加入申込みを遅滞なく受諾でき

る区域を記載することとし、区分別の欄は、業務区域を区分してその業務の提供を行

う場合には、業務開始予定年月日ごとに区分した区域を記載すること。 

（記載例） 

⑵ 設備の規模 業務区域 引 込 端

子の数 

業 務 開 始

（予定）期

日 

全域 （何）市（何）町、（何）町、（何）

町（何）丁目から（何）丁目ま

で 

5000 年 月 日 

 区 第 （何）市（何）町 3000 年 月 日 
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分

別 

一

期 

 第

二

期 

（何）町（何）丁目から（何）

丁目まで 

2000 年 月 日 

注６ ⑵の引込端子の数は、第 111条第２項及び第３項の規定により算出した数を記載す

ること。 

注７ ⑶の周波数、周波数帯幅及び変調型式、用途の欄は、有線一般放送の品質に関する

技術基準を定める省令第２章に規定される方式については、ヘッドエンドの出力端子

における搬送波の周波数について記載することとし、周波数帯幅及び変調型式の欄の

変調型式については、電波法施行規則第４条の２第１項に規定する記号により記載す

ることとし、用途の欄には、例えば、「ＮＨＫ（何）テレビジョン放送局（総合）の放

送の同時再放送」、「（何）社（何）デジタルテレビジョン放送局の放送の同時再放

送」、「（何）社（何）一般放送の同時再放送」、「自主放送」のように記載すること。そ

の他については、各項目に準ずる内容を記載すること。 

（記載例） 

⑶ 使用する周波数 周波数 周波数帯幅及び

変調型式 

用途 備考 

 中心周波数 

473.00 MHz  

5.7MHz   X7W テ レ ビ ジ

ョン放送 

標準デジタ

ルテレビジ

ョン放送方

式 

 中心周波数 

303.00MHz  

６MHz   D7W テ レ ビ ジ

ョン放送 

デジタル有

線テレビジ

ョン放送方

式 

 中心周波数 

327.00MHz  

６MHz   D7W イ ン タ ー

ネット 

（下り） 

 

注８ 区間によつて使用する周波数が異なるときは、区間ごとの使用する周波数が明らか

になる方法により記載すること。 

注９ ⑶の備考の欄は、送信の方式が有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

第２条第 10号から第 15号までのいずれかに該当する場合は、その送信の方式を記載

すること。 

注１０ 再放送の同意の欄には「有」と記載するとともに、併せて、同意を得た放送事業者

名の欄に放送事業者名を記載し、同意書の写しを添付すること。 

注１１ ⑷のヘッドエンドの欄は、「別図(ヘッドエンド系統図)に記載のとおり」と記載し、

別図に、⑸、⑹及び⑺の欄の機器又は装置についての系統を記載し、受信空中線につ

いては、受信空中線の位置における受信する電波の電界強度及び周波数を、連絡線に

ついては、連絡区間のこう長を、⑸の欄については、それぞれの入出力周波数を付記
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すること。 

注１２ ⑷の設備の欄は、「別図(設備系統図)に記載のとおり」と記載し、別図に、設備系統

図を次により記載すること。 

⑴ ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方

式のみである各幹線系統について、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び⑻から⒂

までの欄の機器(⑼タップオフ、⑾電源供給器、⑿保安装置及び⒀受信用光伝送装置

を除く。)を記載すること。 

⑵ ⑴以外の各幹線系統のうち最多段中継増幅の系統について、ヘッドエンドの幹線

への出力端子及び⑻から⒂までの欄の機器(⑾電源供給器、⑿保安装置及び⒀受信用

光伝送装置を除く。)並びに幹線及び分配線についての系統を記載し、幹線及び分配

線については、機器間のこう長を付記すること。 

⑶ ⑴及び⑵のそれぞれの幹線系統が含まれる設備については、それぞれの設備系統

図を記載すること。 

⑷ 系統の記載に当たつては、線路の全てについて自ら設置する系統、線路の一部に

ついて電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統又は線路の全

てについて電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統のそれぞ

れについて、記載すること。 

注１３ ⑷のレベルの欄は、設備系統図に記載した機器の送信の方式が有線一般放送の品質

に関する技術基準を定める省令第２条第 10号から第 15号までのいずれかに該当する

場合に、「別図(レベルダイヤグラム)に記載のとおり。」と記載し、別図に、レベルの

ダイヤグラムを次により記載すること。ただし、タップオフ出力端子のレベルを記載

することが困難な場合は、これを受信者端子のレベルの記載に代えることができる。 

⑴ ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方

式のみである各幹線系統については、光送信機からタップオフまでの分岐数が最多

となる幹線系統のうち、幹線のこう長が最長となる幹線系統について、ヘッドエン

ドの光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器並びに⑻から⒂までの欄

の機器(⑾電源供給器及び⑿保安装置を除く。)における光レベルのダイヤグラムを

記載すること。また、光送信機の相対強度雑音及び光増幅器の雑音指数を付記する

こと。 

⑵ ⑴以外の各幹線系統については、設備系統図に記載した機器についてヘッドエン

ド出力端子からタップオフ出力端子までにおけるレベルのダイヤグラムを次により

記載すること。 

ア テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン音声多重放送の標

準方式に準拠する方式、テレビジョン文字多重放送の標準方式に準拠する方式及

びテレビジョン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による有線一般放送

の搬送波については、映像信号搬送波のレベルのみとし、その映像信号搬送波の

数が２以上の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、そ

の周波数を付記すること。 

イ デジタル有線テレビジョン放送方式による有線一般放送の搬送波の数が２以上

の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その中心周波

数を付記すること。 
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ウ 機器及び線路の定格出力インピーダンスが 75オーム以外の場合は、その値を付

記すること。 

⑶ レベルに関して、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第 12条第２

項、第 16条第２項又は第 22条第２項のいずれかに該当する場合は、当該各項の規

定の適用に係る端子を明記すること。 

注１４ ⑸の備考欄には、受信空中線の出力端子とヘッドエンドの入力端子との間に給電線

以外の装置が挿入されるときは、その挿入されるものの種類及び損失を記載するこ

と。 

注１５ ⑹のレベルの調整範囲の欄には、例えば、「デジタルテレビジョン放送の入力レベル

70dBμ±10dB に対して、出力レベル変動±0.5dB 以内」のように記載すること。 

注１６ ⑹の周波数変換器の欄には、ヘッドエンドにおいて、入力周波数を他の周波数に変

換して送信する場合に使用する周波数変換器のみについて記載すること。 

注１７ ⑹の入力信号の種類の欄には、「映像信号」、「文字信号」、「音声信号」のように記載

すること。 

注１８ ⑹の変調器の変調方式の欄には、標準デジタルテレビジョン放送方式による場合は

「標準方式」、デジタル有線テレビジョン放送方式による場合は「デジタル方式」のよ

うに、その他の方式による場合はその概要を具体的に記載すること。 

注１９ ⑹の光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器の種類の欄には、製品名

及び製造者名を記載すること。 

注２０ ⑹の光送信機の変調方式の欄には、「光強度直接変調方式」、「光強度外部変調方

式」、「FM一括変換方式」のように記載すること。 

注２１ ⑹の連絡線及び⒂の線路の欄には、線路の一部に無線装置を使用するものについ

て、線種の欄に、例えば、「23GHz 無線装置」と記載し、こう長の欄に、無線区間の

距離を記載すること。 

注２２ ⑹の連絡区間の欄には、例えば、「前置増幅器－ヘッドエンド」、「主たる演奏所－ヘ

ッドエンド」のように記載し、その設置場所を添付地図に示すこと。 

注２３ ⑹の線種の欄には、例えば、「５Ｃ－２Ｖ」、「６心ＧⅠ型光ファイバケーブル」のよ

うに具体的に記載すること。 

注２４ ⑹のその他の機器の欄には、有線一般放送のために電磁波を発生させる機器を記載

すること。 

注２５ ⑺の種類の欄には、主たる演奏所に常置するもののみについて、例えば、「スタジオ

カメラ」、「マイクロホン」、「フイルム投射器」、「文字画面制作装置」、「図形画面制作

装置」のように記載すること。 

注２６ ⑺の備考欄には、例えば、スタジオカメラについては、「白黒式」、「カラー式」の別

を、マイクロホンについては、「モノホニック式」、「ステレオホニック式」の別を、ま

た、フイルム投射器については、「８ミリフイルム用」、「35 ミリスライド用」のよう

に記載すること。 

注２７ ⑻の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。 

注２８ ⑻の同時に増幅することができる周波数の数の欄には、例えば、「テレビジョン放送

の標準方式に準拠する方式による映像・音声信号搬送波各(何)波」、「超短波放送の標

準方式に準拠する方式による音声信号搬送波(何)波」、「パイロット信号(何)波」のよ
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うに記載すること。 

注２９ ⑼の分岐器(設備の線路に送られた電磁波を分岐する装置であつて、分配器及びタッ

プオフでないものをいう。以下同じ。)、分配器(設備の線路に送られた電磁波を等分

する装置であつて、タップオフでないものをいう。以下同じ。)及びタップオフの種類

の欄には、例えば、「分岐器(４分岐)」、「分配器(２分配)」、「タップオフ(４分岐)」、

「タップオフ(２分配)」、「分岐器(３分岐)・タップオフ(１分岐)」、「分配器(２分

配)・タップオフ(２分配)」、「16分岐器」、「32分岐器」、「タップオフ(クロージャ)」

のように記載すること。 

注３０ ⑽の種類の欄には、例えば、「分波器(２分波)」のように記載すること。 

注３１ ⑾の欄には、中継増幅器用電源供給器のみについて記載すること。 

注３２ ⑾の備考欄には自動電圧制御機能を有するものについて、制御電圧範囲を記載する

こと。 

注３３ ⒂の線種の欄は、例えば「７Ｃ―２Ｖ」、「６心ＧＩ型光ファイバケーブル」のように

具体的に記載すること。 

注３４ ⒂の幹線の損失の欄には、例えば、「0.35dB／km(1,550nm)」、「最高 35dB／

km(450MHz)、最低５dB/km(70MHz)」のように記載すること。無線装置の場合には、記

載を要しない。 

注３５ ⒂の電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延

長の欄は、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の

総延長が５kmを超える場合に限り、□にレ印を付けること。 

注３６ ⒃の備考の欄は、自家柱について、長さが６メートル以下であるもの及び長さが６

メートルを超えるものであつて元口から６メートルの位置における横断面の最も長い

部分の長さが 10センチメートル以下であるものの本数を再掲すること。 

注３７ ⒄の電圧の欄に記載した値が実効値によらない場合は、その旨を付記すること。 

注３８ ⒄の備考の欄は、通信回線が有線電気通信設備令施行規則（昭和 46年郵政省令第２

号）第２条第１項第４号及び第５号に掲げる場合に該当するものであるときは、その

旨を記載すること。 

注３９ ⒅の欄は、有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備が第５章第２節第１款第

２目に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付け、第 151条から第 153

条まで並びに第 154条において準用する第 105条から第 107条まで、第 109条、第

111 条、第 112条、第 114条及び第 115条の２の各条件について、以下のとおり措置

内容を具体的に説明した書面を添付すること。 

ア ヘッドエンド設備、伝送路設備等の設備構成図並びにこれらの接続構成図 

イ 第 151条に規定する予備機器の設置等に関する説明書 

ウ 第 154条において準用する第 105 条に規定する故障検出に関する説明書 

エ 第 154条において準用する第 106 条に規定する配備している試験機器及び応急

復旧機材の一覧並びに説明書 

オ 第 154条において準用する第 107 条に規定する耐震対策に関する説明書 

カ 第 154条において準用する第 109 条に規定する停電対策に関する説明書 

キ 第 152条に規定する強電流電線に起因する誘導対策に関する説明書 

ク 第 154条において準用する第 111 条に規定する防火対策に関する説明書 
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ケ 第 154条において準用する第 112 条に規定する屋外設備に関する説明書 

コ 第 153条に規定するヘッドエンドを収容する建築物に関する説明書 

サ 第 154条において準用する第 114 条に規定する耐雷対策に関する説明書 

シ 第 154条において準用する第 115 条の２に規定するサイバーセキュリティの確

保に関する説明書 

注４０ ⒆の欄は、一般放送の業務に用いられる電気通信設備が有線一般放送の品質に関す

る技術基準を定める省令第２章に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を

付けること。なお、電気通信事業を営む者が提供する電気通信設備について、一般放

送事業者と電気通信事業者との間で、電気的性能及び光学的性能について確認した書

面を添付すること。 

注４１ ( 2 1 )の欄は、その他参考となる事項を記載すること。 

 

２ 施設に接続する有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 

 設置者の氏名又は名

称 

設備の識別 引込端子の数 

接続する有線    

電気通信設備    

    

 設置場所 受信設備の数 

接続する受信   

設備群   

   

注１ 接続する有線電気通信設備の欄には、設備の引込端子に接続する他の有線電気通信

設備について記載すること。 

注２ 設備の識別の欄には、有線一般放送事業者の登録年月日及び登録番号又は有線電気

通信設備の設置の届出の年月日等を記載すること。 

注３ 引込端子の数の欄及び受信設備の数の欄には、第 133条第２項及び第３項の規定に

より算出した数を記載すること。 

注４ 設置場所の欄は、第 133条第２項の表の２の項の規定により、一の引込端子を２以

上のものと数える場合において、当該一の引込端子に接続する受信設備の設置場所

を、例えば「（何）ビル内」、「（何）アパート内」のように記載すること。 

 

３ 設備と工作物又は道路等との関係 

⑴電線等

との離隔

距離 

設備 

 

 

付近の工作物 

架空電線の

支持物 

単独柱の架

空電線 

共架柱の架

空電線 

屋

内

電

線 

地中

電線 

備

考 

電    線  ｍ ｍ    

強電流電 

線 

低

圧 

ｍ 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｍ ｍ  
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高

圧 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

   

特

別

高

圧 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

   

建造物       

⑵道路等

との関係 

設備 架空電線 備考 

関係 

付近    

の道路 

及び工作物 

道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の高

さ 

道路 ｍ  

鉄道又は軌道   

横断歩道橋   

その他   

⑶道路の

占有等 

道路

の占

有 

道路の種類 許可の有無 

⑷電柱等へ

の共架 

所有者等 承 諾

の 有

無 

国

道 

指定区間内    

指定区間外    

都道府県道    

市町村道    

その他    

その

他 

種類 許可等の有

無 

  

    

    

注１ 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分

については記載を要しない。 

注２ ⑴の強電流電線の備考の欄は、その種別(強電流ケーブル等)及び保護網(線)設置の

有無を記載すること。また、付近の工作物の電線が裸電線であるときは、その旨を記

載すること。 

注３ 電車線に接近又は交差する場合は、⑴の強電流電線の欄の括弧内に記載すること。

また、備考の欄は、注２の要領で記載すること。 

注４ ⑵の備考の欄は、例えば、「歩道と車道との区別がある道路」のように記載するこ

と。 

注５ 設備の付近の道路、鉄道及び軌道の位置が明らかになるように記載した図等を添付

すること。 

注６ 道路の占有の許可を得ている場合は、その許可書の写しを、許可を得ていない場合
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は、当該許可を得る見込みがあることを記載した書面をそれぞれ添付すること。 

注７ ⑶のその他の種類欄には、設備の設置に関し必要な法令に基づく処分の名称につい

て記載するとともに、許可等を得ている場合は、その許可書の写しを、許可等を得て

いない場合は、当該許可等を得る見込みがあることを記載した書面をそれぞれ添付す

ること。 

注８ 電柱等への共架について、その所有者等の承諾を得ている場合は、その承諾書の写

しを、承諾を得ていない場合は、当該承諾を得る見込みがあることを記載した書面を

それぞれ添付すること。 

注９ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社（以下「地方

公共団体等」という。）が建設し、かつ、管理する住宅若しくは造成し、かつ、管理す

る宅地の施行地区内又は地方公共団体等が施行する市街地再開発事業（事業完了した

ものを除く。）若しくは防災建築街区造成事業（事業完了したものを除く。）の施行地

区内に施設を設置しようとする場合にあつては、その設置について、当該地方公共団

体等との協議が整つたことを証する書面の写しを添付すること。 

 

４ 受信障害区域における電界強度 

受信障害区域内のみにおいて義務再放送を行う場合又は受信障害区域の属する市町村に

隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設

備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行

う場合における当該受信障害区域における電界強度のデータ 
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別紙２の２（別表第三十一号関係） 

１ 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項 

⑴ 主たる設備の設置場所 

区別 設置場所 

受信空中

線系 

 

ヘッドエ

ンド 

 

主たる演

奏所 

 

幹線  

⑵ 設備

の規模 

業務区域 引込端子の数 業務開始（予定）

期日 

全域    

区 

 

分 

 

別 

第 期    

第 期    

第 期    

第 期    

第 期    

⑶ 使用

するＩ

Ｐアド

レス 

ＩＰアドレス 伝送容量 用途 再放送

の同意 

同意を得た

放送事業者 

     

     

     

⑷ 系統

図 

ヘッドエンド  

設備  

レベル  

⑸ 受信

空中線

系 

区分 型式及び

構成 

周波数又は

周波数範囲 

相対利得 海抜高 地上高 

受信空中

線系 

  最高  dB

（  MHz） 

最低  dB

（  MHz） 

ｍ ｍ 

     

     

給電線 線種 こう長 損失 備考 

 ｍ 最高 dB/km

（  MHz） 

最低 dB/km

（  MHz） 
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⑹ ヘッ

ドエン

ド 

区別 増幅する周波数の

範囲 

利得 雑音指数 レベルの調

整範囲 

前置増幅

器 

MHz から 

MHz まで 

dB dB  

    

    

受信増幅

器 

増幅する周波数の

範囲 

利得 雑音指数 レベルの調

整範囲 

MHz から 

MHz まで 

dB dB  

    

    

周波数変

換器 

入力周波数 出力周波数 利得 雑音指数 

MHz MHz dB dB 

    

    

変調器 入力信号の種類 変調方式 出力周波数 出力の信号

対雑音比 

  MHz dB 

    

    

光送信機 種類 波長 変調方式 出力 台数 

 nm  dBm  

     

光増幅器 種類 出力 台数 

 dBm  

   

光分岐器 種類 分岐数 損失 台数 

  dB  

    

光波長多

重合波器 

種類 損失 台数 

 dB  

   

連絡線 連絡区間 架空及び地

下の別 

線種 こう長 損失 

   ｍ dB/km 

     

その他の 種類 
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機器  

 

⑺ 自主

放送装

置 

種類 台数 備考 

   

   

   

   

⑻ 中継

増幅器 

区別 種類 定格光入力レベル 定格光出力レベル 台数 

光増幅器  dBm dBm  

    

    

    

光電変換

増幅器 

種類 定格光入力レベル 定格出力レベル 台数 

 dBm dBμ  

    

    

    

その他の

増幅器 

種類 増幅するこ

とができる

周波数の範

囲 

定格入

力レベ

ル 

定格出

力レベ

ル 

雑音

指数 

同時に

増幅す

ること

ができ

る周波

数の数 

台数 

 MHz から 

MHz まで 

dBμ dBμ dB   

       

       

       

⑼ 分岐

器、分

配器及

びタッ

プオフ 

種類 分岐結合損失又は分配

損失 

挿入損失 端子間結合損失 台数 

 最大   dB 最大  dB 最小  dB  

     

     

     

     

     

     

⑽ 分波

器 

種類 分波した周波数 分波損失 端子間結合損失 台数 

 MHz dB 最小  dB  

MHz dB  
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⑾ 電源

供給器 

交流及

び直流

の別 

容量 出力電圧 台数 備考 

 VA V   

     

     

⑿ 保安

装置 

種類 備考 

  

⒀ 受信

用光伝

送装置 

種類 光入力 

 dBm 

  

  

  

光波長多重合波器の種類 損失 

 dB 

  

  

  

  

⒁ その

他の装

置 

種類 備考 

  

  

  

⒂ 線路 区分 架空及び地下の別 線種 こう長 損失 

幹線   ｍ  

分配線   ｍ  

引込線     

電気通信事業を営む

者が提供する電気通

信役務を利用する線

路のこう長の総延長 

□ ５㎞を超える 

⒃ 電柱 種類 自家柱 共架柱 備考 

電気通信

事業者 

電気事業

者 

その他 

木柱 本 本 本 本  

コンクリート柱      

鉄柱      

その他      
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計      

⒄ 線路等の電圧及び通信回線の

電力 

電圧  

電力 dBm 

備考  

⒅ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の第５章第２

節第１款第２目に定める技術基

準への適合 

□ 適合している 

⒆ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の有線一般放

送の品質に関する技術基準を定

める省令（平成 23 年総務省令第   

号）に定める技術基準への適合 

□ 適合している 

⒇ 電気通信役務の提供者及びそ

の利用の形態の概要（自己の電

気通信設備を用いる場合はその

旨及びその利用形態の概要） 

 

(21) 備考  

注１ ⑴のヘッドエンドの欄は、ヘッドエンドの主たる機器の設置場所を記載すること。 

注２ ⑴の幹線の欄は、「地図に記載のとおり」と記載し、地図（市町村の区域を明示した

ものとする。）にその設置場所を記載すること。 

注３ ⑻から⒁まで、⒂の幹線、分配線、引込線、⒃及び⒄の欄については、電気通信事

業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分については記

載を要しない。 

注４ ⑵の区分別の欄は、別図の業務区域の図に記載した期別に従い、引込端子の数(加入

申込みに応じて順次分配線から受信者端子までの設備を設置する場合は、設置を予定

している引込端子の数)を記載すること。 

注５ ⑵の業務区域の欄は、加入申込みがあつた場合に、加入申込みを遅滞なく受諾でき

る区域を記載することとし、区分別の欄は、業務区域を区分してその業務の提供を行

う場合には、業務開始予定年月日ごとに区分した区域を記載すること。 

（記載例） 

⑵ 設備の

規模 

業務区域 引 込 端

子の数 

業務開始（予定）

期日 

全域 （何）市（何）町、（何）町、（何）

町（何）丁目から（何）丁目まで 

5000 年 月 日 

 区

分

別 

第一期 （何）市（何）町 3000 年 月 日 

 第二期 （何）町（何）丁目から（何）丁目

まで 

2000 年 月 日 

注６ ⑵の引込端子の数は、第 111条第２項及び第３項の規定により算出した数を記載す

ること。 
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注７ ⑶のＩＰアドレス、伝送容量及び用途の欄は、ヘッドエンドからＩＰ放送方式で伝

送するために使用するＩＰマルチキャストアドレス及びその伝送に必要となる伝送容

量について記載することとし、用途の欄には、例えば、「ＮＨＫ（何）テレビジョン放

送局（総合）の放送の同時再放送」、「（何）社（何）デジタルテレビジョン放送局の放

送の同時再放送」、「（何）社（何）一般放送の同時再放送」、「自主放送」のように記載

すること。 

（記載例） 

⑶ 使用するＩＰア

ドレス 

ＩＰアドレス 伝送容量 用途 

 （239.  0.  0.  1） 10Mbps テレビジョン放送 

 （239.  0.  0.  2） 15Mbps テレビジョン放送 

注８ 区間によって使用するＩＰアドレスが異なるときは、区間ごとの使用するＩＰアド

レスが明らかになる方法により記載すること。 

注９ 再放送の同意の欄には「有」と記載するとともに、併せて、同意を得た放送事業者

名の欄に放送事業者名を記載し、同意書の写しを添付すること。 

注１０ ⑷のヘッドエンドの欄は、「別図(ヘッドエンド系統図)に記載のとおり」と記載し、

別図に、⑸、⑹及び⑺の欄の機器又は装置についての系統を記載し、受信空中線につ

いては、受信空中線の位置における受信する電波の電界強度及び周波数を、連絡線に

ついては、連絡区間のこう長を、⑸の欄については、それぞれの入出力周波数を付記

すること。 

注１１ ⑷の設備の欄は、「別図(設備系統図)に記載のとおり」と記載し、別図に、設備系統

図を次により記載すること。 

⑴ ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方

式のみである各幹線系統について、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び⑻から⒂

までの欄の機器(⑼タップオフ、⑾電源供給器、⑿保安装置及び⒀受信用光伝送装置

を除く。)を記載すること。 

⑵ ⑴以外の各幹線系統のうち最多段中継増幅の系統について、ヘッドエンドの幹線

への出力端子及び⑻から⒂までの欄の機器(⑾電源供給器、⑿保安装置及び⒀受信用

光伝送装置を除く。)並びに幹線及び分配線についての系統を記載し、幹線及び分配

線については、機器間のこう長を付記すること。 

⑶ ⑴及び⑵のそれぞれの幹線系統が含まれる設備については、それぞれの設備系統

図を記載すること。 

⑷ 系統の記載に当たつては、線路の全てについて自ら設置する系統、線路の一部に

ついて電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統又は線路の全

てについて電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統のそれぞ

れについて、記載すること。 

注１２ ⑷のレベルの欄は、設備系統図に記載した機器の送信の方式が有線一般放送の品質

に関する技術基準を定める省令第２条第 10号から第 15号までのいずれかに該当する

場合に、「別図(レベルダイヤグラム)に記載のとおり。」と記載し、別図に、レベルの

ダイヤグラムを次により記載すること。ただし、タップオフ出力端子のレベルを記載

することが困難な場合は、これを受信者端子のレベルの記載に代えることができる。 
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⑴ ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方

式のみである各幹線系統については、光送信機からタップオフまでの分岐数が最多

となる幹線系統のうち、幹線のこう長が最長となる幹線系統について、ヘッドエン

ドの光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器並びに⑻から⒂までの欄

の機器(⑾電源供給器及び⑿保安装置を除く。)における光レベルのダイヤグラムを

記載すること。また、光送信機の相対強度雑音及び光増幅器の雑音指数を付記する

こと。 

⑵ ⑴以外の各幹線系統については、設備系統図に記載した機器についてヘッドエン

ド出力端子からタップオフ出力端子までにおけるレベルのダイヤグラムを次により

記載すること。 

ア テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン音声多重放送の標

準方式に準拠する方式、テレビジョン文字多重放送の標準方式に準拠する方式及

びテレビジョン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による有線一般放送

の搬送波については、映像信号搬送波のレベルのみとし、その映像信号搬送波の

数が２以上の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、そ

の周波数を付記すること。 

イ デジタル有線テレビジョン放送方式による有線一般放送の搬送波の数が２以上

の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その中心周波

数を付記すること。 

ウ 機器及び線路の定格出力インピーダンスが 75オーム以外の場合は、その値を付

記すること。 

⑶ レベルに関して、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第 12条第２

項、第 16条第２項又は第 22条第２項のいずれかに該当する場合は、当該各項の規

定の適用に係る端子を明記すること。 

注１３ ⑸の備考欄には、受信空中線の出力端子とヘッドエンドの入力端子との間に給電線

以外の装置が挿入されるときは、その挿入されるものの種類及び損失を記載するこ

と。 

注１４ ⑹のレベルの調整範囲の欄には、例えば、「デジタルテレビジョン放送の入力レベル

70dBμ±10dB に対して、出力レベル変動±0.5dB 以内」のように記載すること。 

注１５ ⑹の周波数変換器の欄には、ヘッドエンドにおいて、入力周波数を他の周波数に変

換して送信する場合に使用する周波数変換器のみについて記載すること。 

注１６ ⑹の入力信号の種類の欄には、「映像信号」、「文字信号」、「音声信号」のように記載

すること。 

注１７ ⑹の変調器の変調方式の欄には、標準デジタルテレビジョン放送方式による場合は

「標準方式」、デジタル有線テレビジョン放送方式による場合は「デジタル方式」のよ

うに、その他の方式による場合はその概要を具体的に記載すること。 

注１８ ⑹の光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器の種類の欄には、製品名

及び製造者名を記載すること。 

注１９ ⑹の光送信機の変調方式の欄には、「光強度直接変調方式」、「光強度外部変調方

式」、「FM一括変換方式」のように記載すること。 

注２０ ⑹の連絡線及び⒂の線路の欄には、線路の一部に無線装置を使用するものについ
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て、線種の欄に、例えば、「23GHz 無線装置」と記載し、こう長の欄に、無線区間の

距離を記載すること。 

注２１ ⑹の連絡区間の欄には、例えば、「前置増幅器－ヘッドエンド」、「主たる演奏所－ヘ

ッドエンド」のように記載し、その設置場所を添付地図に示すこと。 

注２２ ⑹の線種の欄には、例えば、「５Ｃ－２Ｖ」、「６心ＧⅠ型光ファイバケーブル」のよ

うに具体的に記載すること。 

注２３ ⑹のその他の機器の欄には、有線一般放送のために電磁波を発生させる機器を記載

すること。 

注２４ ⑺の種類の欄には、主たる演奏所に常置するもののみについて、例えば、「スタジオ

カメラ」、「マイクロホン」、「フイルム投射器」、「文字画面制作装置」、「図形画面制作

装置」のように記載すること。 

注２５ ⑺の備考欄には、例えば、スタジオカメラについては、「白黒式」、「カラー式」の別

を、マイクロホンについては、「モノホニック式」、「ステレオホニック式」の別を、ま

た、フイルム投射器については、「８ミリフイルム用」、「35 ミリスライド用」のよう

に記載すること。 

注２６ ⑻の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。 

注２７ ⑻の同時に増幅することができる周波数の数の欄には、例えば、「テレビジョン放送

の標準方式に準拠する方式による映像・音声信号搬送波各(何)波」、「超短波放送の標

準方式に準拠する方式による音声信号搬送波(何)波」、「パイロット信号(何)波」のよ

うに記載すること。 

注２８ ⑼の分岐器(設備の線路に送られた電磁波を分岐する装置であつて、分配器及びタッ

プオフでないものをいう。以下同じ。)、分配器(設備の線路に送られた電磁波を等分

する装置であつて、タップオフでないものをいう。以下同じ。)及びタップオフの種類

の欄には、例えば、「分岐器(４分岐)」、「分配器(２分配)」、「タップオフ(４分岐)」、

「タップオフ(２分配)」、「分岐器(３分岐)・タップオフ(１分岐)」、「分配器(２分

配)・タップオフ(２分配)」、「16分岐器」、「32分岐器」、「タップオフ(クロージャ)」

のように記載すること。 

注２９ ⑽の種類の欄には、例えば、「分波器(２分波)」のように記載すること。 

注３０ ⑾の欄には、中継増幅器用電源供給器のみについて記載すること。 

注３１ ⑾の備考欄には自動電圧制御機能を有するものについて、制御電圧範囲を記載する

こと。 

注３２ ⒂の線種の欄は、例えば「７Ｃ―２Ｖ」、「６心ＧＩ型光ファイバケーブル」のように

具体的に記載すること。 

注３３ ⒂の幹線の損失の欄には、例えば、「0.35dB／km(1,550nm)」、「最高 35dB／

km(450MHz)、最低５dB/km(70MHz)」のように記載すること。無線装置の場合には、記

載を要しない。 

注３４ ⒂の電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延

長の欄は、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の

総延長が５kmを超える場合に限り、□にレ印を付けること。 

注３５ ⒃の備考の欄は、自家柱について、長さが６メートル以下であるもの及び長さが６

メートルを超えるものであつて元口から６メートルの位置における横断面の最も長い
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部分の長さが 10センチメートル以下であるものの本数を再掲すること。 

注３６ ⒄の電圧の欄に記載した値が実効値によらない場合は、その旨を付記すること。 

注３７ ⒄の備考の欄は、通信回線が有線電気通信設備令施行規則（昭和 46年郵政省令第２

号）第２条第１項第４号及び第５号に掲げる場合に該当するものであるときは、その

旨を記載すること。 

注３８ ⒅の欄は、有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備が第５章第２節第１款第

２目に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付け、第 151条から第 153

条まで並びに第 154条において準用する第 105条から第 107条まで、第 109条、第

111 条、第 112条、第 114条及び第 115条の２の各条件について、以下のとおり措置

内容を具体的に説明した書面を添付すること。 

ア ヘッドエンド設備、伝送路設備等の設備構成図並びにこれらの接続構成図 

イ 第 151条に規定する予備機器の設置等に関する説明書 

ウ 第 154条において準用する第 105 条に規定する故障検出に関する説明書 

エ 第 154条において準用する第 106 条に規定する配備している試験機器及び応急

復旧機材の一覧並びに説明書 

オ 第 154条において準用する第 107 条に規定する耐震対策に関する説明書 

カ 第 154条において準用する第 109 条に規定する停電対策に関する説明書 

キ 第 152条に規定する強電流電線に起因する誘導対策に関する説明書 

ク 第 154条において準用する第 111 条に規定する防火対策に関する説明書 

ケ 第 154条において準用する第 112 条に規定する屋外設備に関する説明書 

コ 第 153条に規定するヘッドエンドを収容する建築物に関する説明書 

サ 第 154条において準用する第 114 条に規定する耐雷対策に関する説明書 

シ 第 154条において準用する第 115 条の２に規定するサイバーセキュリティの確

保に関する説明書 

注３９ ⒆の欄は、一般放送の業務に用いられる電気通信設備が有線一般放送の品質に関す

る技術基準を定める省令第２章に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を

付け、第 23条から第 25条までの各条件について、以下のとおり措置内容を具体的に

説明した書面を添付すること。なお、電気通信事業を営む者が提供する電気通信設備

について、一般放送事業者と電気通信事業者との間で、電気的性能及び光学的性能に

ついて確認した書面を添付すること。 

ア 第 23条に規定するＩＰ放送ネットワークにおけるパケット損失率に関する説明書 

イ 第 24条に規定するＩＰパケット伝送の平均遅延時間の値及びＩＰパケット伝送の

平均遅延時間の揺らぎの値に関する説明書 

ウ 第 25条第１項に規定するＩＰ放送ネットワークに講じられている措置に関する説

明書 

エ 第 25条第２項に規定するＩＰ放送ネットワークの通信容量に関する説明書 

注４０ ( 2 1 )の欄は、その他参考となる事項を記載すること。 

 

２ 施設に接続する有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 

 設置者の氏名又は名

称 

設備の識別 引込端子の数 
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接続する有線    

電気通信設備    

    

 設置場所 受信設備の数 

接続する受信   

設備群   

   

注１ 接続する有線電気通信設備の欄には、設備の引込端子に接続する他の有線電気通信

設備について記載すること。 

注２ 設備の識別の欄には、有線一般放送事業者の登録年月日及び登録番号又は有線電気

通信設備の設置の届出の年月日等を記載すること。 

注３ 引込端子の数の欄及び受信設備の数の欄には、第 133条第２項及び第３項の規定に

より算出した数を記載すること。 

注４ 設置場所の欄は、第 133条第２項の表の２の項の規定により、一の引込端子を２以

上のものと数える場合において、当該一の引込端子に接続する受信設備の設置場所

を、例えば「（何）ビル内」、「（何）アパート内」のように記載すること。 

 

３ 設備と工作物又は道路等との関係 

⑴

電

線

等

と

の

離

隔

距

離 

設備 

 

 

付近の工作物 

架空電線

の支持物 

単独柱の

架空電線 

共架柱の

架空電線 

屋内電線 地中電線 備考 

電    線  ｍ ｍ    

強電流

電 線 

低圧 ｍ 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｍ ｍ  

高圧  

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

   

特別高圧  

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

   

建造物       

⑵

道

路

等

と

の

関

係 

設備 架空電線 備考 

関係 

付近    

の道路 

及び工作物 

道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の

高さ 

道路 ｍ  

鉄道又は軌道   

横断歩道橋   

その他   

⑶ 道 道路の種類 許可の有無 ⑷ 所有者等 承諾の有無 
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道

路

の

占

有

等 

路

の

占

有 

国

道 

指定区間内  電

柱

等

へ

の

共

架 

  

指定区間外    

都道府県道    

市町村道    

その他    

そ

の

他 

種類 許可等の有無   

    

    

注１ 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分

については記載を要しない。 

注２ ⑴の強電流電線の備考の欄は、その種別(強電流ケーブル等)及び保護網(線)設置の

有無を記載すること。また、付近の工作物の電線が裸電線であるときは、その旨を記

載すること。 

注３ 電車線に接近又は交差する場合は、⑴の強電流電線の欄の括弧内に記載すること。

また、備考の欄は、注２の要領で記載すること。 

注４ ⑵の備考の欄は、例えば、「歩道と車道との区別がある道路」のように記載するこ

と。 

注５ 設備の付近の道路、鉄道及び軌道の位置が明らかになるように記載した図等を添付

すること。 

注６ 道路の占有の許可を得ている場合は、その許可書の写しを、許可を得ていない場合

は、当該許可を得る見込みがあることを記載した書面をそれぞれ添付すること。 

注７ ⑶のその他の種類欄には、設備の設置に関し必要な法令に基づく処分の名称につい

て記載するとともに、許可等を得ている場合は、その許可書の写しを、許可等を得て

いない場合は、当該許可等を得る見込みがあることを記載した書面をそれぞれ添付す

ること。 

注８ 電柱等への共架について、その所有者等の承諾を得ている場合は、その承諾書の写

しを、承諾を得ていない場合は、当該承諾を得る見込みがあることを記載した書面を

それぞれ添付すること。 

注９ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社（以下「地方

公共団体等」という。）が建設し、かつ、管理する住宅若しくは造成し、かつ、管理す

る宅地の施行地区内又は地方公共団体等が施行する市街地再開発事業（事業完了した

ものを除く。）若しくは防災建築街区造成事業（事業完了したものを除く。）の施行地

区内に施設を設置しようとする場合にあつては、その設置について、当該地方公共団

体等との協議が整つたことを証する書面の写しを添付すること。 

 

４ 受信障害区域における電界強度 

受信障害区域内のみにおいて義務再放送を行う場合又は受信障害区域の属する市町村に

隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設

備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行

う場合における当該受信障害区域における電界強度のデータ 
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（２）誓約書【別表第三十二号（第 136条第１項関係）】 

 

別表第三十二号（第 136条第１項関係） 

 

誓  約  書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏 

名） 

電 話 番 号 

 

登録申請者が放送法第 128条第１号から第５号までに該当しないことを誓約します。 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（３）事業計画書【別表第三十三号（第 136条第２項第１号関係）】 

 

別表第三十三号（第 136条第２項第１号関係） 

長 

 

 

 

辺 

事業計画書 

（別紙） 

□⑴ 役員等に関する事項 

□⑵ 放送番組の編集の基準 

□⑶ 放送番組の編集に関する基本計画 

□⑷ 週間放送番組の編集に関する事項 

□⑸ 放送番組の審議機関に関する事項 

□⑹ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

□⑺ 一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 
 

短     辺    （日本産業規格Ａ列４番によること。） 

注１ 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。 

提出する書類 備    考 

⑴  

⑵ （注）  

⑶ （注）  

⑷  

⑸ （注）  

⑹   

⑺   

（注） 法第８条に規定する経済市況、自然事象及

びスポーツに関する時事に関する事項その他

総務省令で定める事項のみを放送事項とする

放送を専ら行う一般放送の業務の場合は、提

出を要しない。 

注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注の表の区分に

従つて該当する事項にレ印を付けること。 

⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。（申請者が団体であるときはこれに準ず

ること。） 

ふ り が な 
住 所 役 名 担 当 部 門 兼 職 備 考 

委員の氏名 

      

（注１） 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載

すること。 

    （注２） 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「（代）」の文字

を、常勤の役員については役名の後に「（常）」の文字を付記すること。 

    （注３） 兼職の欄は、放送業に係るものについてはその全部を、その他のものに

ついてはその代表的なものを(注 2)に準じて記載すること。 

    （注４） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

        イ 予定のものについてはその旨 

    （注５） 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予定者については役員

就任承諾書を添付すること。 
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⑵ 別紙⑵は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の

基準又はその案を記載すること。 

⑶ 別紙⑶は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案をテレ

ビジョン放送、ラジオ放送及びその他のものに区分して記載すること。 

（注１） 同時再放送に係るものについては、記載を要しない。 

    （注２） 有料の一般放送を行う場合は、その旨を記載すること。 

（注３） 対象とする受信者層を限定するための具体的措置を講じる場合は、その

措置について記載すること。 

⑷ 別紙⑷は、放送番組表（同時再放送に係るものである場合を除く。）、他から供

給を受ける放送番組の時間等及び同時再放送を行う放送番組について、次のア、

イ及びウの様式によりそれぞれ記載すること。 

ア 放送番組表 

曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

        

計 
時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

合  計     時間    分（  ％） 備考 

（注１） １週間の放送番組の代表例を記載すること。 

（注２） 個々の番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。 

（注３） 有料の一般放送を行う事業者の場合は、合計欄内にその放送に係る

放送時間及び比率を( )で再掲すること。 

イ 他から供給を受ける放送番組の時間等 

供給者名 １週間の放送時間 供給に関する協定等の有無 

 時間  分 

計 

 

合   計                 時間   分

（   ％） 

（注１） 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番組のうち、他か

ら供給を受けるものについて、放送事業者等の種別に応じて記載する

こと。 

（注２） 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の時間に対する当

該欄の比率を掲載すること。 

（注３） 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類

を添付すること。 

（注４） 有料の一般放送の場合は、その放送時間をそれぞれ該当する欄内に

（ ）で再掲すること。 

ウ 同時再放送を行う放送番組 

放送番組 備  考 
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（注１） 放送番組の欄は、「ＮＨＫ（何）テレビジョン放送局（総合）の放送

の同時再放送」のように記載すること。 

（注２） 備考の欄は、ヘッドエンドの出力端子における搬送波の周波数を記

載すること。 

（注３） 再放送に係る同意を得ている場合はその同意書の写しを、同意を得

ていない場合は当該同意を得る見込みがあること等を記載した書面を

それぞれ添付すること。 

⑸ 別紙⑸は、次の様式により記載すること。 

ふ り が な 
住所 性別 生年月日 職業 備考 

委員の氏名 

      

委員総数                               人 

（注１） 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。 

（注２） 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載

すること。 

（注３） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

ア 他の一般放送事業者に係る審議機関と共同して設置しようとする場

合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称 

イ 予定のものについてはその旨 

（注４） 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。 

⑹ 別紙⑹は、次により記載すること。 

ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載

すること。この場合において、編集の責任者については、その権限等について

併せて記載すること。 

イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。こ

の場合において、考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるとき

はそれらを記載又は添付すること。 

ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。 

⑺ 別紙⑺は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載す

ること。 

ア 兼営する事業 

兼営する事業の名称 事業の概要 

  

    イ 他の事業への出資 

事業者の名  

称 

資本金 

(A) 

事業の 

概 要 

出資の額 

(B) 

出資の比率

(B)/ (A)×

100 

備  考 
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 百万円  千円 ％  

（注１） 出資の額が 500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の 10分の

１以上の場合について記載すること。 

     （注２） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の

比率と異なるときは、その比率 

         イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の

出資の種類 

⑻ 別紙に使用する様式の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（４）一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力【別表第三十四号（第 136条第２項

第２号関係）】 

 

別表第三十四号（第 136条第２項第２号関係） 

 

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 

 

１ 業務を確実に実施することができる体制 

 

 ２ 業務に従事する者の実務経験等 

 

注１ 一般放送の業務に用いる電気通信設備を、法第 136条第１項の技術基準に適合

するように維持するための運用、保守等の業務（以下この表において「設備維持

業務」という。）を確実に実施することができる体制を記載すること。 

注２ 設備維持業務に従事する者の実務経験等を記載すること。 

注３ 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体の構成が把握でき

るよう適宜の区分に分けて、別途記載すること。 

注４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（５）登録一般放送業務開始届出書【別表第三十五号（第 138条第１項関係）】 

 

別表第三十五号（第 138条第１項関係） 

 

登録一般放送業務開始届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の

氏名） 

電 話 番 号 

 

登録一般放送の業務の開始について、放送法第 129条第１項の規定により届け出ます。 

登録番号  

登録年月日  

業務開始の期日  

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（６）登録一般放送業務休止（変更）届出書【別表第三十六号（第 138条第２項関係）】 

 

別表第三十六号（第 138条第２項関係） 

 

登録一般放送業務休止（変更）届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表者

の氏名） 

電 話 番 号 

 

登録一般放送の業務の休止について、放送法第 129条第２項の規定により届け出ます。 

登録番号  

登録年月日  

休止年月日及び休止期間  

変更理由  

注１ 変更理由は、休止期間を変更した場合に限り、記載すること。 

 注２ 休止しようする場合については、加入者への周知方法等、具体的な対応計画等の資

料を添付すること。 

注３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（７）変更登録申請書【別表第三十八号（第 140条第１項関係）】 

 

別表第三十八号（第 140条第１項関係） 

 

変更登録申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏

名） 

電 話 番 号 

登録年月日及び登録番号 

 

 放送法第 130条第１項の規定により総務大臣の変更登録を受けたいので、同条第２項の規

定により申請します。 

変更事項  

変更内容 
変更前 変更後 

  

予定期日  

変更の理由  

注１ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要について変更登録を受ける場合

は、一般放送の業務の登録申請書に準じて変更箇所が分かるよう記載すること。 

注２ この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注３ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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（８）変更届出書【別表第三十九号（第 140条第３項関係）】 

 

別表第三十九号（第 140条第３項関係） 

 

変更届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏

名） 

電 話 番 号 

登録年月日及び登録番号 

 

 登録に係る氏名等に変更があつたので、放送法第 130 条第４項の規定により届け出ます。 

変 更 事 項  

変 更 前 変 更 後 

  

変 更 年 月 日  

注１ この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注２ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記

載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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（９）有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務開始届出書【別表第四十の一

号（第 141条関係）】 

 

別表第四十の一号（第 141条関係） 

 

有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務開始届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏

名） 

電 話 番 号 

 

有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。以下同じ。）の業務を次のとおり行う

ので、放送法第 133条第１項の規定により届け出ます。 

届出者 
代表権を有する役員の氏名 

 

一般放送の種類  

使

用

施

設 

自己の設備又は他人の

設備の別 

 

設備の規模  

ヘッドエンドの設置場

所 

 

主たる演奏所の設置場

所 

 

受信空中線の設置場所  

線路及び付近の道路、鉄

道、軌道等の位置 

 

業 

 

 

 

務 

使用する周波数 用  途 再放送の同意 
同意を得た放送事

業者名 
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業務区域  

放

送

番 

組

に

関

す

る

事

項 

放送番組の編集の基準 放 送 時 間 

 １日当たり 

間 

主たる放送事項 

 

業務開始の予定期日  業務開始時の受信契約

者の見込数 

 

（       ） 

有料放送の実施 □有料放送を含む   □有料放送を含まない 

注１ 届出者が法人である場合は定款又は寄附行為、法人以外の団体である場合は団体

の規約を添付すること。 

注２ 一般放送の種類の欄には、放送法第 142条第１号に定める一般放送の種類を記載

すること。 

（記載例） 

一般放送の種類 
テレビジョン放送 

ラジオ放送－告知放送業務 

注３ 設備の規模の欄には、当該設備に係る引込端子の数を記載すること。 

注４ ヘッドエンドの設置場所の欄、主たる演奏所の設置場所の欄及び受信空中線の設

置場所の欄には、例えば、「（何）県（何）市（何）町（何）丁目（何）番（何）号

（何）ビルの屋上」のように記載すること。 

注５ 線路及び付近の道路、鉄道、軌道等の位置の欄には、「地図に記載のとおり。」と

記載し、線路及び付近の道路、鉄道、軌道等の位置を記載した地図を添付するこ

と。 

注６ 使用する周波数の欄には、ヘッドエンドの出力端子におけるものを記載するこ

と。 

注７ 用途の欄には、例えば、「ＮＨＫ（何）テレビジョン放送局（総合）の放送の同時

再放送」、「（何）社（何）デジタルテレビジョン放送局の放送の同時再放送」、

「（何）社（何）一般放送の同時再放送」、「自主放送」のように記載すること。 

注８ 再放送の同意の欄には「有」と記載するとともに、併せて、同意を得た放送事業

者名の欄に放送事業者名を記載し、同意書の写しを添付すること。 

注９ 業務区域の欄には、「地図に記載のとおり。」と記載し、有線一般放送の加入申込

があつた場合に、当該加入申込を遅滞なく受諾できる区域並びに当該区域の存する

都道府県名、市町村名及び市町村の区域を記載した地図を添付すること。 

注 10 放送番組に関する事項の欄には、テレビジョン放送を行う場合においては自主放

送を行う場合に限り記載することとし、ラジオ放送を行う場合においては放送時間
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及び主たる放送事項に限り記載すること。また、放送番組の編集に関する基本計画

があるときは、これを添付すること。 

注 11 業務開始時の受信契約者の見込数の欄の（ ）内には、再放送のみの受信契約者

の見込数を再掲すること。 

注 12 有料放送の実施の欄には、放送法第 147条第１項に規定する有料放送を含むか否

かについて記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

注 13 この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注 14 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記

載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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（１０）  一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務

開始届出書記載事項変更届【別表第四十一の一号（第 144条関係）】 

 

別表第四十一の一号（第 144条関係） 

 

一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除く。） 

業務開始届出書記載事項変更届 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の

氏名） 

電 話 番 号 

 

年  月  日付けの   一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有

線一般放送を除く。）業務開始届出書の記載事項の一部を次のとおり変更するので、放送法

第 133 条第２項の規定により届け出ます。 

変更事項 変更前 変更後 変更の理由 予定期日 

     

     

     

注１ 有線又は地上のいずれかの不要の文字を抹消すること。 

注２ 一般放送の業務区域を変更しようとする場合は、変更前及び変更後の欄に「地図

に記載のとおり。」と記載し、変更前及び変更後の一般放送の業務区域を記載した地

図を添付すること。 

   また、有線一般放送にあつては、加入申込があつた場合に、当該加入申込を遅滞

なく受諾できる区域並びに当該区域の存する都道府県名、市町村名及び市町村の区

域を記載した地図を添付すること。 

注３ 再放送について、新たに放送事業者の同意を得た場合は、その同意書の写しを添

付すること。 

注４ この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

注５ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記

載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

 

  

有線 

地上 

有線 

地上 

有線 

地上 
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（１１）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務承継届出書【別表第四十二の一

号（第 145条関係）】 

 

別表第四十二の一号（第 145条関係） 

 

一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務承継届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の

氏名） 

電 話 番 号 

 

   一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）の地位を承継したの

で、放送法第 134条第２項の規定により届け出ます。 

承継年月日  

被承継者  

承継した一般放送事業者の地位に係る登録年

月日及び登録番号（届出一般放送事業者にあ

つては、一般放送の業務の開始届出年月日） 

 

放送法第 128 条第１号から第５号までの該当

の有無（登録一般放送事業者に限る。） 
□ 有    □ 無 

備考  

注１ 放送法第 128条第１号から第５号までの該当の有無の欄は、法第 128条第１号から

第５号までの規定への該当の有無を記載するものとし、同欄の□には、該当する事項

にレ印を付けること。 

注２ 備考の欄には、承継に係る事情を記載すること。 

注３ 登録一般放送事業者の地位を承継した場合においては、別表第 33号の別紙(1)及び

(5)を添付すること。 

注４ 届出一般放送事業者の地位を承継した場合において、承継者が一般放送事業者以外

の法人であるときは定款又は寄附行為及び代表権を有する役員の氏名を記載した書面

を、承継者が一般放送事業者以外の団体であるときはこれに準じる書類及び代表権を

有する役員の氏名を記載した書面を添付すること。 

注５ 承継に伴い、再放送について、新たに放送事業者の同意を必要とする場合には、そ

の同意書の写しを添付すること。 

注６ 承継に伴い、新たに道路の占有の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾
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を必要とする場合には、その承継に係る部分の当該処分又は当該承諾の事実を証する

書面の写しを添付すること。 

注７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（１２）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務の廃止届出書【別表第四十三

の一号（第 146 条第１項関係）】 

 

別表第四十三の一号（第 146条第１項関係） 

 

一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務の廃止届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏 

名） 

電 話 番 号 

 

一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務を次のとおり廃止したので、放

送法第 135 条第１項の規定により届け出ます。 

理由  

一般放送の業務を廃止した法人が行つてい

た一般放送の業務に係る登録年月日及び登

録番号（届出一般放送事業者にあつては、一

般放送の業務の開始届出年月日） 

 

業務区域  

廃止年月日  

注１ 業務区域の欄には、一般放送の業務を廃止した地域が明らかになるように、例え

ば、「（何）市（何）町」のように記載すること。 

注２ この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

  



- 83 - 
 

（１３）一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法人の解散届出書

【別表第四十四の一号（第 146条第２項関係）】 

 

別表第四十四の一号（第 146条第２項関係） 

 

一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法人の解散届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏 

名） 

電 話 番 号 

 

一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法人が解散したの

で、放送法第 135条第２項の規定により届け出ます。 

解散した法人の名称及び代表者の氏名  

解散した法人が行つていた一般放送の業務

に係る登録年月日及び登録番号（届出一般

放送事業者にあつては、一般放送の業務の

開始届出年月日） 

 

解散年月日  

注１ この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（１４）重大な事故報告書（詳細）【別表第四十六号（第 156条関係）】 

 

別表第四十六号（第 156条関係） 

 

重大な事故報告書（詳細） 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の 

氏名） 

電 話 番 号 

登 録 番 号 

 

放送法第 137条の規定に基づき、重大な事故報告書を提出します。 

発生年月日及び時刻  復旧年月日及び時刻  

発生場所  

事故の原因となつた有線一般放送の業務

に用いられる電気通信設備の概要 

 

発生状況  

措置模様  

発生原因  

再発防止策  

利用者対応状況  

注１ 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた有線一般放送の業務に用いられる

電気通信設備の設置場所（住所・建物名等）を記載すること。 

注２ 「事故の原因となつた有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」の

欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等を添付す

ること。 

注３ 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた有線一般放送の業務の概要説明及

び影響利用者数を記載するとともに、影響を与えた地域を記載又は影響範囲の地図

等を添付すること。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時

間によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。 

注４ 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に

応じた措置模様を、日時とともに記載すること。 

注５ 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた有線一般放送の業務に用い

られる電気通信設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させたのか、記
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載すること。 

注６ 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐた

めの再発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。 

注７ 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告（苦情等）数並びに当該事故に係

る広報の手段（ホームページの掲載、報道発表等）、日時及び内容を記載すること。 

注８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（１５）有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書【別表第四十九号（第 159

条関係）】 

 

別表第四十九号（第 159条関係） 

 

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏

名） 

電 話 番 号 

登 録 番 号 

 

放送法施行規則第 159条の規定により、  年４月１日から  年３月 31日までの登録に

係る電気通信設備の状況を、次のとおり報告します。 

⑴ 設備

の概況 

引込端子の数  

受信契約者数  

主な業務区域  

⑵ 設備

の保守

状況 

 

⑶ 事故

発生状

況 

発 生

年 月

日 

（発

生時

刻） 

復 旧

年 月

日 

（ 復

旧 時

刻） 

影 響

地域 

影 響

利 用

者数 

主 な

発 生

原因 

故障

設備 

措置

模様 

備

考 

影響を受けた

有線一般放送

の業務 

           

           

           

注１ 「設備の概況」の欄は、３月 31日現在で記載すること。 

注２ 「引込端子の数」の欄は、第 133条第２項及び第３項の規定により算出した数を

記載すること。 

注３ 「設備の保守状況」の欄は、設備の保守の体制及び方法について、例えば、「自主

保守要員２名、毎月１回定期点検」、「機器については、○○株式会社に保守委託」
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又は「役務を提供している電気通信事業者により実施」のように記載すること。 

注４ 「事故発生状況」の欄は、次の事故が発生した場合に、必ず記載すること。 

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用

いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当

するもの 

イ 当該放送の停止を受けた利用者の数が五百以上又は利用者の過半数に影響が及

ぶもの 

ロ 当該放送の停止時間が二時間以上のもの 

注５ 「影響地域」の欄は、「全国（一の都道府県及びそれに隣接する都道府県の区域

を超える地域を含む。）」、「一の都道府県及びそれに隣接する都道府県の区域を超え

ない地域」、「一の都道府県の区域を超えない地域」、「一の市町村（特別区を含

む。）及びそれに隣接する市町村（特別区を含む。）の区域を超えない地域」、「一の

市町村（特別区を含む。）の区域を超えない地域」又は「その他」から選択し、記

載すること。 

注６ 「影響利用者数」の欄は、「10万以上」、「５万以上」、「３万以上」、「１万以上」、

「5,000以上」、「3,000以上」、「1,000以上」、「500 以上」、「500未満」又は「不

明」から選択し、記載すること。 

注７ 「主な発生原因」の欄は、「自然災害」、「火災」、「停電（通常受けている電力の

供給の停止）」、「第三者要因（道路工事による断線、車両による断線、その他）」、

「自然故障」、「不具合」、「人為要因」又は「不明」その他の発生原因を記載するこ

と。 

注８ 「故障設備」の欄は、「ヘッドエンド設備」、「ヘッドエンド設備間伝送路」、「伝

送路（幹線、分配線、引込線、その他）」、「伝送路設備（光ノード、中継増幅器、

分岐器、ルータ、その他）」、「電源設備（ヘッドエンド、伝送路、その他）」又は

「不明」その他の故障設備を記載すること。 

注９ 「措置模様」の欄は、「ハードウェア交換」、「ハードウェア修復」、「ソフトウェ

ア修正（設定変更、バージョンアップ、その他）」、「ケーブル修復・張替」、「設備

リセット・再起動」、「他事業者にて対応」又は「自然復旧」その他の措置模様を記

載すること。 

注1 0 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を記載すること。 

注1 1 「影響を受けた有線一般放送の業務」の欄は、地上デジタルテレビジョン放

送、ＢＳ放送、ＣＳ放送、自主放送等の区分ごとに、チャンネル数を記載するこ

と。 

注1 2 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（１６）再放送の役務の提供条件に関する契約約款（変更）届出書【別表第五十号（第 164条関

係）】 

 

別表第五十号（第 164条関係） 

 

再放送の役務の提供条件に関する契約約款（変更）届出書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏 

名） 

電 話 番 号 

 

放送法第 140条第 2項の規定により、再放送の役務の提供条件に関する契約約款（の変

更）を届け出ます。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（１７）裁定申請書【別表第五十一号（第 166条関係）】 

 

別表第五十一号（第 166条関係） 

 

裁定申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

( ふ り が な ) 

氏 名（法人又は団体にあつて 

は、名称及び代表者の氏

名） 

電 話 番 号 

 

再放送同意について協議が  のため、放送法第 144 条第１項の規定により、下記のとお

り裁定を申請します。 

 

記 

 

１ 申請に係る基幹放送事業者の氏名（法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏

名）及び住所 

２ 申請に係る再放送の概要 

⑴ 再放送しようとするテレビジョン放送 

  ⑵ 再放送の義務を行おうとする区域 

  ⑶ 再放送の実施の方法 

  ⑷ 申請者が希望する再放送の開始期日 

３ 協議の経過 

４ その他参考となる事項 

 

注１ 不要の文字は、抹消すること。 

注２ 「申請に係る再放送の概要」については、例えば、「再放送しようとするテレビジ

ョン放送」は「（何）社（何）テレビジョン放送局の放送」のように、「再放送の義

務を行おうとする区域」は「（何）県（何）市」、「（何）県（何）郡（何）町」のよ

うに、「再放送の実施の方法」は、同時再放送のみを行う場合にあつては「同時再放

送」と、それ以外の場合にあつてはその具体的方法を記載すること。 

注３ 「協議の経過」については、申請に至るまでの経過の説明のほか、協議が調わな

い場合には申請に係る放送事業者との意見の対立点を、また、協議をすることがで

きない場合にはその事情を具体的に明らかにすること。 

注４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

不調 

不能 

注１ 
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注５ 該当箇所に全部を記載することができない場合は、その箇所に別紙に記載する旨

を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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２ 申請書等の様式の記載例 

（１）登録申請書【別表第三十一号（第 134条関係）】 

 

別表第三十一号（第 134条関係） 

 

登録申請書 

 

令和２年１２月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

放送法第 126条第１項の規定により総務大臣の登録を受けたいので、同条第２項の規定に

より申請します。 

一般放送の種類 有線一般放送（テレビジョン放送） 

一般放送の業務に用いられる電気通

信設備の概要 
別紙のとおり 

業務区域 別図に記載のとおり 

放送法第 128条第１号から第５号ま

での該当の有無 
□ 有    □ 無 
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別紙２（別表第三十一号関係） 

１ 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項 

⑴ 主たる設備の設置場所 

区別 設置場所 

受信空中

線系 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 

ヘッドエ

ンド 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 

主たる演

奏所 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 

幹線 地図に記載のとおり 

⑵ 設備

の規模 

業務区域 引込端子の数 業務開始（予定）

期日 

全域 東京都千代田区

霞が関１丁目～

３丁目、港区、中

央区 

304,200 

令和３年１月１日 

区 

 

分 

 

別 

第 １ 期 千代田区霞が関

１丁目、２丁目 
2,500 

令和３年１月１日 

第 ２ 期 港区 190,000 令和３年２月１日 

第 ３ 期 中央区 111,000 令和３年３月１日 

第 ４ 期 千代田区霞が関

３丁目 
700 

令和３年４月 15 日 

第 期    

⑶ 使用

する周

波数 

周波数 周波数帯幅及

び変調型式 

用途 備考 再放送

の同意 

同意を得た放送

事業者 

473.00MHz 5.7MHz 

X7W 

テレビ

ジョン

放送 

標準デジ

タルテレ

ビジョン

放送方式 

有 ○×放送株式会

社 

(中心周波

数) 

303.00MHz 

6MHz  

D7W 

テレビ

ジョン

放送 

デジタル

有線テレ

ビジョン

方式 

有 株式会社△◆テ

レビジョン 

(音声)  

77.0MHz 

200kHz F8E ラジオ

放送 

 有 ■□ラジオ放送

株式会社 

(中心周波

数) 

327.00MHz 

6MHz   

D7W 

ｲﾝﾀｰﾈｯ

ﾄ（下

り） 

   

509.00MHz 5.7MHz  テレビ 標準テレ   
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X7W ジョン

放送 

ビジョン

放送 

      

      

⑷ 系統

図 

ヘッドエン

ド 

別図(ヘッドエンド系統図) に記載のとおり 

設備 別図(設備系統図)に記載のとおり 

レベル 別図(レベルダイヤグラム)に記載のとおり 

⑸ 受信

空中線

系 

区分 型式及

び構成 

周波数又は

周波数範囲 

相対利得 海抜高 地上高 

受信空中線

系 

ZZ-

S1VH 

470～

770MHz 

最高 9.0dB

（770MHz） 

最低 6.5dB

（470MHz） 

117.3ｍ 95.2ｍ 

YY-

BS123

4 1.2m

φ 

11.71398

～

12.0095GH

z 

41.5±0.5dBi 115.5m 93.4m 

     

給電線 線種 こう長 損失 備考 

AAA-

B.LAP 

75ｍ 100m あたり 

70MHz  3.1dB 

770MHz 10.8dB 

混合器 損失 10dB 

 

AAA-

B.LAP 

75ｍ ローパスフィルタ 

損失 16dB 

    

⑹ ヘッ

ドエン

ド 

区別 増幅する周波

数の範囲 

利得 雑音指数 レベルの調整

範囲 

前置増幅器 470MHz から 

770MHz まで 

37dB 1.7dB テレビジョン

放送の音声信

号搬送波のレ

ベルについ

て、0～-10dB

連続可変 

470MHz から 

770MHz まで 

25dB ４dB  

    

受信増幅器 増幅する周波

数の範囲 

利得 雑音指数 レベルの調整

範囲 

900MHz から 

2150MHz まで 

38dB ９dB BS/CS IF 信号

レベルに対
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し、0～-10dB

連続可変 

470MHz から 

476MHz まで 

40dB ９dB テレビジョン

放送の映像信

号搬送波のレ

ベルについ

て、0～-10dB

連続可変 

506MHz から 

512MHz まで 

50dB 以上 10dB 以下 0～-10dB 連続

可変 

    

周波数変換

器 

入力周波数 出力周波数 利得 雑音指数 

650MHz から 

656MHz まで 

192MHz か

ら 

198MHz ま

で 

50dB 9.0dB 

    

    

変調器 入力信号の種

類 

変調方式 出力周波数 出力の信号対

雑音比 

映像信号 

音声信号 

標準方式 

 

620～626MHz 55dB 

映像信号 

音声信号 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式 656～662MHz 55dB 

    

光送信機 種類 波長 変調方式 出力 台数 

ABCD 製 XX-

002 

1550nm 強度外部

変調方式 

9.0dBm １ 

     

光増幅器 種類 出力 台数 

ABCD 製 YY-

002 

23.0dBm １ 

   

光分岐器 種類 分岐数 損失 台数 

ABCD 製 Z-1 ８分岐 12.0dB 20 

    

光波長多重

合波器 

種類 損失 台数 

ABCD 製 MM-01 0.8dB １ 

   

連絡線 連絡区間 架空及び地 線種 こう長 損失 
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下の別 

ﾍｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ(霞ヶ

関)～ｻﾌﾞﾍｯﾄﾞｴ

ﾝﾄﾞ(新宿) 

架空 

地下埋設 

SM 光ﾌｧ

ｲﾊﾞｹｰﾌﾞ

ﾙ 16 芯 

6,200ｍ 0.35dB/km 

(1,550nm) 

     

その他の機

器 

種類 

RF 切替器(地上波ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号冗長切替) 

OFDM 多重ユニット 

⑺ 自主

放送装

置 

種類 台数 備考 

スタジオ

設備 

AC アダプタ 1  

GRB 分配器 1  

アクティブスピ

ーカー 

2  

   

⑻ 中継

増幅器 

区別 種類 定格光入力レ

ベル 

定格光出力レ

ベル 

台数 

光増幅器 ABCD 製 AM-0A1 0～10dBm 16dBm ２ 

    

    

    

光電変換増

幅器 

種類 定格光入力レ

ベル 

定格出力レベ

ル 

台数 

ABCD 製 AM-0A2 -2～+2dBm 90dBμ 20 

    

    

    

その他の増

幅器 

種類 増幅する

ことがで

きる周波

数の範囲 

定格

入力

レベ

ル 

定格

出力

レベ

ル 

雑音

指数 

同時に増幅

することが

できる周波

数の数 

台数 

ABCD 製

AM01 

70MHz か

ら 

770MHz

まで 

66.4

dBμ 

95.6

dBμ 

９dB テレビジョ

ン放送の標

準方式に準

拠する方式

による映

像・音声信

号搬送波各

77 波 

20 
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⑼ 分岐

器、分

配器及

びタッ

プオフ 

種類 分岐結合損失又は分配

損失 

挿入損失 端子間結合損失 台数 

タップ

オフ 

（４分

岐） 

最大   20dB 最大 1.1dB 最小  25dB 100 

     

     

     

     

     

     

⑽ 分波

器 

種類 分波した周波数 分波損失 端子間結合損失 台数 

分波器 

（２分

波） 

10～300MHz 1.0dB 最小 25dB 10 

300～770MHz 1.0dB  

     

   

⑾ 電源

供給器 

交流及

び直流

の別 

容量 出力電圧 台数 備考 

交流 640VA 60V 40  

     

     

⑿ 保安

装置 

種類 備考 

XXX 製 SB01 

フィルター付き／２分配器付き 

挿入損失 

0.5dB 以下（光方向） 

1.5dB 以下（双方向） 

⒀ 受信

用光伝

送装置 

種類 光入力 

ABCD 製 U01 ２dBm 

光端末器(V-ONU) -2～-8dBm 

  

  

光波長多重合波器の種類 損失 
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⒁ その

他の装

置 

種類 備考 

加入者端末装置 テレビ用(リモコン付) 

  

 

 

 

⒂ 線路 区分 架空及び地下の別 線種 こう長 損失 

幹線 架空 4～48 芯

SM 型光フ

ァイバケ

ーブル 

200,000ｍ 0.5dB/km

以下 

分配線 架空 12C-PIPE 100,000ｍ 最高

86dB/km(

770MHz) 

最低

5dB/km(1

0MHz) 

引込線 架空 12C-PIPE 350,000ｍ 最高

86dB/km(

7700MHz) 

最低

8dB/km(1

0MHz) 

電気通信事業を営む

者が提供する電気通

信役務を利用する線

路のこう長の総延長 

□ ５㎞を超える 

⒃ 電柱 種類 自家柱 共架柱 備考 

電気通信

事業者 

電気事業

者 

その他 

木柱 本 本 本 10 本  

コンクリート柱  1,750 本 17,350 本   

鉄柱 920 本  400 本   

その他      

計 920 本 1,750 本 17,750 本 10 本  

⒄ 線路等の電圧及び通信回線の

電力 

電圧 交流 60V 

電力 7.9dBm 

備考  

⒅ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の第５章第２

節第１款第２目に定める技術基

□ 適合している 
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準への適合 

⒆ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の有線一般放

送の品質に関する技術基準を定

める省令（平成 23 年総務省令第   

号）に定める技術基準への適合 

□ 適合している 

⒇ 電気通信役務の提供者及びそ

の利用の形態の概要（自己の電

気通信設備を用いる場合はその

旨及びその利用形態の概要） 

株式会社電気役務ネットワーク 映像伝送サービス 

（自己の設置する電気通信設備を用いる ××市か

ら IRU 契約により調達） 

(21) 備考 〇〇株式会社とヘッドエンドを共用。 

 

 

２ 施設に接続する有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 

 設置者の氏名又は名

称 

設備の識別 引込端子の数 

接続する有線 ○○ネット㈱ 有線電気通信設備設

置届出 令和２年 10

月１日 

３００ 

電気通信設備    

    

 設置場所 受信設備の数 

接続する受信 △△マンション内 ３０ 

設備群 第１▽▽ビルディング内 １５ 

   

 

３ 設備と工作物又は道路等との関係 

⑴電線等

との離隔

距離 

設備 

 

 

付近の工作物 

架空電線

の支持物 

単 独 柱 の

架空電線 

共 架 柱 の

架空電線 

屋 内

電線 

地 中

電線 

備

考 

電    線  0.3ｍ以上 0.3ｍ以上    

強電流電 

線 

低

圧 

0.3ｍ以

上 

（強電流

ケーブル

/保護網

有） 

0.6m 以上 

（強電流

ケーブル/

保護網

有） 

0.6m 以上 

（強電流

ケーブル/

保護網

有） 

0.3ｍ

以上 

0.3ｍ

以上 

 

高

圧 

0.6ｍ以

上 

0.8ｍ以上 

（強電流

1.0ｍ以上 

（強電流

0.3ｍ

以上 

0.3ｍ

以上 
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（強電流

ケーブル

/保護網

有） 

ケーブル/

保護網

有） 

ケーブル/

保護網

有） 

特

別

高

圧 

3.5ｍ以

上 

（強電流

ケーブル

/保護網

有） 

3.5ｍ以上 

（強電流

ケーブル/

保護網

有） 

3.5ｍ以上 

（強電流

ケーブル/

保護網

有） 

   

建造物  0.3ｍ以上 0.3ｍ以上    

⑵道路等

との関係 

設備 架空電線 備考 

関係 

付近    

の道路 

及び工作物 

道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の高

さ 

道路 ５ｍ以上  

鉄道又は軌道 ６m 以上  

横断歩道橋 ３m 以上  

その他   

⑶道路の

占有等 

道路

の占

有 

道路の種類 許可の有無 

⑷電柱等へ

の共架 

所有者等 承 諾

の 有

無 

国

道 

指定区間内 有 株式会社 

○×電力 

有 

指定区間外 有 □△ネットワ

ーク基盤株式

会社 

有 

都道府県道 有 株式会社●□

電信電話 

有 

市町村道 有   

その他    

その

他 

種類 許可等の有

無 

  

河川占用許可 有   

    

 

４ 受信障害区域における電界強度 

受信障害区域内のみにおいて義務再放送を行う場合又は受信障害区域の属する市町村に

隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設
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備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行

う場合における当該受信障害区域における電界強度のデータ 

 

 調査地点：東京都千代田区霞が関２－１－２ 

電界強度：４８dBμV/m（地上１０メートルの高さにおけるもの）
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別紙２の２（別表第三十一号関係） 

１ 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項 

⑴～⑵の記載例については、別紙２の記載例を参照 

⑶ 使用

するＩ

Ｐアド

レス 

ＩＰアドレス 伝送容量 用途 再放送

の同意 

同意を得た放

送事業者 

（239.  0.  0.  1） 10Mbps テレビジョン放送 有 ○×放送株式

会社 

（239.  0.  0.  2） 15Mbps テレビジョン放送 有 株式会社△◆

テレビジョン 

（239.  0.  0.  3） 15Mbps テレビジョン放送   

     

     

⑷～(21)の記載例については、別紙２の記載例を参照 

 

「２ 施設に接続する有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」、「３ 設備

と工作物又は道路等との関係」及び「４ 受信障害区域における電界強度」の記載例につい

ては、別紙２の記載例を参照。 

 



第２期
港区

第３期 中央区

第４期

第１期エリア 千代田区霞が関１丁目他

第２期エリア 港区全域

第３期エリア 中央区全域

第４期エリア 千代田区霞が関３丁目他

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

◎

■

千代田区

東京都

（株）電気役務ネットワーク線

ノード■

▲

双方向幹線分岐増幅器

光ファイバ

同軸ケーブル

業務区域・幹線経路図

域放ケーブル株式会社

図番：001 業務区域・幹線経路図

台東区
文京区

新宿区

渋谷区

目黒区

品川区

墨田区

江東区

ヘッドエンド

第１期

-
1
0
2 
-



光送信
機

BSデジタル再送信部
（ﾄﾗﾝｽﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ方式）

CSデジタル再送信部
（ﾘﾏｯｸｽ方式）

JCSAT-３

ｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑ
ｾﾝﾀｰ装置
（CMTS）

ｷｬｯｼｭｻｰﾊﾞｰ

複数ＴＳ多重化装置①

複数ＴＳ多重化装置②

複数ＴＳ多重化装置③

複数ＴＳ多重化装置④

６４ＱＡＭ変調器①
６４ＱＡＭ変調器②
６４ＱＡＭ変調器③
６４ＱＡＭ変調器④
６４ＱＡＭ変調器⑤
６４ＱＡＭ変調器⑥
６４ＱＡＭ変調器⑦
６４ＱＡＭ変調器⑧

８
混
合
器

JCSAT-４

CSﾁｭｰﾅｰ 1-1
CSﾁｭｰﾅｰ 1-2
CSﾁｭｰﾅｰ 1-3
CSﾁｭｰﾅｰ 1-4

CSﾁｭｰﾅｰ 4-1
CSﾁｭｰﾅｰ 4-2
CSﾁｭｰﾅｰ 4-3
ﾘｱﾙﾀｲﾑｴﾝｺｰﾀﾞ

・
・
・

TBC

分
配
器

分
配
器

CSﾁｭｰﾅｰ①JCSAT-3（EPG用）
CSﾁｭｰﾅｰ②JCSAT-4（EPG用）

EPG変換装置

４
分
配

器

８
分
配
器・

・
・

光受信機

伝送路送受信部

アップコンバータ

６４ＱＡＭ変調器①
６４ＱＡＭ変調器②
６４ＱＡＭ変調器③
６４ＱＡＭ変調器④
６４ＱＡＭ変調器⑤
６４ＱＡＭ変調器⑥
６４ＱＡＭ変調器⑦
６４ＱＡＭ変調器⑧

８
混
合
器

ＳＷ－ＨＵＢ

①

多
重
化
装
置

④

多
重
化
装
置

バックボーン

ｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑ管理装置 ﾕｰｻﾞｰ端末管理装
置

ルーター

Ｓ
Ｗ
ー
Ｈ
Ｕ
Ｂ

Ｓ
Ｗ
ー
Ｈ
Ｕ
Ｂ

８
混
合
器

デジタルヘッドエンド制御部

多重化制御装置

ECM生成装
置EMM生成装
置

システム制御装置

ヘッドエンド系統図

域放ケーブル株式会社

有線役務（株）／ヘッドエンド監視センタ

メディアコンバー
タ

メディアコンバー
タ

ｼｽﾃﾑ制御装置
（ｸﾗｲｱﾝﾄ）

加入者管理装置

Ｓ
Ｗ
ー
Ｈ
Ｕ
Ｂ

光受信
機

ｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑ管理装置
（ｸﾗｲｱﾝﾄ）

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

ＳＷ－ＨＵＢ

ＳＷ－ＨＵＢ

ブロードバンドサービス管理装置群

BS-４
後発機

70.0dBμV 104.1dBμV

105.0dBμV

117.0dBμV

80.0dBμV

Ｅ地区

B地区

Ａ地区

70.0dBμV

90.0dBμV

93.0dBμV

104.1dBμV

100BASE-T

100BASE-T

図番：HE001

自主放送・コミュニティー等

Ｓ
Ｃ
Ｒ

Ｓ
Ｃ
Ｒ

【添付図面】 ヘッドエンド系統図

光送信
機

光送信
機

光送信
機

光送信
機

Ｄ地区

Ｃ地区

地上デジタル再放送部
（ﾊﾟｽｽﾙｰ方式） 受信増幅器①

受信増幅器②
受信増幅器③
受信増幅器④
受信増幅器⑤
受信増幅器⑥
受信増幅器⑦
受信増幅器⑧

８
分
配
器

UHF

12.368GHz

12.703GHz

321MHz

369MHz

11.91928GHz

11.84256GHz 199.25MHz

205.25MHz

479MHz 479MHz

485MHz 485MHz
545MHz 545MHz ８

混
合
器

-
1
0
3 
-



E/O

Ａ地区

分

光

器

（
端
子
板
Ａ
）

第2系統 O/E701
SM８ｃ

ＣＬ
２６００m

第1系統 SM８ｃ １８００ｍ
O/E60
1

CL

12C210m

12C155m

12C320m

12C350m

12C420m

12C２６0m

PS

TR6011
1

TR60112 TR60113

TR60121 TR6012
2

TR60132 TR60133
12C170m

PS601
1

12C250m

TR60131

SM24ｃ シングルモード光ファイバ＊芯
数

E/O 光送信
機

O/E601 ノード/管理番号

双方向幹線分岐増幅
器

タップオフ4分岐器

設備系統図（A地区）

域放ケーブル株式会社ＣＬ クロー
ジャー

図番：BD101凡例

ヘッドエンド

O/E801
８８００ｍ第3系統 SM８ｃ

設備系統図（線路の一部について電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統の代表例）

㈱電気役務ネットワーク線

（略）

（略）

※ 線路のすべてについて自ら設置する系統、

線路 の一部について電気通信事業を営む者が
提供する 電気通信役務を 利用する系統、又は

線路のすべて について電気通信事業を営む者
が提供する電気通 信役務を利用する系統のそ
れぞれについて、その 代表例を記載すること。

HFCの例

-
1
0
4 
-



第８系統 SM24ｃ ３２００ｍ

E/O

分

光

器

（
端
子
板
Ｃ
）

ヘッドエンド

Ｃ地区
第７系統 SM48ｃ ５２００ｍ

O/E301
第９系統 SM24ｃ ５６００

ｍ

SM24ｃ シングルモード光ファイバ＊芯数E/O 光送信機

O/E60
1

ノード/管理番号

双方向幹線分岐増幅器

タップオフ4分岐器

設備系統図（C地区）

域放ケーブル株式会社ＣＬ クロージャー

図番：BD103凡例

O/E201

O/E101CL

12C210m

12C155m

12C320m

12C350m

12C420m

12C２６0m

PS

TR10111 TR10112 TR10113

TR10121 TR10122

TR10132 TR10133
12C170m

PS1011

12C250m

TR10132

設備系統図（線路のすべてについて自ら設置する系統の代表例）

（略）

（略）

HFCの例

-
1
0
5 
-
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TR60111

TR60112

O/E601 TR60112 TR60113
TO204

TO174
TO104

伝送距離

光1,800m

伝送距離

TR60111O/E601H
E

TR60113

下り伝送系レベルダイヤ

上り伝送系レベルダイヤ

レベルダイヤグラム（Ａ地区）図番：RD101

１８００ｍ ２１０ｍ ２６０ｍ ２５０ｍ

0 100 200 300 400            500         600           700m

域放ケーブル株式会社

第１系統

レベルダイヤグラム（図番ＢＤ１０１に記載した系統のレベルダイヤグラム）

93MHz（最低）
767MHz（最高）

HFCの例

-
1
0
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-
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ｄBμ
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H
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光5,200m

0 100 200 300 400            500         600           700m
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TR10111

TR10112

O/E101 TR10112 TR10113
TO204

TO174
TO104

伝送距離

光5,200m

伝送距離

TR10111O/E101H
E

TR10113

下り伝送系レベルダイヤ

上り伝送系レベルダイヤ

図番：ＲＤ103

５２００ｍ ２１０ｍ ２６０ｍ ２５０ｍ

0 100 200 300 400            500         600           700m

域放ケーブル株式会社

第７系統

レベルダイヤグラム（図番ＢＤ１０３に記載した系統のレベルダイヤグラム）

93MHz（最低）
767MHz（最高）

HFCの例

レベルダイヤグラム（Ｃ地区）

-
1
0
7 
-



設備系統図及びレベルダイヤグラム記載例

ｄBμ
20

15

10

5
0
-5

送信設備
（ＲＦ出力）

光送信器 光増幅器 ８
分
岐
カ
プ
ラ

光切替機 16
ポ
ー
ト

光
増
幅
器

32
分
岐
カ
プ
ラ

V-ONU
TV

算出根拠
ケーブル損失：０．３０ｄＢ／ｋｍ
融 着 損 失 ：０．０５ｄＢ／箇所
コネクタ損失：０．３０ｄＢ／箇所

ケーブル長：6.600ｋｍ
融着接続数：１２箇所
コネクタ数： ２箇所

損失：３．１８ｄＢ
【内訳】
ケ ー ブ ル 損 失 ： １ ． ９ ８ ｄ Ｂ
融 着 損 失 ： ０ ． ６ ０ ｄ Ｂ
コ ネ ク タ 損 失 ： ０ ． ６ ０ ｄ Ｂ

ケーブル長：6.951ｋｍ
融着接続数：１7箇所
コネクタ数： 4箇所

損失：４・１４ｄＢ
【内訳】
ケーブル損失：２．０９ｄＢ
融 着 損 失：０．８５ｄＢ
コネクタ損失：１．２０ｄＢ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

機器 光送信器 光増幅器 ８分岐カプラ 連絡線 光切替機 １６ポート光増幅器 ３２分岐カプラ 幹線、引込線 Ｖ－ＯＮＵ

入力レベル［ｄＢｍ］ (RF:75dB) ７．０ １７．０ ５．２ ２．０２ －０．９８ １８．０ ０．０ －４．１４

損失［ｄＢ］ ― ― １１．８ ３．１８ ３．０ ― １８．０ ４．１４ ―
出力レベル［ｄＢｍ］ ７．０ １７．０ ５．２ ２．０２ －０．９８ １８．０ ０．０ －４．１４ (RF:75dB)

備考
（相対強度雑音）

－１５５ｄＢ
（雑音指数）
５．１ｄＢ

FTTHの例

図番：105

域放ケーブル株式会社

設備系統図及びレベルダイヤグラム
（Ｄ地区）

-
1
0
8 
-
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（２）誓約書【別表第三十二号（第 136条第１項関係）】 

 

別表第三十二号（第 136条第１項関係） 

 

誓  約  書 

 

令和２年１２月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

登録申請者が放送法第 128条第１号から第５号までに該当しないことを誓約します。 
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（３）事業計画書【別表第三十三号（第 136条第２項第１号関係）】 

 

別表第三十三号（第 136条第２項第１号関係） 

長 

 

 

 

辺 

事業計画書 

（別紙） 

☑⑴ 役員等に関する事項 

☑⑵ 放送番組の編集の基準 

☑⑶ 放送番組の編集に関する基本計画 

☑⑷ 週間放送番組の編集に関する事項 

☑⑸ 放送番組の審議機関に関する事項 

☑⑹ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

☑⑺ 一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 
 

短     辺    （日本産業規格Ａ列４番によること。） 

 

別紙⑴ 役員等に関する事項 

ふ り が な 
住  所 役 名 担当部門 兼職 備考 

氏 名 

 

有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

  

 

 

桜田
さくらだ

 一郎
いちろう

 

 

 

永田
な が た

 町子
ま ち こ

 

 

 

新橋
しんばし

 太郎
た ろ う

 

 

東京都千代田

区 

 

埼玉県さいた

ま市 

 

東京都足立区 

 

 

千葉県習志野

市 

 

 

(代)取締役

社長(常) 

 

取締役(常) 

 

 

取締役 

 

 

監査役 

 

統括 

 

 

営業部門 

 

 

放送事業部門 

 

 

 

 

㈱ケーブル工

事社 取締役 

 

ネット販売㈱ 

取締役(常) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員又は役員予定者の履歴書を添付す

るほか役員予定者については役員就任

承諾書を添付すること。 
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別紙⑵ 放送番組の編集の基準 

 

 

 

 

 

別紙⑶ 放送番組の編集に関する基本計画 

１ テレビジョン放送 

(1) 放送番組名「コミュニティチャンネル」 

行政情報・タウン情報・地域イベント・教養・教育・娯楽・スポーツなど

といった番組編成とし、有料放送により視聴者の期待に幅広く応える。 

放送番組の時間帯は、１週間を通じて、原則として午前６時から午前２時ま

でとし、放送番組は視聴者の生活時間やニーズを意識して編成する。 

 

（以下省略） 

 

２ テレビジョン放送以外の放送 

  該当なし。 

 

  

放送番組の種別及び放送の対象とする

者に応じて放送番組の編集の基準又は

その案を記載。 
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別紙⑷ 週間放送番組の編集に関する事項 

ア 放送番組表 

曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

6:00-6:30 

10:00-10:30 

14:00-14:30 

18:00-18:30 

22:00-22:30 

健康家族 

-今日のツボ 

 

健康家族 

-今日のツボ 

健康家族 

-今日のツボ 

 

健康家族 

-今日のツ

ボ 

 

健康家族 

-今日のツ

ボ 

 

情報広場

(30分のリ

ピート放

送) 

今月の特集 

-写真 

-山菜  

など 

地域ライ

ブ 

-公民館対

抗将棋大

会 

-水産まつ

り中継 

-市民マラ

ソン大会 

6:30-7:00 

10:30-11:00 

14:30-15:00 

18:30-19:00 

22:30-23:00 

今日の献立 

-食生活メモ 

 

今日の献立 

-食生活メモ 

今日の献立 

-食生活メモ 

今日の献立 

- 食 生 活 メ

モ 

今日の献立 

- 食 生 活 メ

モ 

7:00-7:30 

11:00-11:30 

15:00-15:30 

19:00-19:30 

23:00-23:30 

情報広場 

（土曜日の再

放送） 

インターネッ

ト入門 

情報広場 

（土曜日の再

放送） 

インターネ

ット入門 

情報広場 

（土曜日の

再放送） 

7:30-8:00 

11:30-12:00 

15:30-16:00 

19:30-20:00 

23:30-0:00 

実践ガーデニ

ング 

俳句入門 お金やりくり

講座 

フィッシン

グ 

こころの旅 

8:00-8:30 

12:00-12:30 

16:00-16:30 

20:00-20:30 

0:00-0:30 

おとなりのペ

ット拝見 

ゴルフ講座 囲碁一番 将棋入門 週末はアウ

トドア 

8:30-9:00 

12:30-13:00 

16:30-17:00 

20:30-21:00 

0:30-1:00 

いきいき！健

康塾 

身近な生活科

学 

いきいき！健

康塾 

身近な生活

科学 

いきいき！

健康塾 

9:00-9:30 

13:00-13:30 

17:00-17:30 

21:00-21:30 

1:00-1:30 

情報広場 

（土曜日の再

放送） 

歌の広場 情報広場 

（土曜日の再

放送） 

歌の広場 情報広場 

（土曜日の

再放送） 

9:30-10:00 

13:30-14:00 

17:30-18:00 

21:30-22:00 

1:30-2:00 

地域ホットイ

ンフォメーシ

ョン 

地域ホットイ

ンフォメーシ

ョン 

地域ホットイ

ンフォメーシ

ョン 

地域ホット

インフォメ

ーション 

地域ホット

インフォメ

ーション 

計 ２０時間 ２０時間 ２０時間 ２０時間 ２０時間 ２０時間 ２０時間 

合   計      １４０時間 

（有料放送 １４０時間 100％） 

備考  
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イ 他から供給を受ける放送番組の時間等 

供給者名 １週間の放送時間 供給に関する協定等の有無 

㈱コンテンツ・バンク 

 

 

㈱ミュージック・セン

トラル 

 

㈱企画配信センター 

31時間30分 

(うち有料放送31時間30分) 

 

5時間00分 

(うち有料放送5時間00分) 

 

36時間00分 

(うち有料放送36時間00分) 

有（協定書は別添のとおり） 

有（協定書は別添のとおり） 

 

無（交渉中。状況は別添のと

おり） 

合    計            72時間30分（51.7％） 

 

ウ 同時再放送を行う放送番組 

放 送 番 組 備  考 

ＮＨＫ東京テレビジョン放送局（総合）の放送の同時再放送 

ＮＨＫ東京テレビジョン音声多重放送局（総合）の放送の同時再放送 

ＮＨＫ東京テレビジョン文字多重放送局（総合）の放送の同時再放送 

(映像)91.25MHz 

(音声)95.75MHz 

ＣＳ放送「アニメファクトリー」（テレビジョン音声多重を含む）の同時

再放送（ＣＨ３００） 

(中心周波数) 

303.00MHz 

 

別紙⑸ 放送番組の審議機関に関する事項 

ふ り が な 
住 所 性別 生 年 月 日 職  業 備 考 

委 員 の 氏 名 

新橋
しんばし

 陽一
よういち

 

 

品川
しながわ

 浩二
こ う じ

 

 

東
ひがし

 京子
きょうこ

 

 

目白
め じ ろ

 謙吾
け ん ご

 

 

大塚
おおつか

 重肋
しげろく

 

 

東京都港区 

 

東京都港区 

 

東京都千代田区 

 

東京都豊島区 

 

東京都豊島区 

 

男 

 

男 

 

女 

 

男 

 

男 

 

昭23.11.3 

 

昭34.5.17 

 

昭32.7.11 

 

昭46.2. 5 

 

昭38.1.13 

 

東都大学教授 

 

作家 

 

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 

 

塾講師 

 

弁護士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員総数 ５名 
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別紙⑹ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

【放送番組の編集の機構図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集責任者の権限】 

１ 放送担当取締役 

 

（以下、略） 

 

別紙⑺ 一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 

ア 兼営する事業 

兼営する事業の名称 事業の概要 

電気通信事業（インターネット事業） インターネット接続サービス 

 

イ 他の事業への出資 

事 業 者 

の 名 称 

資 本 金 

（ Ａ ） 

事 業 の 

概 要 

出 資 の 額 

（ Ｂ ） 

出 資 の 比 率 

(B)/ (A)×100 
備 考 

㈱コンテンツ・

バンク 

40百万円 

 

番組制作事業 8000千円 

 

20.0％ 

 

 

 

 

 

  

社長 

番 組 編 成 

番 組 制 作 

番 組 管 理 放 送 番 組 審 議 機 関 

放送担当取締役 編成制作部長 



 

- 115 - 

 

（４）一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力【別表第三十四号（第 136条第２項

第２号関係）】 

 

別表第三十四号（第 136条第２項第２号関係） 

 

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 

 

１ 業務を確実に実施することができる体制 
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 ２ 業務に従事する者の実務経験等 

 

 

  



 

- 117 - 

 

（５）登録一般放送業務開始届出書【別表第三十五号（第 138条第１項関係）】 

 

別表第三十五号（第 138条第１項関係） 

 

登録一般放送業務開始届出書 

 

令和２年１２月３日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

登録一般放送の業務の開始について、放送法第 129条第１項の規定により届け出ます。 

登録番号 第ＺＺ０９９９号 

登録年月日 令和２年１２月１日 

業務開始の期日 平成３年１月１日 
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（６）登録一般放送業務休止（変更）届出書【別表第三十六号（第 138条第２項関係）】 

 

別表第三十六号（第 138条第２項関係） 

 

登録一般放送業務休止（変更）届出書 

 

令和２年１２月２０日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

登録一般放送の業務の休止について、放送法第 129条第２項の規定により届け出ます。 

登録番号 第ＺＺ０９９９号 

登録年月日 平成２３年８月３１日 

休止年月日及び休止期間 令和３年１月１日から令和３年２月２８日まで 

５９日間 

変更理由 ― 

 

  

休止期間中において、当該休止に関す

る加入者への周知方法等（周知開始時

期、周知する内容、休止期間中の料金

の扱い、休止期間の前後・休止期間中

の加入者の応対に対する社内体勢等）

具体的な対応計画等をまとめた資料を

添付すること。 
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（７）変更登録申請書【別表第三十八号（第 140条第１項関係）】 

 

別表第三十八号（第 140条第１項関係） 

 

変更登録申請書 

 

令和２年１２月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

登録年月日及び登録番号 平成２３年８月３１日 

第ＺＺ０９９９号 

 

 放送法第 130条第１項の規定により総務大臣の変更登録を受けたいので、同条第２項の規

定により申請します。 

変更事項 
業務区域（放送法第 126 条第２項第４号） 

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要（同項第３号） 

変更内容 

変更前 変更後 

業務区域 

東京都千代田区霞が関１丁目

～３丁目、港区、中央区 

 

一般放送の業務に用いられる電

気通信設備の概要 

 別紙のとおり 

業務区域 

東京都千代田区霞が関１丁目

～３丁目、港区、中央区、文

京区 

一般放送の業務に用いられる電

気通信設備の概要 

 別紙のとおり 

予定期日 令和３年１月１日 

変更の理由 業務区域の拡大（東京都文京区を追加）に伴うもの 

 

  以下の書類も添付する。 

○ 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類

（当該変更に係るものに限る。） 

○ 再放送の同意に係る事項（当該変更に係るものに限る。） 

○ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し（当該変更に

係るものに限る。） 

○ 法第 126 条第３項の法第 128 条第１号から第５号までに該当しないことを誓約する書面（規則別表第三十二号） 

○ 事業計画書（規則別表第三十三号）（当該変更に係るものに限る。） 

○ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類（規則別表第三十四号）（当該変

更により、登録（又は直前の変更登録）の申請時に提出した書類に変更が生じる場合に限る。） 
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（８）変更届出書【別表第三十九号（第 140条第３項関係）】 

 

別表第三十九号（第 140条第３項関係） 

 

変更届出書 

 

令和２年１２月５日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 霞
かすみ

 一郎
いちろう

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

登録年月日及び登録番号 平成２３年８月３１日 

第ＺＺ０９９９号 

 

 登録に係る氏名等に変更があつたので、放送法第 130 条第４項の規定により届け出ます。 

変 更 事 項 代表者の氏名（放送法第 126 条第２項第１号） 

変 更 前 変 更 後 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆ う

放
ほ う

 光太郎
こ う た ろ う

 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 霞
かすみ

 一郎
い ち ろ う

 

変 更 年 月 日 令和２年１２月１日 

 

  
以下の書類も添付する。 

○ 法第 126 条第３項の法第 128 条第１号から第５号までに該当しないことを誓約する書面

（規則別表第三十二号）（氏名又は名称、法人にあっては、その代表者の氏名の変更を行った

ときに限る。） 

○ 事業計画書（規則別表第三十三号）（当該変更に係るものに限る。） 

○ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類（規則別表

第三十四号）（※ 当該変更により、登録（又は直前の変更登録）の申請時に提出した書類に

変更が生じる場合に限る。） 
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（９）有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務開始届出書【別表第四十の一

号（第 141条関係）】 

 

別表第四十の一号（第 141条関係） 

 

有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務開始届出書 

 

令和２年１２月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

 有線一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。以下同じ。）の業務を次のとおり行

うので、放送法第 133条第１項の規定により届け出ます。 

届出者 
代表権を有する役員の氏名 

○○ ○○○ 

一般放送の種類 有線一般放送－テレビジョン放送 

使

用

施

設 

自己の設備又は他人の

設備の別 

自己の設備 

設備の規模 ３００ 

ヘッドエンドの設置場

所 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 

主たる演奏所の設置場

所 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 

受信空中線の設置場所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

線路及び付近の道路、鉄

道、軌道等の位置 

別紙のとおり。 

業 

 

 

 

務 

使用する周波数 用  途 再放送の同意 
同意を得た放送事業

者名 

509MHz 同時再放送 有 NHK○○テレビ放送局 

516MHz 自主放送   

    

    

    

    

業務区域 地図に記載のとおり 
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放

送

番 

組

に

関

す

る

事

項 

放送番組の編集の基準 放 送 時 間 

 １日当たり   

１２時間 

主たる放送事項 

 ○○市からの周知・広報内容 

業務開始の予定期日 令和２年１２月２

４日 

業務開始時の受信契約

者の見込数 

１００ 

（  ５０   ） 

有料放送の実施 ☑有料放送を含む   □有料放送を含まない 

 

  以下の書類も添付する。 

○ 再放送の同意に係る事項（再放送同意書） 

○ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の

事実を証する書面の写し 

届出者が、自身

の番組編集のた

めに定める基準

を記載するこ

と  
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（１０）  一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務

開始届出書記載事項変更届【別表第四十一の一号（第 144条関係）】 

 

別表第四十一の一号（第 144条関係） 

 

一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除く。） 

業務開始届出書記載事項変更届 

 

令和３年１月１０日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

令和２年１２月１日付けの   一般放送（有線一般放送にあつては、小規模施設特定

有線一般放送を除く。）業務開始届出書の記載事項の一部を次のとおり変更するので、放送

法第 133条第２項の規定により届け出ます。 

変更事項 変更前 変更後 変更の理由 予定期日 

業務を執行する

役員の氏名 

○○ ○○ □□ □□□ ○○ ○○の退

職により、□□ 

□□□を新役員

として選任する

予定であるため 

令和３年１月３

０日 

     

     

 

 

  
以下の書類も添付する。 

○ 一般放送の業務区域を変更しようとする場合は、変更前及び変更後の一般

放送の業務区域を記載した地図 

○ 再放送の同意に係る事項（再放送同意書）（当該変更に係るものに限る。） 

○ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の

事実を証する書面の写し（当該変更により、登録（又は直前の変更登録）の

申請時に提出した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合

に限る。） 

有線 

地上 

有線 

地上 

有線 

地上 
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（１１）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務承継届出書【別表第四十二の一

号（第 145条関係）】 

 

別表第四十二の一号（第 145条関係） 

 

一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）業務承継届出書 

 

令和３年２月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

総務
そ う む

放送
ほうそう

ネットワーク
ね っ と わ ー く

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

  

日比谷
ひ び や

 千代
ち よ

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

 一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）の地位を承継したので、放

送法第 134 条第２項の規定により届け出ます。 

承継年月日 令和３年１月１５日 

被承継者 域放ケーブル株式会社 

代表取締役社長 有放 光太郎 

承継した一般放送事業者の地位に係る登録年

月日及び登録番号（届出一般放送事業者にあ

つては、一般放送の業務の開始届出年月日） 

登録年月日：平成 23 年８月 31 日 

登録番号：第ＺＺ０９９９号 

放送法第 128 条第１号から第５号までの該当

の有無（登録一般放送事業者に限る。） 
□ 有    □ 無 

備考 別紙のとおり、域放ｹｰﾌﾞﾙ㈱の事業再編に

伴い、同社が行う有線一般放送事業を行う

業務の全部について譲渡を受けたため 

 

 

 

 

  

以下の書類も添付する。 

○ 承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは定款又は寄附行為及び業務執行する

役員の氏名を記載した書面、一般放送事業者以外の団体であるときはこれに準じる書面

及び業務を執行する役員の氏名を記載した書面 

○ 承継に伴い、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分等を必要とする場合に

は、当該承継に係る部分の当該処分等の事実を証する書面 

○ 事業計画書（規則別表第三十三号）別紙（１）及び（５） 
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（１２）一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務の廃止届出書【別表第四十三

の一号（第 146 条第１項関係）】 

 

別表第四十三の一号（第 146条第１項関係） 

 

一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務の廃止届出書 

 

令和３年４月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 霞
かすみ

 一郎
いちろう

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

 一般放送（小規模施設特定有線一般放送を除く。）の業務を次のとおり廃止したので、放送

法第 135条第１項の規定により届け出ます。 

理由 通信事業を中心とした事業再編成を行うた

め 

一般放送の業務を廃止した法人が行つて

いた一般放送の業務に係る登録年月日及

び登録番号（届出一般放送事業者にあつ

ては、一般放送の業務の開始届出年月

日） 

登録年月日：平成 23 年８月 31 日 

登録番号：第ＺＺ０９９９号 

業務区域 東京都千代田区霞が関１丁目～３丁目、港

区、中央区 

廃止年月日 令和３年３月３１日 
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（１３）一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法人の解散届出書

【別表第四十四の一号（第 146条第２項関係）】 

 

別表第四十四の一号（第 146条第２項関係） 

 

一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法人の解散届出書 

 

令和３年４月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住     所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

（ふりがな） 

氏     名 放送
ほうそう

メディア
め で ぃ あ

法律
ほうりつ

事務所
じ む し ょ

 

弁護士
べ ん ご し

 周波
しゅうは

 数夫
か ず お

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

 一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。）たる法人が解散したので、

放送法第 135 条第２項の規定により届け出ます。 

解散した法人の名称及び代

表者の氏名 

域放ケーブル株式会社 

代表取締役社長 有放 光太郎 

解散した法人が行つていた

一般放送の業務に係る登録

年月日及び登録番号（届出

一般放送事業者にあつて

は、一般放送の業務の開始

届出年月日） 

登録年月日：平成２３年８月３１日 

登録番号：第ＺＺ０９９９号 

解散年月日 令和３年３月３１日 
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（１４）重大な事故報告書（詳細）【別表第四十六号（第 156条関係）】 

 

別表第四十六号（第 156条関係） 

 

重大な事故報告書（詳細） 

 

令和２年７月２９日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

登 録 番 号 第ＺＺ０９９９号 

 

放送法第 137条の規定に基づき、重大な事故報告書を提出します。 

発生年月日及び時刻 

令和２年7月10

日  

20時10分 

復旧年月日

及び時刻 

令和２年7月

11日  

23時00分 

発生場所 
東京都千代田区霞が関2-1-2 

域放ケーブル株式会社 

事故の原因となつた有線一般放送の業

務に用いられる電気通信設備の概要 

ヘッドエンド設備において受信空中線において

受信した放送波を混合する光波長多重合波器 

（別図を参照） 

発生状況 

提供している全ての放送が視聴できなくなった

。 

本事故の影響で、一帯(影響利用者数：55000世

帯)に提供する放送が停止。 

措置模様 

20時10分 視聴者から「テレビが映らなくな

った」との電話連絡有り。 

      同時刻、ネットワーク管理部に確

認したが、伝送路上に光ファイバ切

断等の異常は確認できず。 

20時20分 受信空中線及びヘッドエンドにつ

いて確認を開始。 

20時35分 受信空中線に異常は見つけられず

。 

21時10分 光波長多重合波器に不具合がある

ことを確認。 
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21時15分 予備の合波器が保守拠点になかっ

たため、機器の製造メーカに電話連

絡し、当該機器の配送を依頼。 

22時20分 光波長多重合波器が到着。 

22時25分 機器の取り替え作業開始。 

22時45分 取り替え作業終了。疎通確認作業

開始。 

23時00分 復旧を確認。 

発生原因 

当該機器は3週間前にも不具合が発生したが、

その際には保守拠点にあった予備と交換するこ

とで比較的早期に停波が解消したが、同じ機器

で同様の事象が発生したこと、及び、保守拠点

に当該機器の在庫が既になかったことから、復

旧に時間がかかってしまった。 

再発防止策 

○ 予備機器の保守拠点への配備数をこれまで

の故障頻度も考慮し増加する。（完了） 

○ 復旧までの時間短縮の観点から、ヘッドエ

ンドの冗長化（コールドスタンバイ）を実施

（平成23年12月末） 

利用者対応状況 

利用者からの申告数：500件 

障害状況のホームページ掲載：7月12日 12時

10分 

 

  以下の書類も添付する。 

○ 事故の原因となった有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

の役割が分かる設備構成図等 

○ 事故が影響を与えた影響範囲の地図等（事故が影響を与えた地域の

記載を行わない場合に限る。） 
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（１５）有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書【別表第四十九号（第 159

条関係）】 

 

別表第四十九号（第 159条関係） 

 

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書 

 

令和３年６月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

登 録 番 号 第ＺＺ０９９９号 

 

放送法施行規則第 159条の規定により、令和２年４月１日から令和３年３月 31日までの登

録に係る電気通信設備の状況を、次のとおり報告します。 

⑴ 設備

の概況 

引込端子の数  86,000端子 

受信契約者数  77,600世帯 

主な業務区域  東京都千代田区霞が関○丁目△番 

⑵ 設備

の保守

状況 

機器については、株式会社地域電工に保守委託 

ネットワーク運用は自社の要員により実施 

⑶ 事故

発生状

況 

発 生

年 月

日 

（発

生時

刻） 

復 旧

年 月

日 

（ 復

旧 時

刻） 

影 響

地域 

影 響

利 用

者数 

主 な

発 生

原因 

故障

設備 

措置

模様 

備

考 

影響を受けた

有線一般放送

の業務 

令和3

年6月

4日(3

時10

分) 

令和3

年6月

4日(3

時45

分) 

全域 5 万以

上 

自 然

故障 

ヘッ

ドエ

ンド

設備 

ハー

ドウ

ェア

交換 

 地上

デジ

タル

放送

全チ

ャン

ネル 

Ｃ

Ｓ

デ

ジ

タ

ル

放

送

３
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チ

ャ

ン

ネ

ル 
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（１６）再放送の役務の提供条件に関する契約約款（変更）届出書【別表第五十号（第 164条関

係）】 

 

別表第五十号（第 164条関係） 

 

再放送の役務の提供条件に関する契約約款（変更）届出書 

 

令和２年１２月１日 

 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

放送法第 140条第 2項の規定により、再放送の役務の提供条件に関する契約約款（の変

更）を届け出ます。 

 

  

○ 再放送の役務の提供条件が含まれ

る契約約款を添付すること。 

○ 変更の場合は、新旧対照表も併せ

て添付すること。 
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（１７）裁定申請書【別表第五十一号（第 166条関係）】 

 

別表第五十一号（第 166条関係） 

 

裁定申請書 

 

令和２年１２月１日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

電 話 番 号 ０３－５２５３－６１１１ 

 

 

再放送同意について協議が  のため、放送法第 144 条第１項の規定により、下記のとお

り裁定を申請します。 

 

記 

 

１ 申請に係る基幹放送事業者の氏名（法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏

名）及び住所 

  名称：○○放送株式会社 

  代表者の氏名：○○ ○○ 

住所：〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番○号 

２ 申請に係る再放送の概要 

⑴  再放送しようとするテレビジョン放送 

     ○○放送株式会社 ○○テレビジョン放送局の放送 

⑵  再放送の義務を行おうとする区域 

     ○○県○○市、○○県○○郡○○町 

⑶  再放送の実施の方法 

     同時再放送 

⑷  申請者が希望する再放送の開始期日 

裁定があり次第、速やかに 

３ 協議の経過 

４ その他参考となる事項 

 

 

  

不調 

不能 

注１ 

「３協議の経過」については、個別の

事案に応じて、経過を詳細に記載。 

「４ その他参考となる事項」につい

ても、個別の事案に応じた参考となる

事項を記載。 

「３協議の経過」については、個別の

事案に応じて、経過を詳細に記載。 

「４ その他参考となる事項」につい

ても、個別の事案に応じた参考となる

事項を記載。 
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（１８）委任状（代理人による申請手続き等の場合） 

 

委任状 

 

令和２年１２月１日 

総務大臣 殿 

（委 任 元 ） 

郵 便 番 号 １００－８９２６ 

住 所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

( ふ り が な ) 

氏 名 域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 有
ゆう

放
ほう

 光太郎
こ う た ろ う

 

 

下記の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 

 

記 

 

１ 代理人 

  名称：○○株式会社 

  代表者の氏名：○○ ○○ 

住所：〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番○号 

 

担当者の氏名：○○ ○○ 

電話番号：○○－○○○○－○○○○  メールアドレス：○○○○＠soumu.example 

 

２ 委任元連絡先 

担当者の氏名：○○ ○○ 

電話番号：○○－○○○○－○○○○  メールアドレス：○○○○＠ikihou.example 

 

３ 委任する事項 

放送法に基づく有線一般放送に係る申請及び届出に関する業務 

有線電気通信法に基づく有線電気通信設備に係る届出に関する業務 

その他付随する業務 

 

４ 委任する期間（代理人に委任する期間を記載すること。） 

例１：委任状作成日から〇ヶ月間 

例２：令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで 

例３：「登録番号〇〇号」に関する○○申請が完了するまで 
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３ その他届出書 

   登録免許税納付届出書（様式例・記載例） 

 

登録免許税納付届 

 

令和２年９月２５日 

 

 

 総 務 大 臣 殿 

 

〒１００－８９２６ 

                     東京都千代田区霞が関２－１－２                     

域
いき

放
ほう

ケーブル
け ー ぶ る

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 

有
ゆ う

放
ほ う

 光太郎
こ う た ろ う

 

 

 

 

 

 次のとおり登録免許税を納付しましたので、届け出ます。 

１ 納付の期限 令和２年９月３０日（注１） 

２ 納付すべき登録免許税の額 金 ９万円 

３ 免許等の年月日及び番号 平成２３年８月３１日 第ＺＺ０９９９号(注２） 

４ 免許等の種別又は種類  一般放送事業者の登録 

 

 

＊別紙 登録免許税納付届領収証書はり付け箇所 

 

（注１） 登録から一月を経過する日 

（注２） 登録した日付及び登録番号 
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（登録免許税納付届領収証書はり付け箇所） 
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４ 申請等提出書類一覧 
（１）申請、届出等 

 
事  由 提 出 書 類 

登 

録 

申 

請 

一般放送（有線一般放送）の業務の登録を受けよ

うとするとき 

 

【法第１２６条、規則第１３４条・第１３６条】 

１ 登録申請書（規則別表第三十一号） 

以下の書類等を含む。 

・ 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備

を権原に基づいて利用できることを証する書類 

・ 再放送の同意に係る事項 

・ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者

等の承諾の事実を証する書面の写し 

２ 法第126条第３項の法第128条第１号から第５号までに該当しないこ

とを誓約する書面（規則別表第三十二号） 

３ 事業計画書（規則別表第三十三号） 

４ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを

説明した書類（規則別表第三十四号） 

登
録
一
般
放
送 

業
務
開
始
届 

登録一般放送の業務の登録を受けたとき 

 

【法第１２９条第１項、規則第１３８条第１項】 

○ 登録一般放送業務開始届出書（規則別表第三十五号） 

登
録
一
般
放
送
業
務 

休
止
（
変
更
）
届 

○登録一般放送の業務を１月以上休止するとき 

○休止期間を変更するとき 

【法第１２９条第２項、規則第１３８条第２項】 

○ 登録一般放送業務休止（変更）届出書（規則別表第三十六号） 

  以下の資料を含む。 

  ・ 加入者への周知方法等、具体的な対応計画等の資料 

変 

更 

登 

録 

申 

請 

一般放送（有線一般放送）の業務に関し、次の事

項に変更が生じるとき 

①一般放送の種類 

②一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概

要 

③業務区域 

 

【法第１３０条第２項、規則第１４０条第１項及

び第２項】 

１ 変更登録申請書（規則別表第三十八号） 

以下の書類等を含む。 

※ 当該変更に係るものに限る。 

・ 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備

を権原に基づいて利用できることを証する書類 

・ 再放送の同意に係る事項 

・ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者

等の承諾の事実を証する書面の写し 

２ 法第126条第３項の法第128条第１号から第５号までに該当しないこ

とを誓約する書面（規則別表第三十二号） 

３ 事業計画書（規則別表第三十三号） 

  ※ 当該変更に係るものに限る。 

４ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを

説明した書類（規則別表第三十四号） 

  ※ 当該変更により、登録（又は直前の変更登録）の申請時に提出

した書類に変更が生じる場合に限る。 
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事  由 提 出 書 類 

変 

更 

登 

録 

届 

○氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名の変更を行ったとき 

 

○総務省令で定める軽微な変更を行ったとき 

 

【法第１３０条第４項、規則第１４０条第３項】 

１ 変更届出書（規則別表第三十九号） 

２ 法第126条第３項の法第128条第１号から第５号までに該当しないこ

とを誓約する書面（規則別表第三十二号） 

※ 氏名又は名称、法人にあっては、その代表者の氏名の変更を行

ったときに限る。 

３ 事業計画書（規則別表第三十三号） 

※ 当該変更に係るものに限る。 

４ 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを

説明した書類（規則別表第三十四号） 

  ※ 当該変更により、登録（又は直前の変更登録）の申請時に提出

した書類に変更が生じる場合に限る。 

一
般
放
送
業
務
開
始
届 

一般放送（有線一般放送）の業務を行おうとする

とき（登録に係るものを除く。） 

 

【法第１３３条第１項、規則第１４１条・第１２

１条】 

１ 一般放送業務開始届出書（規則別表第四十号） 

  以下の書類等を含む。 

・ 再放送の同意に係る事項 

２ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の

承諾の事実を証する書面の写し 

一
般
放
送
業
務
開
始
届
出
書 

記
載
事
項
変
更
届 

届出した一般放送業務開始届に記載した事項を変

更しようとするとき 

 

【法第１３３条第２項、規則第１４４条】 

１ 一般放送業務開始届出書記載事項変更届（規則別表第四十一号） 

  以下の書類等を含む。 

※ 当該変更に係るものに限る。 

・ 再放送の同意に係る事項 

２ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の

承諾の事実を証する書面の写し 

※ 当該変更により、登録（又は直前の変更登録）の申請時に提出

した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合に

限る。 

一
般
放
送
業
務
承
継
届 

一般放送事業者の地位を承継したとき 

 

【法第１３４条第２項、規則第１４５条】 

１ 一般放送業務承継書（規則別表第四十二号） 

２ 承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは定款又は寄附行為

及び業務執行する役員の氏名を記載した書面、一般放送事業者以外の

団体であるときはこれに準じる書面及び業務を執行する役員の氏名を

記載した書面 

３ 承継に伴い、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分等を

必要とする場合には、当該承継に係る部分の当該処分等の事実を証す

る書面 

４ 事業計画書（規則別表第三十三号）別紙（１）及び（５） 

廃
止
届 

一般放送の業務を廃止したとき 

【法第１３５条第１項、規則第１４６条第１項】 

○ 廃止届出書（規則別表第四十三号） 

解
散
届 

電気通信役務利用放送事業者が解散したとき 

【法第１３５条第２項、規則第１４６条第２項】 

○ 解散届出書（規則別表第四十四号） 



- 138 - 
 

事  由 提 出 書 類 

指
定
再
放
送
事
業
者
の
指
定 

（
指
定
の
変
更
）
に
係
る
調
査 

に
必
要
な
書
類
の
提
出 

指定再放送事業者の指定及び指定の変更について

、規則第１６１条第１項第１号へ及びト並びに同

項第２号の基準に適合しているかどうかを調査す

るため必要があると認めるとき 

【法第１４０条第１項、規則第１６１条第２項・

第５項】 

○ 左の基準に適合しているかどうかを調査するために必要な書類 

契
約
約
款
の
届 

及
び
変
更
届 

○ 指定再放送事業者が再放送の役務の提供条件

について契約約款を定め、その実施前に届出 

○ 契約約款を変更しようとするとき 

【法第１４０条第２項、規則第１６４条】 

１ 契約約款（変更）届出書（規則別表第五十の様式） 

２ 契約約款 

  ※ 変更の場合は新旧対照表も併せて提出。 

あ
っ
せ
ん
・
仲
裁
の
申
請 

法第１４２条第１項のあっせん又は同条第３項の

仲裁の申請をするとき 

（電気通信紛争処理委員会手続規則第６条の規定

に基づき地方局を経由して行う場合） 

【法第１４２条第１項・第３項、電気通信紛争処

理委員会手続規則第４条第３項、第５条第３項、

第６条】 

○ あっせん申請書又は仲裁申請書（電気通信紛争処理委員会手続規則

様式第３又は様式第６） 

裁 

定 

申 

請 

有線一般放送の業務を行う一般放送事業者（登録

一般放送事業者については、指定再放送事業者に

限る。）が、法第１４４条第１項に基づき総務大

臣に裁定を申請しようとするとき 

【法第１４４条第１項、規則第１６６条】 

○ 裁定申請書（規則別表第五十一号の様式） 

裁
定
申
請
に
係
る 

基
幹
放
送
事
業
者 

の
意
見
書 

裁定申請に係る基幹放送事業者に、相当の期間を

指定して、意見書を提出する機会を与え、これを

受けて提出するとき 

【法第１１４条第２項、規則第１６７条】 

○ 意見書（様式適宜） 

事
業
計
画
書
変
更
届 

役員等に関する事項【規則第１７０条第１項】 １ 事業計画書（規則別表第三十三号）（当該変更に係るものに限る。

）に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白

に変更年月日を記載したもの。 

２ 役員等に関する事項に変更があった場合には、新たに選任された役員

等の履歴書を添えること。 

一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業

務概要【規則第１７０条第１項】 

週間放送番組の編集に関する事項 

(毎年５月及び１１月までに提出) 

【規則第１７０条第１項】 

○ ４月及び１０月の週間放送番組表（様式適宜） 

 

 

放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

【規則第１７０条第１項】 

○ 変更事項について新旧を対比したもの（様式適宜） 

 

その他の事項 
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（２）報告等 
 

区分 

要   領 

事 由 報告等内容(報告等の様式等） 
報告等をする事業者から

の報告等時期 

重
大
事
故
に
係
る
発
生
後
速
や
か
な
報
告 

登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止そ

の他の重大な事故（一般放送の業務に用いられる

電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用い

て行われる放送の全部又は一部を停止させた事故

であって、当該放送の停止を受けた利用者の数が

３万以上であり、かつ、当該放送の停止時間が２

時間以上のもの）である報告を要する事由が発生

した後の速やかな報告 

【法第１３７条、規則第１５６条・第１５７条】 

適当な方法により、以下の事項について

報告。 

１ 報告を要する事由の発生日時 

２ 発生場所 

３ 概要 

４ 理由又は原因 

５ 措置模様 

６ その他参考となる事項 

当該報告を要する事由の

発生後速やかに 

重
大
事
故
報
告
書
（
詳
細
報
告
）  

登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止そ

の他の重大な事故（一般放送の業務に用いられる

電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用い

て行われる放送の全部又は一部を停止させた事故

であって、当該放送の停止を受けた利用者の数が

３万以上であり、かつ、当該放送の停止時間が２

時間以上のもの）である報告を要する事由が発生

したとき、その詳細について、当該報告を要する

事由が発生した日から３０日以内に報告書を提出 

【法第１３７条、規則第１５６条・第１５７条】 

１ 重大な事故報告書（詳細）（規則別表

第四十六号） 

２ 事故の原因となった有線一般放送の業

務に用いられる電気通信設備の役割が分

かる設備構成図等 

３ 事故が影響を与えた影響範囲の地図等 

  ※ 事故が影響を与えた地域の記載を

行わない場合に限る。 

当該報告を要する事由が

発生した日から３０日以

内 

登
録
に
係
る
電
気
通
信 

設
備
の
状
況
報
告
書 

前年４月１日から当年３月３１日までの登録一般

放送の業務に係る電気通信設備の状況の報告 

【法第１３９条第１項、規則第１５９条】 

○ 有線一般放送の業務に用いられる電気

通信設備の状況報告書（規則別表第四十

九号） 

（注） 

毎年６月末日まで 

受
信
契
約
者
数
の
記
録

の
提
出 

前年４月１日から当年３月３１日までの期間中に

おける受信契約者数を簡明に記載した記録の提出 

【規則第１６９条】 

○ 前年４月１日から当年３月３１日まで

の期間中における受信契約者数を簡明に

記載した記録に係る書面（別に定め、提

示する様式による） 

（注） 

毎年６月末日まで 

事
業
収
支
の
結
果
及
び 

計
算
書
類
の
報
告 

一般放送事業者（同時再放送のみを行う届出一般

放送事業者を除く。）は、一般放送の業務を行う

事業について、その事業収支の結果及び計算書類

（届出一般放送事業者にあっては、事業収支の結

果に限る。）を、当該事業の決算期ごとに報告  

【規則第１７０条第２項】 

○ 事業収支の結果及び計算書類（決算書

類一式）（別に定め、提示する様式によ

る） 

  ※ 届出一般放送事業者は事業収支の

結果のみ 

（注） 

原則、各一般放送事業者

の決算期末の属する月の

３月後の月末まで（３月

期決算であれば、同年６

月末日まで） 
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区分 

要   領 

事 由 報告等内容(報告等の様式等） 
報告等をする事業者から

の報告等時期 

そ
の
他
の
報
告
（
法
第
１
７
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
資
料
の
提
出
） 

番組基準、放送番組の編集に関する基本計画に関

する事項（法第８条に規定する放送事業者及び法

第１３３条第１項の規定による届出をした一般放

送事業者を除く。） 

【法第１７５条、施行令第７条第４号イ】 

○ 様式適宜 総務大臣の求めに応じて

報告 

放送番組審議機関の組織及び運営に関する事項、

その議事の概要並びにその答申又は意見に対して

講じた措置に関する事項 

【法第１７５条、施行令第７条第４号イ】 

○ 様式適宜 総務大臣の求めに応じて

報告 

法第９条第１項の規定による訂正又は取消しの放

送に関する事項 

【法第１７５条、施行令第７条第４号ロ】 

○ 様式適宜 総務大臣の求めに応じて

報告 

法第１１条の規定による放送の再放送についての

他の放送事業者の同意に関する事項 

【法第１７５条、施行令第７条第４号ハ】 

○ 様式適宜 総務大臣の求めに応じて

報告 

法第１４０条第１項の規定による再放送の役務の

提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する

事項（法第１４０条第２項の指定再放送事業者に

限る。） 

【法第１７５条、施行令第７条第４号ニ】 

○ 様式適宜 総務大臣の求めに応じて

報告 

法第１４７条第１項に規定する国内受信者に対す

る有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内

に設置する受信設備により有料放送を受信しよう

とする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ

事実の概要及び理由、法第１５０条に規定する有

料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概

要の説明に関する事項並びに法第１５１条規定に

よる国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関

する事項（有料放送を行う一般放送事業者に限る

。） 

【法第１７５条、施行令第７条第４号ホ】 

○ 様式適宜 総務大臣の求めに応じて

報告 

注 「登録に係る電気通信設備の状況報告書」による報告、「受信契約者数の記録」の提出及び「事業収支の結

果及び計算書類」の報告については、別に提示する様式により事業者において電磁的方法により作成し、各地

方局に、電磁的方法により報告等すること。 
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Ⅳ 問い合わせ先 

 

 

総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室 

 

   〒100-8926  東京都千代田区霞が関２―１―２ 

   ＴＥＬ    ０３―５２５３―５８０９ 

   ＦＡＸ    ０３―５２５３―５８１１ 

 

 

北海道総合通信局 情報通信部放送課 

（北海道） 

   〒060-8795  札幌市北区北八条西２丁目１－１ 

         札幌第一合同庁舎 

   ＴＥＬ    ０１１―７０９―２３１１ 

   ＦＡＸ    ０１１―７０８―５１５１ 

 

 

東北総合通信局 放送部有線放送課 

（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島） 

   〒980-8795  仙台市青葉区本町３－２－２３ 

         仙台第二合同庁舎 

   ＴＥＬ    ０２２―２２１―０７０５/０７０６ 

   ＦＡＸ    ０２２―２２１―１８０８ 

 

 

関東総合通信局 放送部有線放送課 

（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨） 

   〒102-8795  千代田区九段南１―２－１ 

         九段第３合同庁舎 ２２階 

   ＴＥＬ    ０３―６２３８―１７２３/１７２４ 

   ＦＡＸ    ０３―６２３８―１７１９ 
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信越総合通信局 情報通信部放送課 

（新潟・長野） 

   〒380-8795  長野市旭町１１０８ 

         長野第一合同庁舎 

   ＴＥＬ    ０２６―２３４―９９９３ 

   ＦＡＸ    ０２６－２３４－９９９９ 

 

 

北陸総合通信局 情報通信部放送課 

（富山・石川・福井） 

   〒920-8795  金沢市広坂２－２－６０ 

         金沢広坂合同庁舎内 

   ＴＥＬ    ０７６―２３３―４４９３ 

   ＦＡＸ    ０７６－２３３―４４９９ 

 

 

東海総合通信局 放送部有線放送課 

（岐阜・静岡・愛知・三重） 

   〒461-8795  名古屋市東区白壁１－１５－１ 

         名古屋合同庁舎第三号館内 

   ＴＥＬ    ０５２―９７１―９４０７/９４０８ 

   ＦＡＸ    ０５２－９７１－９３９４ 

 

 

近畿総合通信局 放送部有線放送課 

（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山） 

   〒540-8795  大阪市中央区大手前１－５－４４ 

         大阪合同庁舎第一号館 

   ＴＥＬ    ０６―６９４２―８５７１/８５７２ 

   ＦＡＸ    ０６－６９４２－７６２２ 
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中国総合通信局 放送部有線放送課 

（鳥取・島根・岡山・広島・山口） 

   〒730-8795  広島市中区東白島町１９－３６ 

   ＴＥＬ    ０８２―２２２―３３８９/３３９０ 

   ＦＡＸ    ０８２―５０２―８１５３ 

 

 

四国総合通信局 情報通信部放送課 

（徳島・香川・愛媛・高知） 

   〒790-8795  松山市味酒町２丁目１４－４ 

   ＴＥＬ    ０８９―９３６―５０３９ 

   ＦＡＸ    ０８９－９３６－５０１４ 

 

 

九州総合通信局 放送部有線放送課 

（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島） 

   〒860-8795  熊本市西区春日２－１０－１ 

   ＴＥＬ    ０９６―３２６―７８７８/７８７９ 

   ＦＡＸ    ０９６―３２６―７８６７ 

 

 

沖縄総合通信事務所 情報通信課 

（沖縄） 

   〒900-8795 那覇市旭町１－９ 

         カフーナ旭橋Ｂ－１街区 ５階  

   ＴＥＬ    ０９８―８６５―２３０７ 

   ＦＡＸ    ０９８―８６５―２３１１ 
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（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

有線一般放送設備の安全・信頼性に関する技術基準に 

適合していることを示す説明資料 

記載マニュアル 

（別表第 31号別紙 2(18)関係） 

（別表第 38号関係） 

 

 

 

【第２版】 

 

 

 

 

 

 

 

総務省情報流通行政局 

衛星・地域放送課地域放送推進室 
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はじめに 

 

 新放送法の施行に伴い、有線一般放送の新規登録申請時又は変更登録申

請時において、新たに放送法第５章第２節第１款第２目に定める技術基準

（以下「安全信頼性基準」という。）に適合するよう、措置した内容を具体

的に説明した書面を添付することとなった。 

 本記載マニュアルは、本書面作成のための手引きであるが、必ずしも十

分に内容を網羅しているものではない。 

 従って、実際の書面作成に当たっては、本マニュアルの他、施行規則及

び審査基準、並びに審査基準作成の元となった情通審答申を参考とするこ

と。 

 更に、本マニュアルは、実際に提出された書面等を参考に、適宜内容を

更新することとする。 
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有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備が第５章第２節第１款第２目に

定める技術基準に適合することを具体的に説明した書面 

 

 

目 次 

 

ア ヘッドエンド設備、伝送路設備等の設備構成図並びにこれらの接続構成図･･･146 

イ 第 151条に規定する予備機器の設置等に関する説明書･････････････････････147 

ウ 第 154条において準用する第 105 条に規定する故障検出に関する説明書･････149 

エ 第 154条において準用する 106条に規定する試験機器及び応急復旧機材の一覧  

並びに説明書･･････････････････････････････････････････････････････････150 

オ  第 154条において準用する第 107 条に規定する耐震対策に関する説明書････151 

カ  第 154条において準用する第 109 条に規定する停電対策に関する説明書････153 

キ  第 152条に規定する強電流電線に起因する誘導対策に関する説明書････････155 

ク  第 154条において準用する第 111 条に規定する防火対策に関する説明書････156 

ケ  第 154条において準用する第 112 条に規定する屋外設備に関する説明書････157 

コ  第 153条に規定するヘッドエンドを収容する建築物に関する説明書････････161 

サ  第 154条において準用する第 114 条に規定する耐雷対策に関する説明書････162 

シ 第 154条において準用する第 115 条の２に規定するサイバーセキュリティに関す

る説明書･･････････････････････････････････････････････････････････････163 
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ア ヘッドエンド設備、伝送路設備等の設備構成図並びにこれらの接続構成図 

 

ヘッドエンド設備及び伝送路設備の設備構成を図ア－１，２に、これらの接

続構成図を図ア－３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ア－１ ヘッドエンド設備の設備構成図 

 

【記載のポイント】 

 ・ 登録申請書に記載している場合は、その旨を記載する(例：ヘッドエンド

設備の設備構成図は、登録申請書に記載しているため省略する) 

 ・ 設備構成図には各設備のブロック図を、接続構成図には放送を提供するた

めのシステム構成図（全体の流れが分かるもの）を記載すること 

 ・ 設備構成図にはどのような機器を用いているのかが分かるように記載す

ること 

 ・ 接続構成図には、放送を提供するシステムを監視する機能（オペレーショ

ンセンター等）を持ち合わせていたら、それも記載すること 
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イ 第 151条に規定する予備機器の設置等に関する説明書 

 

 ○ ヘッドエンド 

  予備器を局舎に配備し、障害発生時には速やかに交換し、復旧するようにし

ている。なお、配備していない機器において障害が発生した場合には、当該機

器を製造しているメーカーに１時間以内に搬入してもらう旨の契約を締結し

ている。 

表イ－１ ヘッドエンド予備機器等の配備一覧表 

予備機器等 個数 

前置増幅器 ３ 

光波長多重合波器 ５ 

光増幅器 ５ 

周波数変換器 ３ 

  

   

 ○ 伝送路設備 

  ・ 光ファイバケーブルについては経路を２重化し、かつ、芯線予備方式に

より障害時には速やかに切り替え、復旧するようにしている。 

  ・ 増幅器等については、予備器を局舎に配備し、障害発生時には速やかに

交換し、復旧するようにしている。 

表イ－２ 伝送路設備予備機器等の配備一覧表 

予備機器等 配備場所 個数 

増幅器 当社局舎内 ５ 

保安器 当社局舎内、保守委託

先 

それぞれ３ 

メッセンジャーワイヤー 当社局舎内 ５００ｍ 

   

 

【記載のポイント】 

 ・ 故障等が発生した場合、どのように復旧させるのか手順がわかるようにす

ること 

 ・ 機器保守先に予備器を配備している場合、どれくらいの時間で復旧できる

か(機器保守先に連絡～当該機器の納入までの時間)を記載することが望ま

しい 

・ 小規模設備(受信者端子数が 5,000以下の有線電気通信設備のこと。以下

同じ。)は措置不要 (記載例：予備機器の設置については、放送法施行規則
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第 155条第 1項に該当する適用除外に当たるため記載しない) 

・ みなし登録事業者(法律施行の際、既に有線テレビジョン放送事業者又は

電気通信役務利用放送事業者となっている者のこと。以下同じ。)の設備は、

法律施行後 1年間は適用されないが、記載することが望ましい 

・ 設備を電気通信事業者から借用している場合、電気通信事業法に基づく技

術基準を満たしていることを確認した上で明示する(記載例：伝送路設備の

予備については、電気通信事業者Ａが電気通信事業法に基づく予備機器に

関する技術基準を満足していることを確認している) 
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ウ 第 154条において準用する第 105条に規定する故障検出に関する説明書 

 

 ○ ヘッドエンド 

  ① 故障検出方法に関して 

    構成機器に内蔵されている監視ソフトウェアの故障検出機能により、

故障等を検出する。 

  ② 故障通知方法に関して 

    故障を検出した場合には、機器に内蔵されているアラームにより保守

者に通知する。 

 

 ○ 伝送路設備 

  ① 故障検出方式に関して 

ステータスモニターシステムにより、オペレーションセンターに設置

した監視装置と伝送路上の増幅器、光ノード、無停電電源装置に内蔵され

ているステータスユニットの間で通信を行い、これらの機器の動作状態

を常時監視し、故障等を検出する。 

  ② 故障通知方法に関して 

故障を検出した場合には、その内容をオペレーションセンターのディ

スプレイ、警報装置等により保守者に通知する。 

 

【記載のポイント】 

 ・ どのようにして故障を検知し、それをどうやって運用している者に伝える

のかが分かるように記載すること 

・ 電気通信事業者自らが故障検出を行っている場合、電気通信事業法に基づ

く技術基準を満たしていることを確認した上で明示する(記載例：故障検出

ついては、電気通信事業者Ａが電気通信事業法に基づく技術基準を満足し

ている故障検出方法により行っていることを確認している) 
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エ 第 154 条において準用する第 106 条に規定する試験機器及び応急復旧機材

の一覧並びに説明書 

 

 以下に当社が配備している試験機器及び応急復旧機材の一覧を記す。 

表エ 試験機器及び応急復旧機材一覧表 

名称 個数 配備場所 

試験機器 

スペクトラムアナライザ ２ 当社局舎内 

光パワーメータ １ 保守委託先Ａ 

シグナルジェネレータ ２ 当社局舎内 

   

応急復旧機材 

光ファイバケーブル ５００ｍ 保守委託先Ｂ 

タップオフ ３ 当社局舎内 

   

 

【記載のポイント】 

 ・ 試験機器及び応急復旧機材を複数の保守委託先に配備している場合には、

それら含めて全て記載すること 

・ 小規模設備は措置不要 (記載例：試験機器及び応急復旧機材の配備は、放

送法施行規則第 155条第 1項に該当する適用除外に当たるため記載しない) 

・ みなし登録事業者の設備は、法律施行後 1年間は適用されないが、記載す

ることが望ましい 
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オ 第 154条において準用する第 107条に規定する耐震対策に関する説明書 

 

 ○ ヘッドエンド 

  当社のヘッドエンドは、建築基準法施工令第８８条にある「耐震レベル」以

上の耐震設計をしており、通常想定される震度(震度５弱程度)の地震では顕

著な損傷がなく、大規模な地震(震度７程度)に対し倒壊が生じないようにし

ている。 

  具体的には、収容するラックについて床面と耐震ベースをアンカーボルト

を用いて固定した上で、耐震ベースとラックはボルトで固定している。固定方

法について、それぞれ下記に図示する。 

 

 

 

 

 

 

 

図オ ヘッドエンド機器の固定方法 

 

 ○ 伝送路設備 

  伝送路設備(電源装置を除く。)については、架空伝送路が主体であり、電力

会社(○○電力)やＮＴＴの電柱に共架しており、通常想定される地震に耐え

るよう設置している。 

また、伝送路設備に設置する電源設備については、自営柱についてはＮＴＴ

の施工基準に準拠しており、堅牢に設置しているため、通常想定される規模の

地震に対応している。 

 

【記載のポイント】 

 ・ どのように機器を固定するのかが分かるように説明するとともに、図示す

ることが望ましい 

 ・ 想定している地震の規模が分かるように記載すること 

・ 小規模設備はヘッドエンドについて大規模の地震の考慮については措置

不要 (記載例：ヘッドエンドの大規模地震を考慮した耐震対策は、放送法施

行規則第 155条第 1項に該当する適用除外に当たるため記載しない) 

・ みなし登録事業者の設備は、ヘッドエンドについて大規模の地震の考慮に

ついては法律施行後 1年間は適用されないが、記載することが望ましい 
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・ 借用している設備が電気通信事業者の耐震対策に準拠している場合、電気

通信事業法に基づく技術基準を満たしていることを確認した上で明示する

(記載例：耐震対策ついては、電気通信事業者Ａが電気通信事業法に基づく

技術基準を満足している耐震対策方法により措置を施している) 
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カ 第 154条において準用する第 109条に規定する停電対策に関する説明書 

 

 ○ ヘッドエンド 

  交流入力電源（商用入力）が停電または規定電圧以下に低下した場合には、

無停電電源装置により、自動的に蓄電池側よりの運転(ＤＣスイッチ機能動

作)となり、負荷側には連続して安定した電力を供給する(補償時間：60 分)。 

  また、商用入力停止後 10秒以内に非常用電源装置が起動し、連続して安定

した電力を供給する(連続運転時間：4時間)。 

  非常用電源装置の燃料は、供給契約を締結しているガソリンスタンドＡか

ら提供可能となる最長の時間を考慮して確保している。 

  商用入力が復旧すると、自動的に電源が切り替わる。以下に電源設備の概要

図を示す。 

 

 

 

 

 

 

図カ－１ 電源設備概要図(ヘッドエンド) 

 

 ○ 伝送路設備 

  交流入力電源(商用入力)が停電または規定電圧以下に低下した場合には無

停電電源装置により、自動的に蓄電池側よりの運転となり、負荷側には連続し

て安定した電力を供給できる(補償時間：2 時間)。その後、交流入力電源(商

用入力)が正常に復帰すると、自動的に負荷側に連続して安定した電力を供給

する。 

  なお、2時間以上の停電の場合は、商用入力が回復するまで可搬型の自家発

電装置で対応する。以下に概要図を示す。 

 

 

 

【記載のポイント】 

 

 

図カ－２ 電源設備概要図(伝送路設備) 
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【記載のポイント】 

 ・ 停電発生後、速やかに予備電源等（非常用電源装置、無停電電源装置）に

切り替わることが分かる図を記載することが望ましい 

 ・ 予備の燃料確保については、根拠となる考え方も併せて記載することが望

ましい 

・ 小規模設備は措置不要 (記載例：停電対策は、放送法施行規則第 155 条

第 1項に該当する適用除外に当たるため記載しない) 

・ みなし登録事業者の設備は、法律施行後 1年間は適用されないが、記載す

ることが望ましい 

・ 借用している設備が電気通信事業者の停電対策に準拠している場合、電気

通信事業法に基づく技術基準を満たしていることを確認した上で明示する

(記載例：故障検出ついては、電気通信事業者Ａが電気通信事業法に基づく

技術基準を満足している停電対策を行っていることを確認している。) 
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キ 第 152条に規定する強電流電線に起因する誘導対策に関する説明書 

 

  光ファイバケーブルでは誘導障害は発生しない。同軸ケーブルの架渉は電

気設備に関する技術基準を定める省令及びＮＴＴの工事基準に準拠している。

また、同軸ケーブルは有線放送設備令及び低圧ケーブルの規格に準拠してお

り、外皮の耐圧は仕様で AC○○V/分、耐圧試験は AC△△V/分である。 

  同軸ケーブルは外部導体を接地(無停電電源装置を取り付けている自営柱

及び引込線の保安器取り付け箇所)しているので、誘導による異常電圧、異常

電流の発生の恐れはない。また、増幅器、タップオフ等の空き終端整合器(ダ

ミー抵抗器)を取り付け終端しており、誘導障害は発生しない。 

 

【記載のポイント】 

 ・ 図や説明を登録申請書の別紙２の「３ 設備と工作物又は道路等の関係」

に記載しているのであれば、その旨記載すること(例：誘導対策については、

登録申請書の別紙２（又は別紙２の２）「３ 設備と工作物又は道路等との

関係」に記載しているため、説明は割愛する) 

 ・ どのような誘導対策を講じているのかが分かるようにできるだけ(可能で

あれば)図示したもので記載することが望ましい 
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ク 第 154条において準用する第 111条に規定する防火対策に関する説明書 

 

  ヘッドエンドを設置している機器室の防火対策として、図のように自動火

災報知設備または消火設備を配置することによる防火対策をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ク 自動火災報知設備及び消火設備設置図 

 

【記載のポイント】 

 ・ 消火設備を配置していない場合は、どのように対処するのか具体的に(保

守拠点において集中監視し、火災発生時には駆けつけて消火する等)明記す

ること 

・ 放送に利用する設備が電気通信事業者の建物に収容されている場合、電気

通信事業法に基づく技術基準を満たしていることを確認した上で明示する

(記載例：防火対策ついては、電気通信事業者Ａが電気通信事業法に基づく

技術基準を満足している防火対策がとられた機器室に設置している) 
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ケ 第 154条において準用する第 112条に規定する屋外設備に関する説明書 

 

  屋外設備（空中線等）は、「電気設備に関する技術基準を定める省令第５２

条」及び「有線電気通信設備令」の規定に準拠して施工しており、通常想定さ

れる気象の変化や振動等の外部環境の影響を受けないよう、また、公衆が容易

に触れることができないようにしている。 

 

ｹ.1 ケーブル 

ケーブルの敷設図を図ケ－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ケ－１ ケーブル敷設図 

 

ｹ.1.1 架空ケーブルの地上高及び離隔距離 

 ① 架空ケーブルの必要地上高 

   架空ケーブルの必要地上高を以下に示す。 

    ・道路上…５ｍ以上 

    ・歩車道の区別がある歩道…２．５ｍ以上 

    ・その他の道路…４．５ｍ以上 

    ・道路横断…６ｍ以上 

    ・鉄道又は軌道横断…６ｍ以上 

    ・上記以外の場所…３．５ｍ以上 

 ② 架空ケーブルの離隔距離 

   電力線等との離隔距離を以下に示す。 

架空強電流電線の使用電圧及び種類 離隔距離 

低 圧 

(交流 600V以下) 

高圧強電流絶縁電線、特別高圧強

電流絶縁電線又は強電流ケーブ

ル 

0.3m以上 

強電流絶縁電線 0.75m以上 
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高圧 

(交流 600Vを超え 7kV以

下) 

強電流ケーブル 0.5m以上 

その他の強電流電線 1.5m以上 

 

ｹ.1.2 引込線に使用する同軸ケーブル 

 加入者宅引込線に用いる同軸ケーブルの仕様を表ケ－１に示す。また、表ケ－

２に電気的特性を示す。 

表ケ－１ 引込線用同軸ケーブルの構造規格 

項目 名称 5C-HFBL 

内部導体 
材質 軟銅単線 

外径 1.2mm 

絶縁体 
材質 高発砲ポリエチレン 

外径 5.0mm 

外部導体 
材質 アルミラミネートテープ 

外径 5.4mm 

外被 
材質 黒色ポリエチレン 

外径 7.7±0.3mm 

重量 150(kg/km) 

 

表ケ－２ 引込線用同軸ケーブルの電気的特性 

名称 5C-HFBL 

直流導体抵抗(Ω/ループ km) 28 

絶縁抵抗 1000MΩ以上 

耐電圧 AC1kV に 1分間耐えること 

特性インピーダンス 75±3Ω 

減衰量 

(dB/km) 

70MHz 47 

90MHz 54 

220MHz 50 

300MHz 82 

450MHz 121 

770MHz 165 

 

ｹ.1.3 幹線に使用する同軸ケーブル 

 幹線に用いる同軸ケーブルの仕様を表ケ－３に示す。また、表ケ－４に電気的

特性を示す。 
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表ケ－３ 幹線用同軸ケーブルの構造規格 

項目 名称 12C-SA 

内部導体 
材質 軟銅線 

外径 2.9mm 

絶縁体 
材質 超高発砲ポリエスチレン 

外径 11.3mm 

外部導体 
材質 アルミニウム 

外径 12.7mm 

外被 
材質 黒色ポリエチレン 

外径 15.3mm 

重量 200(kg/km) 

 

表ケ－４ 幹線用同軸ケーブルの電気的特性 

名称 12C-SA 

直流導体抵抗(Ω/ループ km) 3.8 

絶縁抵抗 1000MΩ以上 

耐電圧 AC1kV に 1分間耐えること 

特性インピーダンス 75Ω 

減衰量 

(dB/km) 

70MHz 20 

250MHz 35 

450MHz 52 

 

ｹ.2 増幅器 

 増幅器は図ケ－２のような構造であり、通常想定される気象の変化、振動、衝

撃、圧力その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものとなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ケ－２ 増幅器外観図 
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ｹ.3 電源設備(屋外設備用) 

 電源設備(屋外設備用)は図ケ－３のように堅牢に施設されている。また、公衆

が容易に触れられないように配慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ケ－３ 電源設備(屋外設備用) 

 

【記載のポイント】 

 ・ 図や説明を登録申請書の別紙２の「１ 有線一般放送の業務に用いられる

電気通信設備に関する事項」及び「３ 設備と工作物又は道路等の関係」に

記載しているのであれば、その旨記載すること(例：屋外設備については、

登録申請書の別紙２（又は別紙２の２）「１ 有線一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備に関する事項」及び「３ 設備と工作物又は道路等との関

係」に記載しているため、説明は割愛する) 

 ・ 電柱への共架状況については、できるだけ詳しく記載すること 

 ・ 特に、「公衆が容易に触れないようにするための措置」は、どのように対

処しているのか具体的に明記すること 
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コ 第 153条に規定するヘッドエンドを収容する建築物に関する説明書 

 

 ○ 建築物は、建築基準法施工令第８８条の「耐震レベル」に基づいて施設さ

れており、通常想定される地震(震度５程度)の地震では顕著な損傷がなく、

大規模の地震(震度７程度)に対し倒壊が生じないようにしている。 

 ○ 機械室には空調設備を設置し、温度、湿度をほぼ一定に保っている。 

 ○ 建物の全ての入り口及び機器室の入り口には公衆が容易にヘッドエンド

に触れられないよう施錠している。 

 ○ その他、風水害その他の自然災害及び火災の影響については、設置館教条

発生する恐れはない所に接地している。 

 

【記載のポイント】 

 ・ 各号で求めている措置について、できるだけ具体例を挙げて記載すること 

・ 小規模設備は公衆が立ち入ること以外への対策は措置不要 (記載例：ヘ

ッドエンドを収容する建築物に対する風水害への対策、堅牢性及び屋内設

備の動作環境の維持については放送法施行規則第 155 条第 1 項に該当する

適用除外に当たるため記載しない) 

・ みなし登録事業者の設備は、法律施行後 1年間は適用されないが、記載す

ることが望ましい 

・ 設備を電気通信事業者の建物に収容している場合、電気通信事業法に基づ

く技術基準を満たしていることを確認した上で明示する(記載例：ヘッドエ

ンドが収容されている建築物は、電気通信事業者Ａが電気通信事業法に基

づく技術基準を満足していることを確認している) 
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サ 第 154条において準用する第 114条に規定する耐雷対策に関する説明書 

 

 ○ ヘッドエンド 

   ヘッドエンドを収容する建築物には、建築基準法に基づき、屋上に避雷設

備を設け、有効に地面盤まで配管配線し接地している。なお、屋上には受信

空中線を接地していることから、避雷設備からの誘導雷が生じないように

対策している。以下に設置図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図サ 避雷装置の設置図 

 

 ○ 伝送路設備 

伝送路設備上の機器には、避雷サージ回路を設け、耐雷性を確保している。 

 

【記載のポイント】 

 ・ できるだけ図により説明することが望ましい 

 

  



- 164 - 

 

シ 第 154 条において準用する第 115 条の２に規定するサイバーセキュリティ

の確保に関する説明書 

 

○ ヘッドエンド外部ネットワークからの隔離措置 

ヘッドエンド内で使用されている有線放送設備は、外部ネットワークから

の不正侵入等を遮断するため、ファイアーウォールの設置（○○を使用した

不正アクセスの遮断・検知等）を行っている。 

 

【記載のポイント】 

・以下のうち、いずれかを満たしているか確認すること。 

(1) ヘッドエンド内の有線放送設備は一切、外部ネットワークと接続してい

ない。 

 → 対応できていれば、１(1)の措置にチェック。(2)の対応は不要。 

(2) 業務上、有線放送設備を外部ネットワークと接続をすることがある場合、

外部ネットワークと接続する有線放送設備は、必ずファイアーウォールの

設置又は当該有線放送設備に不正侵入されないようなセキュリティ上の

措置が行われているか。 

 

 

 

○ 有線放送設備に接続される監視・制御及び保守に使用される回線について、

外部ネットワークからの不正接続対策を行うための次の措置又はこれと同

等と認められる措置 

監視・制御回線及び保守回線は、専用回線（VPN 回線）を使用しており、

十分なサイバーセキュリティの確保をしている。また、監視回線及び保守回

線を同じ回線で使用しており、監視のため常に回線を接続する必要があるこ

とから、回線が未使用時になることはない。 

 

【記載のポイント】 

・以下の(1)と(2)いずれも満たしているか確認すること。 

(1) 監視・制御と保守のために使用する回線は、専用回線等を使用している

か。具体的には、専用回線、VPN回線の仕様、ポート番号による接続制限、

IDとパスワードによるセキュリティの確保のいずれかを行っている。 

(2) 未使用時は回線を通じた接続を遮断する等の措置を行っている。※ 
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○ 設備の導入時及び運用・保守時におけるソフトウェアの点検について、不

正プログラムによる被害を防止するため、放送設備のネットワークからの分

離・遮断の措置及び不正プログラムの感染防止の措置 

保有している有線放送設備については、導入時にウイルスチェック等を行

っており、また定期的（○カ月に一回程度）にウイルスチェックを行うこと

で、常に正常な状態を保っている。 

 

【記載のポイント】 

・以下を満たしているか確認すること。 

   設備の導入時及び定期的に、有線放送設備についてソフトウェアの点検・

更新を行っている。なお点検時に外部から不正侵入等されないようにする

ため、外部ネットワークから切断した状態で確認している。 

 

 

 

○ 有線放送設備に対する物理的なアクセス管理について、機密性が適切に配

慮されるための次の措置又はこれと同等と認められる措置 

ヘッドエンドは ID カード（テンキー錠、ダイヤル式ロック錠）により入

室できる者が制限されている。また、監視・制御回線、保守回線に係る機器

は施錠された建築物内に設置されている。また、有線放送設備に接続する USB

（CD-R）は、ウイルスチェックされたもの（ウイルス対策ソフトでウイルス

チェックを行った USB、又はウイルス対策がそもそもされている USBのこと）

のみを使用している。 

 

【記載のポイント】 

・以下の(1)と(2)のいずれも満たしているか確認すること。 

(1)－１ ヘッドエンド内へ立ち入ることができる者を限定するために、入り

口に ID カードやテンキー錠、ダイヤル式ロック錠などの設置、又は有人

による入退室の管理等を行う措置をとっている。 

(1)－２ 監視・制御回線、保守回線に係る機器は公衆が容易に触れられない

よう、施錠された建築物内に設置されている。 

(2) USB、CD-R 等の外部記録メディアが感染していないことを確認し、接続

している。 
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○ 有線放送設備の運用・保守に際して、業務を確実に実施するための組織体

制の構築及び業務の実施に係る規程若しくは手順書の整備に関する次の措

置又はこれと同等と認められる措置 

サイバー事案が発生した場合を想定した連絡体制を確保しており、対応マ

ニュアル、再発防止措置のマニュアル等を作成し、各社員へ配布するなどし

て、サイバー事案発生時に迅速に対応できる体制を整えている。（マニュア

ルは添付書類を参照。） 

 

【記載のポイント】 

以下の(1)と(2)のいずれも満たしているか確認すること。 

(1) サイバー事案が発生した場合を想定して、対応策及び再発防止策につい

て社則等の規程、あるいは対応マニュアル等が作成されている。 

(2) サイバー事案が発生した場合を想定して、連絡先の整備、報告実施等の

マニュアル、有線放送設備のソフトウェアの更新等の実施方法を社則等に

規定、あるいは対応マニュアル等が作成されている。 
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	有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
	イ　有料放送業務の休廃止に関する周知【法第１４９条】
	ウ　提供条件の説明【法第１５０条】
	有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者（その者から委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。）は、国内受信者（有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、第１５１条、第１５１条の２及び第１５６条第４項において同じ。）と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の...
	エ　苦情等の処理【法第１５１条】
	有料放送事業者及び第１５２条第２項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
	（４）放送番組の編集等に関する事項
	ア　放送番組編集の自由【法第３条】
	＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
	イ　国内放送等の放送番組の編集等【法第４条】
	＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	ウ　番組基準【法第５条】＜登録一般放送事業者のみ＞
	エ　放送番組審議機関【法第６条、第７条】＜登録一般放送事業者のみ＞
	オ　番組基準、審議機関の規定の適用除外【法第８条】＜登録一般放送事業者のみ＞
	カ　訂正放送等【法第９条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から３箇月以内に請求があったときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から２日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない【同条第１項】。
	放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、同様とする【同条第２項】。
	キ　放送番組の保存【法第１０条】＜登録一般放送事業者のみ＞
	放送事業者は、当該放送番組の放送後３箇月間（訂正又は取消しの放送の請求があった放送について、その請求に係る事案が３箇月を超えて継続する場合は、６箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間）は、施行令で定めるところ（※）により，放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
	※　以下の放送番組について、録音又は録画をした物を保存する方法によってしなければならない【施行令第１条】。
	(ｱ)　経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組【同条第１号】
	（上記の総務省令で定める事項）【規則第８条】
	○　映画、漫画、ドラマ又は演劇【同条第１号】
	○　音楽【同条第２号】
	○　交通情報、道路情報又は駐車場情報【同条第３号】
	○　公営競技情報【同条第４号】
	○　自己又は他人の営業に関する広告【同条第５号】
	○　囲碁又は将棋に関する時事【同条第６号】
	○　放送番組の検索又は選択に関する情報【同条第７号】
	○　受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報【同条第８号】
	○　基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該他の放送事業者の放送番組【同条第９号】
	(ｲ)　審議機関【法第６条第１項】が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組【施行令第１条第２号】
	(ｳ)　訂正又は取消しの放送【法第９条第１項】の放送番組【施行令第１条第３号】
	ク　広告放送の識別のための措置【法第１２条】＜登録一般放送事業者のみ＞
	ケ　候補者放送【法第１３条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送（以下「候補者放送」という。）をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があったときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
	なお、候補者放送をした場合には、以下に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があったときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする【規則第９条】。
	(ｱ)　候補者の氏名及び所属する政党【同条第１号】
	(ｲ)　放送をした年月日、時刻及び時間【同条第２号】
	(ｳ)　放送をした電気通信設備及び使用した周波数【同条第３号】
	コ　内外放送の放送番組の編集【法第１４条】＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	（１）改善命令等【法第１３８条、第１５６条第２項・第３項、第１７４条】
	イ　総務大臣は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる【法第１５６条第２項】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	(ｲ)　有料放送事業者が提供する有料放送の役務（有料基幹放送の役務を除く。）に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき【同項第２号】。
	(ｳ)　有料放送事業者が提供する有料放送の役務（有料基幹放送の役務を除く。）に関する提供条件（料金を除く。）において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき【同項第３号】。
	(ｲ)　有料放送事業者又は有料放送管理事業者が第１５１条の規定に違反したとき　当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者【同項第２号】。
	エ　総務大臣は、放送事業者（特定地上基幹放送事業者を除く。）がこの法律（放送法）又はこの法律（放送法）に基づく命令若しくは処分に違反したときは、３月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる【法第１７４条】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	（２）報告及び検査【法第１３７条、第１３９条第１項、第１４５条第４項、第１７５条、施行令第７条、規則第１５６条、第１５７条、第１５９条、第１６９条、第１７０条第２項】
	ア　登録一般放送事業者は、登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるもの（※）が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない【法第１３７条】。＜登録一般放送事業者のみ＞
	なお、当該報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、規則別表第４６号の様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から３０日以内に提出しなければならない【規則第１５６条第２号】。
	※　総務省令で定める重大な事故は、一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であって、以下のいずれにも該当するものとする【規則第１５７条第２号】。
	(ｱ)　当該放送の停止を受けた利用者の数が３万以上のもの【同号イ】
	(ｲ)　当該放送の停止時間が２時間以上のもの【同号ロ】
	イ　総務大臣は、法第１３６条の規定（設備の維持）、法第１３７条の規定（重大事故の報告）及び法第１３８条の規定（設備の改善命令）の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる【法第１３９条第１項】。＜登録一般放送事業者のみ＞
	ウ　登録一般放送事業者は、毎年６月末日までに、前年４月１日から当年３月３１日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、規則別表第４９号の様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない【規則第１５９条第２号】。＜登録一般放送事業者のみ＞
	エ　総務大臣は、法第１４５条第１項の規定（有線電気通信設備の使用）（※）の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる【法第１４５条第４項】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	※　一般放送事業者（有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。）は、その設置に関し必要とされる道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項若しくは第３項（同法第９１条第２項において準用する場合を含む。）の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない【法第１４５条第１項】。
	オ　一般放送事業者は、毎年６月末日までに、前年４月１日から当年３月３１日までの期間中における受信契約者数を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる【規則第１６９条】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	カ　一般放送事業者（同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。）は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類（届出一般放送事業者にあっては、事業収支の結果に限る。）を総務大臣に報告しなければならない【規則第１７０条第２項】。＜登録一般放送事業者及び届出一般放送事業者（小規模施設特定有線一般放送事業者を除く）＞
	キ　総務大臣は、法の施行に必要な限度において、政令の定めるところ（※）により、放送事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる【法第１７５条】。
	※　以下に掲げる事項（法第８条に規定する放送事業者（経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項及びその他の事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的のための放送を専ら行う放送事業者）又は届出一般放送事業者にあっては、(ｱ)に掲げる事項を除く。）【施行令第７条】
	(ｱ)　番組基準【法第５条第１項】及び放送番組の編集に関する基本計画【法第６条第３項】に関する事項、審議機関【同条第１項】の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項　【施行令第７条第４号イ】
	(ｲ)　訂正又は取消しの放送【法第９条第１項】に関する事項　【施行令第７条第４号ロ】
	(ｳ)　放送の再放送についての他の放送事業者の同意【法第１１条】に関する事項　【施行令第７条第４号ハ】
	(ｴ)　指定再放送事業者【法第１４０条第２項】にあっては、再放送の役務の提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項　【施行令第７条第４号ニ】
	(ｵ)　有料放送【法第１４７条第１項】を行う一般放送事業者にあっては、国内受信者（以下「国内受信者」という。）に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項【法第１５０条】、書面の交付に関する事項【法第１５０条の２】、有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項【法第１５０条の３】、国内受信者からの苦情及び問合せの処...
	（３）適用除外等（法第１７６条、規則第２１４条）
	ア　この法律（放送法）の規定は、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送（※）については、適用しない【法第１７６条第１項】。
	※　総務省令で定める放送は、以下に掲げるものとする【規則第２１４条第１項】。
	(ｱ)　電波法第４条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送【規則第２１４条第１号】
	(ｲ)　放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放送【同項第２号】
	(ｳ)　臨時かつ一時の目的のために行われる一般放送【同項第３号】
	(ｴ)　一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域をいう。）において行われる有線一般放送【同項第４号】
	(ｵ)　信号のみを送信するために行われる有線一般放送【同項第５号】
	(ｶ)　一の有線放送施設に係る引込端子の数が５０以下の規模の施設により行われる有線一般放送（その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するもの（衆議院又は参議院が、議院の会議及び委員会等の会議の状況を送信することを主たる放送事項として、各省庁等国の機関及び政党助成法（平成６年法律第５号）第２条第１項に規定する政党に対して行う有線テレビジョン放送）に限る。）【同項第６号】
	(ｷ)　公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によって直接視聴又は聴取されることを目的として行われる有線一般放送【同項第７号】
	(ｸ)　一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒２メガビット（デジタル放送の標準方式第４条に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあっては、毎秒４メガビット）以下である有線一般放送（有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令（平成２３年総務省令第９５号）第２章第２節から第６節までに規定する放送方式による有線一般放送及びラジオ放送を除く。）【同項第８号】
	イ　法第１７６条第１項（適用除外等、上記ア）の規定にかかわらず、法第６４条の規定（受信契約及び受信料）は、同項の規定の適用を受ける放送であって、日本放送協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する【法第１７６条第４項】。
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